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提 案・要 望 

 

 栃木県政の推進につきまして、日頃から深い御理解と温かい御支援を賜り、厚

くお礼申し上げます。 

現在、我が国は、人口減少・少子高齢化による労働力や地域の担い手不足、気

候変動によるリスク、デジタル化の急速な進展、中東情勢の影響等による物価高

騰等への対応など、多くの課題に直面しています。 

 このような状況の中、本県では今年度から新たな県政の指針である「新とちぎ

未来創造プラン」をスタートさせたところであり、めざす将来像『共に創る 人

も地域も輝く“元気なとちぎ”』の実現に向け、県民主役、連携・協働・共創、

地域間連携を基本姿勢として、「人づくり戦略」「成長産業戦力」など５つの重

点戦略の下、計 15 のプロジェクト（とちぎ１５（いちご）プロジェクト）を推

進しているところであります。 

人口減少を乗り越え、とちぎの未来を築いていくため、結婚、妊娠・出産、子

育て支援のさらなる充実・強化をはじめ、女性・若者に選ばれる地域づくりや移

住・定住の促進など、戦略を相互に連携させながら施策を展開していくほか、経

済・雇用を牽引する産業の創出・振興や県産品のブランド力向上等による本県経

済の活性化、医療・介護提供体制の充実・強化、災害等の危機事象に強い地域社

会の構築等に取り組んでいく必要があります。 

 この「令和９(2027)年度国の施策等に関する提案・要望」は、このような状況

を踏まえ、新たな制度の創設や施策の推進、必要な財政措置など、地域の課題を

解決するために是非とも御協力いただきたい事項についてとりまとめたもので

す。提案・要望の内容を十分に御理解いただき、国の予算編成や施策の決定に反

映されるようお願い申し上げます。 

 

  令和８(2026)年６月 
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【１】結婚支援の充実・強化について 

 

所管省庁：こども家庭庁 長官官房 

                             

 若い世代の結婚の希望をかなえる環境づくりを更に大胆に進めること。特

に、結婚に向けた経済的不安を軽減するための取組の強化や結婚を希望する

人を応援する気運の更なる醸成を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 深刻化する未婚化・晩婚化への対応の重要性を明確に打ち出すとともに、

若い世代の結婚の希望をかなえる環境づくりなど、結婚支援の更なる充実

を図ること。 

２ 結婚に向けた経済的不安を軽減するため、結婚・妊娠・共育ての相談機

会提供・支援プログラム（旧名称：結婚新生活支援事業）において、補助

上限額の引き上げを行うとともに補助対象経費の拡充を行うこと。 

３ 結婚を希望する人を応援する気運の醸成に向けた情報発信等を、国主導

でより一層推進すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○  少子化の主な原因の１つが「未婚化･晩婚化」とされていることから、

未婚化・晩婚化に対応するための取組の重要性について明確に打ち出した

上で、少子化対策として結婚支援をより充実させていくことが重要です。 

○  また、結婚の希望がかないやすくなる支援・環境として、雇用機会や収

入の安定を上げる声が多いこと(出典：R8.1 公表こども家庭庁アンケート

調査)から、特に収入の低い若い夫婦に対する経済的支援の拡充が必要で

す。 

○  加えて、結婚意向のある未婚者のうち、結婚相手を見つけるために特に

何も行動をしていない割合が７割程度であること（出典：同アンケート調

査）などから、具体的な行動の後押しとなるよう結婚を希望する人を社会

全体で応援する気運の更なる醸成を要望します。 

 

〔県所管部課：総合政策部 人口未来課〕 
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【２】子ども・子育て支援施策等の充実・強化について 

 

              所管省庁：こども家庭庁 成 育 局 

                            支 援 局 

文 部 科 学 省 初等中等教育局 

                                      厚 生 労 働 省 保 険 局 

 

 次世代を担うこどもたちが健やかに生まれ育つことができるよう、子ども・

子育て支援施策等の充実・強化を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 子ども・子育て支援新制度の推進に当たっては、保育所や認定こども園

等を増設するなどの量の拡充や、そのために必要な保育士や幼稚園教諭を

確保するなどの質の向上を図るため、必要となる財源の確保を確実に行う

こと。 

  また、幼児教育・保育の無償化の推進に当たっても、地方負担分も含め

た必要な財源の確保を今後も確実に行うこと。 

  さらに、こどもを持ちたいと思う方が、理想の数のこどもを産み育てら

れるよう、０～２歳児についても全ての世帯を無償化の対象に加えること。 

２ 未就学児から就学児へと切れ目なく子育て家庭を支援するため、放課後

児童クラブへの支援制度を拡充すること。 

３ こども一人ひとりにきめ細かな対応ができるよう、児童養護施設等の措

置費における職員配置基準を引き上げるとともに、児童相談所の専門性強

化について引き続き十分な財政措置を講じること。 

４ 全ての子育て世帯への切れ目ない支援に当たっては、受け皿となる施設

整備等に伴い、社会基盤を支えるエッセンシャルワーカーとして重要な役

割を担う保育所等の幼児教育・保育施設や放課後児童クラブの職員等の更

なる確保や質の向上を図るため、引き続き処遇改善等の取組を進めること。 

５ 長期化する物価高を背景とし、顕在化、深刻化しているひとり親家庭の

経済的困窮やこどもの貧困等に対し、経済的支援はもとより、それぞれの

ひとり親家庭の実情に応じた各種相談や支援の取組を実効性あるものとす

るため、必要となる人材の配置や育成に係る財源を確保すること。 

６ ひとり親家庭の親子又は妊産婦に対し現物給付により医療費助成を行っ

た場合の国民健康保険の国庫負担減額調整措置を廃止すること。 

 ７ 妊娠・出産、子育て支援に係る地域の多様なニーズに応えるため、安心

こども基金の使途を都道府県が実施する少子化対策に資する事業にも拡大

し、基金を弾力的に活用した施策を積極的に展開できるよう、基金事業の

見直しや財源の確保を早急に行うこと。 

 ８ 男女問わず、子育て世代が仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを推

進するため、産業界への働きかけを含め、国が先頭に立って機運醸成に取

り組むこと。 
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９ 「こども未来戦略」において、子ども・子育て支援金制度の構築にあた

っては、国民に実質的な負担を生じさせないこととしているため、被保険

者や医療保険者に新たな財政負担が生じないよう、国の責任において財政

的支援を講じること。 

  また、子ども・子育て支援金制度の趣旨や仕組み等について、被保険者

である国民はもとより、市町村などの保険者の理解促進に積極的に取り組

むこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 少子化の進行が国民生活全般に大きな影響を及ぼす重大な課題となって

いる中、子ども・子育て支援新制度や幼児教育・保育の無償化の推進に当

たって、教育・保育の量的拡充と質的向上を図るため、十分な財源が確保

される必要があります。 

  さらに、こどもを持ちたいと思う方が、理想の数のこどもを生み育てら

れるよう、０～２歳児についても全ての世帯を無償化の対象とし、子育て

世帯の負担軽減を図る必要があります。 

○ また、いわゆる「小１の壁」が拡大し、仕事と子育てを両立できる環境

づくりが一層重要となることから、放課後児童クラブの整備促進と利用料

無償化などの経済的負担の軽減を図る必要があります。 

○ さらに、援護を必要とする児童については、児童相談所などの関係機関

が連携して地域における相談支援体制を強化していくとともに、社会的養

育推進体制の充実を図る必要があります。 

○ 全ての子育て世帯への切れ目ない支援を行っていくためには、受け皿と

なる施設整備等に伴い、社会基盤を支えるエッセンシャルワーカーとして

重要な役割を担う保育士等の確保等が必要となることから、引き続き、担

い手の確保と質の向上を図るため更なる処遇改善等の取組を進める必要が

あります。 

○ 長期化する物価高の影響で、ひとり親家庭等の経済的困窮やこどもの貧

困などがより一層顕在化、深刻化しており、国からは各種施策が打ち出さ

れていますが、施策を実施する現場においては、必要な人材が確保できて

いない状況です。それらの施策を実効性のあるものとするため、国の責任

において、適切な相談支援ができる人材の配置等に係る財源が確保される

必要があります。 

○ ひとり親家庭の親子又は妊産婦を対象とした医療費助成事業について

は、ひとり親家庭の生活基盤の安定、妊娠期から子育て期にわたる切れ目

ない支援を図るため、市町村が実施する事業に対し県が助成を行っている

ところ、こども以外を対象とする現物給付については依然として国民健康

保険の減額調整措置が講じられており、国において推進するマイナンバー

カードを活用した医療費助成の現物給付化と齟齬をきたしている状況にあ

ります。 

○ 国は、「「安心こども基金」創設による子育て支援サービスの緊急整備」

に取り組むため、平成 20(2008)年度に各都道府県に基金を造成し、国の子

育て支援事業メニューに基づき、待機児童解消のための環境整備等を推進
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してきました。しかし、妊娠・出産、子育て支援に係る地域の多様なニー

ズに応えるためには、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援を展開す

る必要があることから、その中心となる都道府県において実施する少子化

対策にも安心こども基金を幅広く弾力的に活用できるよう、使途の拡大を

含めた基金事業の見直しや財源の確保が早急に必要です。 

○ 男女問わず、子育て世代が経済的、精神的不安を抱くことなく、仕事と

子育てを両立し、個々が思い描く理想の暮らしを実現するためには、産業

界も含め、社会全体で子育てを支援する機運の醸成が必要です。 

○ 子ども・子育て支援金は保険料(税)として徴収されることから、制度の

趣旨や仕組み等について、被保険者の理解を十分に得る必要があります。 

○ また、子ども・子育て支援金の導入に伴い、市町村における保険料（税）

徴収や窓口対応、関連システムの改修等が必要となることから、人件費を

含め、新たに追加となる費用に対する財源は国において確保する必要があ

ります。 

 

               県所管部課：保健福祉部 こ ど も 政 策 課 

                            健康長寿推進課 
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【３】学校給食費の抜本的な負担軽減について 
 

                所管省庁：文部科学省 総合教育政策局 

 学校給食費の抜本的な負担軽減については、令和９(2027)年度から速やか

に中学校等に拡大し、国の責任によりその財源を確実に確保するとともに、

非喫食者の取扱いに関する明確な統一基準の策定についても速やかに実施

すること。 

また、給食費支援の基準額については、食材費の実態調査を行い、それと

併せて毎年、基準額を変更・設定すること。 

さらに、特色ある給食の提供に係る必要な財政的支援を行うこと。 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 学校給食費の抜本的な負担軽減について、自由民主党、公明党、日本維新

の会合意（令和７（2025）年２月 25 日）に基づき、令和９（2027）年度から

速やかに中学校等に拡大し、国の責任によりその財源を確実に確保すること。

また、非喫食者の範囲や取扱いについて、地域格差が生じることのないよう、

国として明確な定義を行い、全国共通の統一基準を策定すること。 

２ 給食費支援の基準額については、食材費の実態調査を行い、それと併せて

毎年、基準額を変更・設定すること。 

３ 学校給食を通じた「食育」、「地場産物及び国産食材の活用」を一層推進

する観点から、特色ある給食の提供に係る必要な財政的支援を行うこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 学校給食費の抜本的な負担軽減については、令和８(2026)年度から小学

校において実施となったが、その財源については国の責任により確実に確

保するとともに、中学校等への拡大についても、自由民主党、公明党、日

本維新の会合意（令和７（2025）年２月 25 日）に基づき、令和９（2027）

年度から速やかに実施するよう要望します。 

また、非喫食者の取扱いについては、学校設置者の判断に委ねられてお

り、自治体毎に対応が異なるため、地域格差が生じることのないよう、国

として明確な定義を行い、全国共通の統一基準を策定するよう要望します。 

〇 さらに、給食費支援の基準額については、物価上昇の状況を十分に踏ま

えるとともに、地産地消や食育などの取組を実施している市町村の地域の

実情等を鑑み、継続して給食の質を確保できる水準とする必要があります。 

  ついては、今後とも食材費の実態調査を行い、それと併せて毎年、基準

額を変更・設定するよう要望します。 

〇 加えて、学校給食を通じた「食育」、「地場産物及び国産食材の活用」

を一層推進するためには、地方が独自に行う地産地消や食育の取組が重要

です。ついては、特色ある給食の提供に係る必要な財政的支援を行うよう

要望します。 

 〔県所管部課：教育委員会事務局 健康体育課〕 
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【４】不妊治療における保険適用範囲の拡大について      
 

                   所管省庁：こども家庭庁 成育局 

  

不妊治療における経済的負担を軽減するため、不妊治療の保険適用範囲の

拡大を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

 １ 先進医療のうち有効性や安全性のエビデンスが確立された不妊治療につ

いては、速やかに保険適用範囲の拡大を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

○  近年、晩婚化やライフスタイルの変化等により、晩産化が進行し、不妊

治療を受ける夫婦等は増加しており、体外受精や顕微授精等による出生数

も年々増加傾向にあります。 

○  令和４(2022)年４月から、人工授精等の一般不妊治療や体外受精・顕微

授精等の生殖補助医療の一部が保険適用となり、不妊治療に係る費用負担

の軽減につながった方もおりますが、保険診療と保険外診療の併用は全額

自己負担となるため、これまでの助成制度より自己負担額が増加する場合

もあります。 

○  保険適用を見据え先進医療として実施される不妊症の検査等について

は、保険診療との併用が認められているものの、先進医療に係る費用は全

額自己負担となるため、経済的な負担が大きく、不妊治療を行う上での課

題となっています。 

○  子どもを持ちたいと希望される方が、安心して不妊治療を受け、妊娠・

出産できるよう、先進医療のうち有効性や安全性のエビデンスが確立され

た不妊治療については、速やかに保険適用範囲の拡大を図る必要がありま

す。 

 

            〔県所管部課：保健福祉部 こども政策課〕 
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【５】先天性代謝異常等検査対象疾患の拡大について  

 

                所管省庁：こども家庭庁 成育局 

 

こどもの心身の障害を防ぐため、先天性代謝異常等検査対象疾患の拡大に

向け、国の研究事業や専門家による検討を速やかに進めるとともに支援体制

の充実を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 早期発見や早期治療により治療効果が期待できる疾患について、国の責

任において科学的知見に基づき先天性代謝異常等検査の対象疾患の拡大に

向け、国の研究事業や専門家による検討を速やかに進めること。 

２ 新生児マススクリーニング検査後の治療や生活指導等の支援体制の充実

を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

○  先天性代謝異常等検査については、都道府県及び指定都市が厚生労働省

子ども家庭局母子保健課長通知（平成 30 年子母発 0330 第 2 号）に基づき、

20 疾患を対象に新生児マススクリーニング検査を実施し、先天性代謝異

常等の早期発見・治療に努めてきました。 

○  近年、技術の進歩により、本検査で診断可能な疾患は増加しており、早 

期治療の重要性が高いとされる脊髄性筋萎縮症や重症複合免疫不全症、

Ｂ細胞欠損症、ライソゾーム病等に係る新生児マススクリーニング検査

を、大学や検査機関等において研究事業として導入している事例も見ら

れます。 

〇  本県では、令和４(2022)年度に行われた検査機関等が実施する研究事業

により、脊髄性筋萎縮症が発見され、早期治療により順調な発達がみられ

るなど、検査の重要性が改めて認識されたことから、令和５(2023)年４月

から、全国に先駆けて脊髄性筋萎縮症及び重症複合免疫不全症の２疾患を

独自に新生児マススクリーニング検査の対象疾患として追加しています。 

〇 さらに、令和６(2024)年度から、県内の検査機関の独自事業として、ラ

イソゾーム病等を対象とした検査が試験的に実施され、その結果を踏ま

え、令和７年度から希望者を対象に有料で検査を実施している。当該疾患

については、早期発見・早期治療による一定の効果が見込まれる可能性が

あるものの、病型が多岐にわたることや確定診断の複雑さに課題があり、

現在、国おいて研究事業や専門家による検討が行われているところであり

ます。 

〇 国においても、令和５(2023)年度補正予算により「新生児マススクリー

ニング検査に関する実証事業」を開始しましたが、自治体負担が生じるこ

とや治療可能な医療機関が限られていることなどから、全ての自治体にお

ける実施には至っておらず、対象疾患についても脊髄性筋萎縮症と重症複

合免疫不全症の２疾患のみとなっています。 

〇 全ての新生児が全国一律に先天性代謝異常等検査を受けられる体制を確
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保するためには、対象疾患の追加について国の制度として整備するととも

に、検査結果に応じて適切な支援を受けられるよう治療や生活指導等の支

援体制の充実を図る必要があります。 

 

〔県所管部課：保健福祉部 こども政策課〕 
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【６】あらゆる分野における女性の活躍推進について 

 

       所管省庁：内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局 

                    厚生労働省 雇用環境・均等局 

 

 女性が個性と能力を発揮しながら多様な生き方を選択し、活躍できる環境

づくりに対し、十分な支援措置を講じること。 

 

  

【提案･要望の具体的内容】 

１ 根強く残る固定的な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアス（無

意識の思い込み）の解消を図るとともに、女性の経済的自立とあらゆる分

野で活躍できる環境づくりに向け、国主導による包括的な取組を強化する

こと。 

２ 地方においても女性が希望する業種・職種を選択できるよう、女性に魅

力のある多様な産業の創出に向けた取組を実施するとともに、理工系分野

での女性の活躍を推進するため、女子学生に対する情報提供や魅力発信等、

理工系分野の研究者人口を増やす取組や地域企業への定着や回帰を促す取

組を積極的に実施すること。また、必要な財源措置を講じること。 

３ 女性が自らの意思により、その個性と能力を十分に発揮しながら、充実

した職業生活を送ることができるよう、国のリーダーシップのもと、成長

分野の一つであるデジタル分野をはじめ、様々な分野への就労機会創出や

柔軟な働き方のできる就業環境の整備、継続雇用や再就職への支援、リ・

スキリング等による人材育成の支援、男性の育休取得促進等、女性の活躍

につながる施策の充実を図ること。 

４ 女性の管理職・役員等への登用の加速化に向けて、女性自身のキャリア

アップへの意識向上につながるよう、ロールモデルの育成、好事例の発信

等、女性のキャリア形成支援の取組を強化するとともに、男女間の賃金格

差是正に向けた企業への働きかけを強化すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 男女共同参画を推進するため、法律や各種制度等が整備され、令和５(2

023)年度には我が国では初めてとなるＧ７男女共同参画・女性活躍担当大

臣会合が本県日光市で開催されたところですが、我が国のジェンダーギャ

ップ指数は 148 か国中 118 位と諸外国と比較して立ち後れ、男女共同参画

社会が実現するまでには至っておらず、同担当大臣会合の成果を踏まえた

社会全体での一層の取組が求められています。 

○ ジェンダーギャップの解消に向けては、女性に家事等の無償労働が偏り

がちであるなどの固定的な性別役割分担意識や性別によるアンコンシャス

・バイアス（無意識の思い込み）が課題として挙げられることから、本県
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では、11 月 22 日を「とも家事の日」と設定し、みんなで家事をシェアす

る取組を企業等と連携して推進しているほか、各年代に応じた啓発により

アンコンシャス・バイアス解消のための取組強化を図っているところです

が、社会全体の意識変革のためには、国における更なる施策の展開が必要

です。 

○ また、社会情勢の変化に迅速かつきめ細かに対応するためには、社会の

あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り入れることが求めら

れますが、東京一極集中により、地方の若年女性等の転出超過が続いてお

ります。背景にある構造的課題を解決するために、国が果たすべき役割は

大きく、地方において女性が希望する業種・職種の選択を可能とする多様

な産業を生み出す施策など、国自らがなすべき施策を大胆に実行していく

ことが不可欠です。 
○ 特に、我が国においては、大学等で理工系分野を専攻する女性の比率や

研究者の比率が諸外国と比較して低いことから、女子学生に対し理工系分

野進学に関する情報提供や科学技術分野での活躍の魅力発信などの取組と

ともに、地域企業の発展のための地方への定着や回帰を促進する取組が必

要です。 

○ 加えて、企業における女性役員の割合は諸外国と比較し大きな開きがあ

るほか、管理職の女性割合も上位の役職ほど割合が低い状況にあります。

女性登用の加速化とともに男女間の賃金格差を是正していくことは、我が

国の経済の今後の成長のためにも早急に対応しなければならない課題で

す。 

○ さらに、全ての人が暮らしやすい持続可能な社会を実現するには、女性

が社会の対等な構成員としてあらゆる分野の活動に参画することにより、

多様な視点が確保されることが必要です。 

○ 日光声明でも取り上げられた女性の経済的自立や企業等における人材の

多様性（ダイバーシティ）の確保の観点からも、働くことを希望する女性

がその希望に応じた柔軟な働き方を選択し、ライフイベントとキャリア形

成の両立を実現できるよう、社会全体として職場環境の整備等に取り組む

必要があることから、成長分野の一つであるデジタル分野をはじめ、様々

な分野において女性の活躍につながる施策の充実を要望します。 

 

県所管部課：生活文化スポーツ部 人権男女共同参画課  

産 業 労 働 観 光 部 産 業 政 策 課 

労 働 政 策 課  
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【７】教職員定数等の見直しについて 

 

                所管省庁：文部科学省 初等中等教育局 

  

きめ細かな生徒指導や学習指導の充実を図るため、人材確保の観点から

「義務教育標準法」の改正や加配教職員の増員を行うこと。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 「義務教育標準法」の改正により、教職員定数の標準の見直しを図ると

ともに、学校教育上の様々な課題に対応するための加配教員を増員するこ

と。 

２ 栄養教諭等及び養護教諭の定数の標準を見直すとともに、加配教職員の

増員を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 学習指導要領の円滑な実施や生徒指導及び学習指導の充実等への対応が

求められる中、全国的な教育水準を確保するためには、教職員定数の標準

を見直し、増員を図る必要があります。 

○ また本県では、これまでも加配教員の活用により、インクルーシブ教育

システムを推進するとともに、生徒指導上の諸問題や、小学校高学年にお

ける教科担任制及び学校統廃合への対応など、各学校における課題の解決

に向けて取り組んできたところですが、今後も、その方向性を堅持し、推

進していくためにも、国において加配教員の増員を図る必要があります。 

○ 栄養教諭等については、栄養管理、食育の推進、異物混入の防止を含め

た衛生管理の指導の徹底に加え、食物アレルギーや肥満、偏食等、児童生

徒へのきめ細かな対応が求められている中、現行の「義務教育標準法」に

おける定数の標準では、十分な対応が行えない状況にあることから、栄養

教諭等の定数の標準の見直し及び加配教職員の増員を図る必要がありま

す。 

○ 養護教諭には、感染症予防や感染拡大への対応をはじめ、児童生徒の心

のケア、アレルギー疾患への対応、不登校への取組等、多様化・深刻化す

る児童生徒の健康課題に対して、きめ細かな指導・支援を行うことが求め

られています。４月に改正された「義務教育標準法」における定数の標準

でも、十分な対応が難しい状況にあることから、養護教諭の定数の標準の

見直し及び加配教職員定数の改善による複数配置等、増員を図る必要があ

ります。 

 

 県所管部課：教育委員会事務局  義 務 教 育 課  

 高 校 教 育 課  

特別支援教育課  
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【８】適正な教育環境の整備について 

 

                所管省庁：文部科学省 総合教育政策局 

 初等中等教育局 

 

 現代的な諸課題を抱える児童生徒への支援や教育相談体制の充実を図る

ため、児童生徒等の障害の状態等に応じた施設整備による教育環境の適正化

も含めて、必要な財政的支援の充実等を図ること。また、地域全体でこども

を育む環境の充実を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 小・中・高校におけるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カーの配置拡充に向け、財政的支援の充実を図ること。 

２ 校内教育支援センターの設置や施設整備、学習支援・相談支援を行う支

援員等の配置など、不登校対策の充実を図ることができるよう、財政的支

援を拡充すること。 

３ へき地児童生徒援助費等補助金のうち遠距離通学費について、補助事業

の５カ年上限の撤廃と、補助要件の緩和及び補助率の引上げを図ること。 

４ 家庭教育が担う役割の重要性を踏まえ、家庭教育支援施策の拡充など、

地域全体でこどもを育む環境の充実を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 現在、いじめや不登校など、児童生徒が抱える様々な不安や悩みを解決

していくための教育相談がますます重要となっています。 

〇 スクールカウンセラーについては、小・中学校における一校当たりの勤

務時間数が十分に確保されていないことに加え、高等学校における配置が

限定的であるなど、各学校の実情や多様なニーズに十分対応できていると

は言えない状況にあります。また、スクールソーシャルワーカーについて

も、一校当たりの配置時間が不十分であるほか専門的な技術と経験を有す

る人材の確保が課題となっているため、スクールカウンセラー及びスクー

ルソーシャルワーカーの安定的かつ十分な配置が必要であります。 

○ 校内教育支援センターについては、学校内で安心して学習や生活ができ

るよう、施設面の充実と人的支援が必要な状況にあります。不登校児童生

徒の学びの保障に向け、校内教育支援センターの設置や施設整備、学習支

援・相談支援を行う支援員等の配置など、不登校対策の充実を図る必要が

あります。 

○ スクールバスの運行は、近年の燃料費や人件費の高騰などの影響により、

市町村にとって大きな負担になっています。児童生徒数の減少により今後

も学校再編が見込まれることから、増加傾向にある遠距離通学児童生徒の

通学手段を確保する必要があります。 

○ 家庭教育は、全ての教育の出発点であり、心身の健康をはぐくみ、基本
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的な生活習慣、倫理観、自立心や自制心、社会的なマナーなどを身に付け

る上で重要な役割を担っています。しかし、人口減少・少子高齢化、地域

におけるつながりの希薄化など、子育てや家庭教育を支える地域環境が大

きく変化し、家庭の教育力の低下が憂慮されており、その役割の重要性を

踏まえ、家庭教育支援施策の拡充など、地域全体でこどもを育む環境の充

実を図る必要があります。 

 

 県所管部課：教育委員会事務局  学 校 安 全 課   

   義 務 教 育 課  

 高 校 教 育 課  

特別支援教育課  

  生 涯 学 習 課  
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【９】公立学校施設の整備促進に係る施策の充実について 

 

                所管省庁：文部科学省 大臣官房 

                        文教施設企画・防災部 

 

 地域の実情に応じた計画的な公立学校施設整備が促進されるよう、あらかじめ

当初予算等による十分な財源を確保するとともに、実情に合った補助単価への引

き上げや補助要件の緩和、適用範囲の拡大など補助制度の更なる充実を図るこ

と。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 老朽化対策等の学校施設整備事業について、各自治体において事業を計画的

に推進できるよう、令和９(2027)年度当初予算での必要な財源確保に加えて国

土強靱化予算を継続的に確保するとともに、実情に合った補助単価に引上げる

こと。 

２ 長寿命化改良事業の補助要件の緩和や予防改修事業の対象工事の拡大を図る

とともに、学校施設の建替の補助制度の充実を図ること。また、防災機能を強

化する事業を始めとした各事業について、補助制度の更なる充実を図るととも

に、地域の実情に応じた柔軟な整備が可能となるよう、リースや分割払いを活

用した施設整備に対する新たな補助制度を構築すること。 

３ 専門高校も含めた高等学校施設についても、老朽化対策に加え脱炭素化の推

進や気候変動に対応した空調等の設備や備品等の整備など、様々な課題に対応

する必要があることから、財政支援措置の更なる拡充を図ること。 

４ 本県の特別支援学校体育館の空調設置は特に喫緊の課題であり、事業計画ど

おり令和９年夏に供用開始出来るよう、令和８年度補正予算等必要な財源を確

保し、学校施設環境改善交付金の早期内定を実施すること。  

 

【提案･要望の理由】 

○ 公立学校施設の老朽化対策等について、当初予算が減少傾向にある中で、補

正予算を積極的に活用して進めているところですが、昨年度の事業採択におい

て採択保留が多数発生したことから、事業計画の見直しが必要となるなど、今

後の事業執行に影響が生じています。 

○ 補助単価についても、資材費等の建築費の上昇を踏まえて毎年増額されてい

るものの、実際の工事に要する経費との間には依然として乖離がある状況です。 

○ 地方財政が厳しい状況にある中、各自治体が学校施設整備を計画的に推進で

きるよう、当初予算での必要な財源確保に加えて国土強靱化予算を継続的に確

保するとともに、実情に合った補助単価を設定するよう強く要望します。 

○ また、長寿命化改良事業における築年数や下限額等の補助要件の緩和、予防

改修事業における対象工事の内部改修への拡大など、補助事業の拡充を図るこ

とに加え、今後は「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引き」に示された目

標年数を超えた学校施設の建替の補助制度の充実を図る必要があると考えま

す。 

〇 さらに、学校施設は、児童生徒の学習の場であるとともに、災害時には地域
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住民の避難場所にもなるなど多様な社会的要請があることを踏まえ、空調設置、

トイレ改修、バリアフリー化等、防災機能を強化する事業を始め、各事業につ

いて、補助率や上限額の引上げ、補助要件の緩和など補助制度の更なる充実を

図ることを要望します。 

○ 特に、本県の特別支援学校体育館の空調設置は喫緊の課題であり、事業計画

どおり令和９年夏に供用開始出来るようにする必要があります。ついては、仮

に、今後、補正予算による措置から当初予算への移行を進める場合、移行期に

谷間が生じ、当該年度の事業が実施困難にならないよう、補正予算又は予備費

等で必要な財源を確保することを要望します。 

〇 また、地域の実情に応じた柔軟な整備が可能となるよう、リースや分割払い

を活用した施設整備に対する新たな補助制度を構築することを要望します。 

○ 国は、高等学校等就学支援金における所得制限の撤廃と私立加算額の引上げ

により、私立高等学校授業料を実質無償化したところですが、家庭の経済状況

によらず進路選択が可能となることで、公立高等学校の志願者の減少、引いて

は、地域における高校教育の維持向上が図れなくなることが懸念されます。こ

のため、専門高校を含めた公立高等学校の魅力向上に向け、老朽化した施設の

計画的な改修、脱炭素化の推進や気候変動に対応した空調等の設備、専門高校

の備品等の整備などに対応するため、起債措置等の財政支援措置の更なる拡充

を要望します。 

◯ 特に高等学校の体育館の空調設置については、当初予算の充実により学校施

設環境改善交付金の補助対象とするとともに、当該施設に係る光熱費を地方交

付税措置の対象とすることを要望します。 

 

〔県所管部課：教育委員会事務局 施設課〕 
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【10】特別支援教育の充実について 
 

                  所管省庁：文部科学省 初等中等教育局 

 

 少子化が進む一方で、特別支援教育を受ける児童生徒は年々増加しており、障

害の状態も多様化していることから、児童生徒の一人ひとりの教育的ニーズに応

じた特別支援教育の充実に向けて、教員の配置や教育環境の整備等について更な

る支援を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 特別支援学級の学級編制の標準の引下げや特別支援教育コーディネーターの

専任化を図ること。 

２ 特別支援学校において国の設置基準を踏まえた教育環境の適正化を図るため

の施設整備について、一層の財政支援を図ること。 

３ 医療的ケアが必要な児童生徒等の状態に応じた看護師等の適切な配置に係る

経費について、全額国が負担すること。 

４ 特別支援学校のスクールバス運行について財政支援の充実を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 特別支援学級の児童生徒は、障害の状態が多様化・重度化していることから、

学級編制の標準を引き下げることや、特別支援教育コーディネーターを「義務

教育標準法」に位置付けた上で専任化を図るなど、発達障害児等への指導体制

をより一層充実させ、一人ひとりに合った適切な対応を行う必要があります。 

○ 特別支援学校における普通教室等の使用について、児童生徒等の実態等を十

分に検討した上、教育課程の実施に支障のない範囲で、工夫して対応していま

す。令和３(2021)年９月に国の設置基準が示されたことから、教室不足の解消

を図るため、既に特別支援学校として使用している建物の改修も国庫補助の対

象とするなど、一層の財政支援を要望します。 

○ 令和３(2021)年９月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法

律」が施行となり、学校設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児

に対し、適切な支援を行う責務を有することが規定されたことから、看護師等

の適切な配置に係る経費について、全額国が負担することを要望します。 

○ スクールバスの運行は、近年の燃料費や人件費の高騰などの影響により大き

な負担になっています。特別支援教育学校に在籍する児童生徒が安心して通学

できる環境を将来にわたり維持するため、国による財政支援の充実を要望しま

す。 

 

 県所管部課：教育委員会事務局 特別支援教育課  

  義 務 教 育 課  

 高 校 教 育 課  

学 校 安 全 課  

  施 設 課  
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【11】児童生徒の学びを支えるＩＣＴ環境整備の推進について 

 

                所管省庁：文部科学省 初等中等教育局 

 

ＧＩＧＡスクール構想の推進に向け、児童生徒が１人１台端末をより継続

的・効果的に活用できるよう、また、教育データを利活用し、児童生徒一人

ひとりに最適化された教育がより実践できるよう、次世代校務ＤＸ環境の整

備等に係る経費、ネットワーク環境の維持・充実を含めた端末の周辺機器や

ソフトウェア等に係る経費、ＩＣＴの活用を支援する外部人材の確保やヘル

プデスク等の設置に係る経費について助成措置の継続や拡充を行うととも

に、必要な財政措置を講じること。また、次期学習指導要領の実施に合わせ

て導入が検討されているデジタル教科書について、教育委員会・学校等が教

科書の採択をするに当たって、導入の判断に資する指針を早急に示すなど、

必要な措置を講ずること。  

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 教育データを利活用し、児童生徒一人ひとりに最適化された教育がより

実践できるよう、次世代校務ＤＸ環境の整備・更新・維持に係る経費につ

いて、財政措置を継続し、併せて補助率の拡大を行うこと。 

２ ＧＩＧＡスクール構想の推進に向け、児童生徒が１人１台端末をより継

続的・効果的に活用できるよう、良好な通信環境の整備・維持、端末の周

辺機器やソフトウェア等の整備・更新に係る経費について、助成措置の継

続を行うとともに助成対象経費を拡大し、また、高等学校における経費も

助成対象とするなど、助成措置の拡充を行うこと。 

３ 学校におけるＩＣＴを活用した教育の充実が引き続き求められていること

から、ＩＣＴ支援員等の外部人材確保などに係る経費について、助成措置を継

続し、併せて補助率の拡大を行うこと。 

４ 次期学習指導要領が実施される 2030 年にデジタル教科書の導入が検討され

ているが、教科書採択において混乱が生じないよう、活用が期待される学年や

教科、学習場面等に関する一定の指針を国において早急に示すこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 働き方改革を含めた教育の質の向上のためには、教育データを利活用し

た授業改善や業務改善の推進が必要不可欠であり、そのためには、次世代

校務ＤＸ環境の整備等に係る経費の確保が課題となります。 

○ ＧＩＧＡスクール構想に基づく補助事業により、市町立学校及び県立学

校では、それぞれ１人１台端末の更新や本格的な活用が進んでいるところ

ですが、財政負担が大きく、現状の補助内容では、学校のＩＣＴ環境を充

実・維持していくことが困難な状況にあります。 

○ また、ＩＣＴの活用を支援するＩＣＴ支援員等の人材確保などに係る経

費が、自治体にとって大きな負担となっています。 
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○ そこで、教育の情報化における先進的・先端的取組を推進するための公

立学校情報機器活用支援体制整備費補助金等の継続と補助率の拡大に加

え、助成措置の新設・拡充など必要な財政措置を要望します 

○ 今年度から国で開催されている「デジタルな形態を含む教科書の発行・

採択等の指針に関する検討会議」における「導入に向けた論点」に示され

ているとおり、教科特性や児童生徒の発達段階などを考慮する必要があり

ます。  

 

県所管部課：教育委員会事務局 教育政策課  

義務教育課  

高校教育課  
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【12】成長産業の育成支援について 
 

        所管省庁：経済産業省 経済産業政策局 

製 造 産 業 局 

商務情報政策局 

厚生労働省 人材開発統括官 

 

 地域経済の持続的な発展を図っていくため、成長産業の育成に対する支援

等を継続・拡充すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 地域経済の持続的な発展を図っていくため、企業の成長分野への新規参入

や新たな技術・製品の開発、リ・スキリング、新たな販路の開拓等の支援の

継続のほか、企業の設備投資に対する優遇税制の拡充など、成長産業の育成

に対する各種支援に取り組むこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ デジタル化やカーボンニュートラルへの対応など時代の潮流に的確に対

応し、地域経済の持続的な発展を図っていくためには、将来における市場

規模等から今後の成長性や、県内企業の参入が期待される産業の振興を図

っていくことが重要になっていることから、新たに策定した本県産業施策

の基本指針「とちぎ産業成長戦略 2026-2030」では、半導体やロボット、

宇宙などの本県の強みを踏まえた新たな成長産業の育成や集積等を掲げ、

積極的に取組を推進しています。 

〇 一方、企業がこうした産業への新たな参入や事業拡大等を進めるに当た

っては、自社で保有する技術・製品の高度化をはじめ、販路の開拓や専門

的な知識を有する人材の育成・確保、新たな設備投資など、個々の企業の

実情に応じた多様な支援が必要です。 

○ そこで、地域経済の発展に向けた成長産業の育成を図るため、企業の成

長分野への新規参入や新たな技術・製品の開発、リ・スキリング、新たな

販路の開拓等の支援の継続のほか、地域未来投資促進法に基づく企業の設

備投資への優遇税制の拡充を要望します。 

 

県所管部課：産業労働観光部 産業政策課  

                             工業振興課 
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【13】産業基盤の強靱化支援について 
 

        所管省庁：経済産業省 経済産業政策局 

製 造 産 業 局 

商務情報政策局 

 

 製造業における産業基盤の強靱化に向けた取組に対する支援等を拡充す

るとともに、米国による相互関税や中東情勢の影響等により県内企業に影響

が生じないよう必要な対応・施策を講じること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 製造業における産業基盤の強靱化を図るため、海外からの生産拠点の国 

内回帰や新たな調達先の確保、自社における製品の内製化、企業の設備投 

資に対する優遇税制等の支援を拡充すること。 

２ 米国による相互関税や中東情勢の影響等により、県内企業に影響が生じ

ないよう必要な対応・施策を講じること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 国際情勢の大きな変化等により、サプライチェーンの脆弱性が顕在化し

たことから、国内における生産拠点等の整備を進め、製品や部品等の円滑

な供給を確保する必要性が高まっており、サプライチェーンの強靱化に向

けた取組を引き続き進める必要があります。 

○ また、国の経済安全保障政策により、半導体等の重要物資に関する国内

投資の動きが加速し、中小企業等が参画するチャンス等の拡大や企業によ

る新たな生産拠点等の整備が進められているところであり、企業の設備投

資等に対する最大限の支援が必要です。 

〇 一方、輸入品に対する米国の相互関税や中東情勢の影響等に伴い、全国

有数のものづくり県である本県では、県内企業の業績に大きな影響が生じ

ることが懸念されているところです。 

○ そこで、これまで進めてきた産業基盤の強靭化の流れを止めることがな

いよう、海外からの生産拠点の国内回帰や新たな調達先の確保、製品の内

製化等を進める製造業に対する支援のほか、地域未来投資促進法に基づく

優遇税制等の拡充など、企業の設備投資に対する支援の拡充を図るととも

に、米国の相互関税や中東情勢の影響等により、県内企業に影響が生じな

いよう必要な対応・施策を講じることを要望します。 

 

県所管部課：産業労働観光部 産業政策課  

                             工業振興課 
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【14】原油価格・物価高騰下等における中小企業等支援について 
 

        所管省庁：経済産業省 イノベーション・環境局 

資源エネルギー庁 

中 小 企 業 庁 

 

 中東情勢の影響等による原油価格・物価の高騰や米国による関税措置等の

影響を受けた中小企業等の資金繰りに支障を来さぬよう対策を講じること。 

 また、原油高騰による影響が特に大きいものづくり企業に対し、省エネ性

能の優れた製造工程への転換に向けた取組への支援など、必要な対策を講じ

ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 中東情勢の影響等による原油・原材料高騰等の長期化や、米国による関

税措置等の影響により、中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境は厳

しい状況にあることから、中小企業等の資金繰りに支障を来さないよう対

策を講じること。 

２ 原油高騰による影響が特に大きいものづくり企業における、省エネ性能

の優れた製造工程への転換に向けた取組に対し継続した支援を行うこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 中東情勢の影響等による原油・原材料高騰等の長期化や、米国による関

税措置等の影響により、中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境は厳

しい状況にあることから、セーフティネット保証等の状況に応じた速やか

な発動や、政府系金融機関における融資制度の充実・強化による中小企業

等の資金繰り支援を要望します。 

○ あわせて、エネルギーへの依存が大きいものづくり企業において、原油

高騰に伴う経済的負担の影響を受けにくい生産体制に転換するとともに、

サプライチェーン全体でのカーボンニュートラル化が求められる中で中小

企業等の競争力を強化していくためにも、エネルギー効率の高い設備の導

入等、省エネ性能の優れた製造工程への転換に向けた取組に対し、支援の

継続を要望します。 

 

県所管部課：産業労働観光部 経営支援課  

工業振興課  
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【15】よろず支援拠点の継続設置について 
 

        所管省庁：経済産業省 中小企業庁 

 

 「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」による無料経営相

談所として設置されているよろず支援拠点を継続して設置すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ よろず支援拠点は、中小企業・小規模事業者の様々な経営上の課題に向

き合うワンストップ相談窓口として大きな役割を果たしていることから、

令和９(2027)年度以降も継続して設置されるよう措置を講じること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 平成 26(2014)年度から各都道府県に設置されているよろず支援拠点は、

相談先に悩む中小企業・小規模事業者の相談窓口として、広く相談に応じ

総合的・先進的なアドバイスや他の支援機関との総合調整を行うなど、地

域の経営相談支援体制の中心的役割を果たしています。 

○ 平成 26(2014)年度の開設以来、本県の相談件数の累計は、約 10 万件と

なり、延べ相談者数も７万者以上となっており、地域の相談窓口として不

可欠な存在となっています。 

○ 地域経済や雇用を支える極めて重要な存在である中小企業・小規模事業

者の創業から成長、事業承継に至るまでを支援するよろず支援拠点につい

て、令和９(2027)年度以降も継続して設置することを要望します。 

 

〔県所管部課：産業労働観光部 経営支援課〕 
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【16】商工会館の施設整備等への支援について 
 

        所管省庁：経済産業省 中小企業庁 

総 務 省 自治財政局 

国土交通省 都 市 局 

 

 商工会館の施設整備等に係る財政支援を充実させること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 地域の中小企業・小規模事業者の支援拠点である商工会館の老朽化対策

及び機能強化が図られるよう、施設整備等に係る財政支援を充実させるこ

と。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 県内の商工団体（商工会及び商工会議所）が自己所有する商工会館は、

耐用年数を超えた建物（築 50 年以上）及びまもなく耐用年数を迎える建物

（築 40～49 年）が半数を超えており、団体側からは、「小規模企業振興基

本計画（第Ⅲ期）（令和７年３月 25 日閣議決定）」に商工会館の施設整備

費等の事業費への支援が都道府県の責務として明記されたことを契機に、

建替や修繕等への支援が強く求められています。 

○ 商工会館は、経営支援の拠点としての機能のみならず、災害時には事業

継続等への支援拠点としての機能を担っていますが、老朽化等により、十

分に機能を発揮することが困難になってきています。 

○ 商工会館を地域における社会資本と位置づけ、災害のほか、まちづくり

拠点、インキュベーション施設等の機能の強化が図られるよう、施設整備

等に係る財政支援の充実を要望します。 

 

[県所管部課：産業労働観光部 経営支援課〕 
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【17】持続的な賃上げと人手不足の解消について 

  

         所管省庁：厚生労働省 職 業 安 定 局 

雇用環境・均等局 

人 材 開 発 統 括 官 

経済産業省 中 小 企 業 庁 

   

中小・小規模事業者の持続的な賃上げと人手不足の解消に向けた支援策を

講じること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 成長分野への積極投資やリ・スキリングを通じた生産性向上の支援のほ

か、価格転嫁の促進による取引適正化を含め、地域の中小・小規模事業者

の自発的な賃上げを可能とする環境整備を推進すること。 

２ 働き方改革の推進と人手不足の解消を求める中小・小規模事業者を支援

する地方が活用しやすい仕組みの構築を検討すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 物価高騰等が続く中、根付き始めた賃上げの流れを継続したものにする

ためには、地域の中小・小規模事業者が自発的に賃上げを行える環境を整

えることが必要です。 

○ 企業が収益を上げ、その成果が労働者に十分に配分できるよう、国にお

いては、成長分野への積極投資や労働者に対するリ・スキリングを通じた

生産性向上支援のほか、「パートナーシップ構築宣言」の普及等により価

格転嫁を促進し、取引適正化の取組を一層強化し、地方においても構造的

な賃上げの実現が図られるよう要望します。 

○ また、少子高齢化の進展や労働基準法による時間外労働の上限規制の適

用等に伴い、企業における人手不足が顕在化しています。働き方改革の推

進が人手不足の原因となることのないよう、働き方改革の推進と人手不足

の解消を求める中小・小規模事業者を支援する地方が活用しやすい仕組み

の構築を要望します。 

 

県所管部課：産業労働観光部 工業振興課  

労働政策課  
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【18】産業を支える人材の確保・育成について 

 

所管省庁：厚生労働省 人材開発統括官 

 

 ものづくり分野に従事する若年技能者の確保・育成は喫緊の課題であるこ

とから、雇用情勢の変化やデジタル化にも対応できるよう、職業訓練の充実

に向けた支援策の強化を図ること。 

特に、人材育成に当たって公共職業訓練の果たす役割は大きいことから、

公共職業能力開発施設の機能強化や高度化に向けた施設整備や指導員のス

キルアップ等に対し十分な支援を行うこと。 

また、2028 年技能五輪国際大会の開催決定を契機とし、技能の振興や継

承に向けた必要な施策の充実を図ること。 

併せて、労働者や若年者の技能習得において重要な役割を担う技能検定に

ついて、今後も安定した実施が可能となるよう、技能検定手数料の適切な見

直し及び十分な支援を行うこと。また見直しにあたっては技能検定を受検し

やすい環境づくりが重要であることから、受検者の経済的負担を低減させる

ため、十分な支援措置を講じること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ ものづくり産業を支える人材、デジタル化に対応し、生産性向上に資す

る人材を育成するため、公共職業訓練に対し、雇用情勢等の変化に応じた

支援強化を行うこと。 

２ 公共職業能力開発施設の機能強化や高度化に向けた施設設備の整備や修

繕工事、職業訓練指導員の能力向上等を行う地方公共団体に対し、必要か

つ十分な財政措置を講ずること。 

３ 2028 年技能五輪国際大会開催を好機と捉え、ものづくり産業を支える技

能者のＰＲを含め、技能の振興や継承に向けた必要な施策の充実を図るこ

と。 

４ 技能検定が今後も安定して実施できるよう、技能検定手数料について、

物価高騰や人件費の増加に対応する適切な見直しを行うとともに、「技能

向上対策費補助金」の予算の充実を図ること。また、技能検定手数料の見

直しに当たっては、「若者技能検定受検料減免」について、補助対象者の

年齢等の対象範囲の拡大等を行うこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ ものづくり分野に従事する若年者の確保・育成は喫緊の課題であるとと

もに、短期間で解決できる課題ではないため、雇用情勢の変化やデジタル

化に対応し、生産性向上に資する人材が育成できるよう、離職者向け職業

訓練を含めた公共職業訓練を行う地方公共団体に対し、職業訓練の充実に

向けた支援強化を要望します。 
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○ 地域経済の発展を支える人材育成に当たって、公共職業訓練施設の果た

す役割は大きく、ものづくり企業で進むデジタル化に対応できる先進技術

や IT、IoT 等の訓練環境を整備するなど、機能強化や高度化を進めていく

必要があります。また、本県の職業能力開発校は、開設から 20 年以上が経

過していることから、施設の修繕が必要であるとともに職業訓練指導員の

資質向上も求められています。 

○ そのため、公共職業能力開発施設や訓練機器の整備、職業訓練指導員の

能力向上等を行う地方公共団体に対する「職業能力開発校設備整備費等補

助金(職業能力開発校設備整備費等事業費)」の十分な予算確保を引き続き

行うことを要望します。また、公立高校においては「高等学校教育改革等

推進事業債」が新設されたところであり、公共職業能力開発施設において

も同様の地方財政措置を要望します。 

○ 2028 年には技能五輪国際大会が日本・愛知において開催されることが決

定し、国内外に日本のものづくり産業を支える技能をアピールする契機で

あることから、国際大会の開催にとどまらず、幅広い職種での技能尊重機

運醸成に向けた周知・啓発を充実されるよう要望します。 

○ 技能検定は、労働者や若年者の技能習得、技能向上を図る上で重要な役

割を担っていますが、物価高騰や人件費の増加による支出の増大や社会情

勢の影響による不安定な収入が続く中で、中央協会から購入する試験問題

費用負担も大きく、検定を実施する県職業能力開発協会の運営は逼迫した

状態にあります。そのため、技能検定に係る収支の均衡を図り、今後も着

実に実施できるよう、技能検定手数料の見直し及び技能向上対策費補助金

の補助率の引き上げ等を行うよう要望します。 

○ なお、技能検定受検料の見直しに当たっては、経済的負担の増加によっ

て受検者の技能検定受検意欲が低減することのないよう、技能検定を受検

しやすい環境づくりも併せて進めることが重要であることから、「若年技

能検定受検料減免」の対象範囲の拡大及び手数料見直しに合わせた減免額

の拡充を行うとともに、十分な周知・準備期間が確保されるよう要望しま

す。 

 

〔県所管部課：産業労働観光部 労働政策課〕 
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【19】食料・農業・農村基本法を踏まえた食料安全保障の確保等の

施策の展開について 

 

所管省庁：農林水産省 大 臣 官 房 

消費・安全局 

農 産 局 

 

食料安全保障の確保等について、農業の持続的な発展に資する実効性の

あるものとなるよう、担い手の確保・育成や生産力・販売力の強化、農村

振興等に対する施策の充実・強化や十分な予算の確保を図ること。 

また、食料システム法に基づく適正な価格形成に向けた制度の運用や、

安定的な農業者の所得の確保に向けた対策を進めるとともに、理解促進や

行動変容等に関する施策推進や消費拡大等の取組への支援の充実を図るこ

と。 

さらに、中東情勢の悪化等により、県内農業に悪影響が生じないよう必

要な対策を講じるほか、農業経営の体質を強化し、農産物の競争力を高め

る施策を実施すること。 

加えて、食品にかかる消費税減税等の制度変更を行う場合は、農業者に

不利益が生じないよう、必要な措置を講じること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 食料安全保障の確保等について、農業の構造転換を集中的に推し進める

とした食料・農業・農村基本計画に基づき、農業の持続的な発展に資する

実効性のあるものとなるよう、担い手の確保・育成や生産力・販売力の強

化、農村振興等に対する施策の充実・強化や十分な予算の確保を図るこ

と。 

２ 食料システム法に基づき、持続可能で適正な取引が推進されるよう、現

場の実情を踏まえ、生産・流通・消費の関係者全てが納得感の持てる制度

の運用を図ること。特に、米や生乳については、農業者の所得が安定的に

確保されるよう、速やかで効果的な対策を講じること。 

また、適正価格に対する国民の理解促進や行動変容に関する施策推進に

取り組むとともに、地方における消費拡大等の取組への支援の充実・強化

を図ること。 

３ 中東情勢の悪化等により、県内農業に悪影響が生じないよう必要な対策

を講じるほか、農業者が安心して農業経営を維持・発展できるよう、的確

で迅速な情報提供や相談体制の確保、セーフティネットの充実を図るとと

もに、農業の体質を強化し、農産物の競争力を高める施策を実施するこ

と。 

４ 現在国が検討している食品にかかる消費税のみを減税するなどの制度の

変更を行う場合は、農業者に不利益が生じないよう、必要な措置を講じる
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こと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 食料情勢の変化や気候変動リスクの高まりなど農業を取り巻く情勢の変

化に対応するため、国では、改正食料・農業・農村基本法に基づき、新た

な食料・農業・農村基本計画を策定し、初動５年間を「農業構造転換集中

対策期間」として農地の大区画化や共同利用施設の再編集約・合理化、ス

マート技術の開発と生産方式の転換・実装、輸出産地の育成、食料安全保

障の確保等を図るとしています。 

本県においても、本年３月に策定した「栃木県農業振興計画」に基づ

き、新規就農者の確保・育成、米麦・園芸・畜産の生産力の強化、県産農

産物のブランド化や輸出拡大、気候変動に適応するための新品種・新技術

の開発、生産基盤の整備等を通じた優良農地の確保や適正利用の推進、農

村の稼ぐ力の向上など、食料安全保障の確保につながる取組を進めている

ことから、国における施策の充実・強化や十分な予算の確保を要望しま

す。 

○ そして、国が進める農産物の適正な価格形成については、食料システム

法に基づき、４月に米のコスト指標が公表されたところであり、今後その

他の品目におけるコスト指標の検討にあたっては、生産費を考慮した適正

な価格形成を行う仕組みを構築するほか、この指標に基づき適正取引に向

けた運用がなされるよう要望します。 

特に、米については、農業者が安心して営農を継続していくため、再生

産価格が確保されることが重要であり、農業者と消費者の双方が納得でき

る適正価格が実現されるよう、迅速かつ十分な対策が必要です。また牛乳

・乳製品については長年の低価傾向が社会に浸透しており、生乳価格の値

上げが大きな消費減少につながることから、全国的な課題として国による

積極的な対策を要望します。 

 また、本県では、食と農業の持続性を確保するため、生産から流通、消

費に係る情報発信等により、相互理解と応援行動を促す県民参加型運動を

展開するほか、地産地消の拡大や地域農産物のＰＲ等に取り組むこととし

ており、こうした地方の取組に対する支援の充実・強化が必要です。 

○ 加えて、中東情勢の悪化により、農業県である本県では、県内の農業や

農産物の流通に影響が生じることが懸念されます。そこで、悪影響が生じ

ないよう必要な対策を講じるほか、農業者が安心して農業経営を維持・発

展できるよう、的確で迅速な情報提供や相談体制の確保、セーフティネッ

トの充実を図るとともに、農業の体質を強化し、農産物の競争力を高める

施策を実施することを要望します。 

○ 併せて、食品にかかる消費税のみを減税するなどの変更を行う場合は、

その運用によっては、免税事業者が多い農業分野において、農業者の売り

上げや収益に影響を及ぼすことが懸念されることから、制度の運用にあた

っては、農業者に不利益が生じないよう、必要な措置を講じることを要望

します。 
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県所管部課：農政部 農 政 課 

農村振興課 

経済流通課 

経営技術課 

生産振興課 

畜産振興課 

農地整備課 
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【20】農業用資材価格高騰の長期化等に対する支援の充実・強化に

ついて 

 

所管省庁：農林水産省 大臣官房 

農 産 局 

畜 産 局 

経 営 局 

水 産 庁 

 

燃料、飼料、電気料金、農業用資材等の価格高騰により、経営が圧迫され

ている生産者の経営安定に向け、各種セーフティネット制度や緊急支援のほ

か、中長期的な視点から農業経営の体質強化を図る取組への支援について、

充実・強化等を図ること。 

また、農業者が安心して農業経営を維持・発展できるよう、収入保険制

度等の必要な財源の確保や制度の充実・強化等を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 燃料・配合飼料のセーフティネットについて、必要となる財源の確保や、

価格高騰の長期化に伴う基準価格の上昇により制度が発動しにくくなる等

の課題の改善を図るほか、夏季の高温対策等により電気料金の高騰の影響

を受けている花きや、価格が海外情勢に左右される粗飼料については、セ

ーフティネット制度を構築すること。 

２ 中東情勢の緊迫化の影響等によるハウス用の鉄骨・パイプ・ビニール、

出荷用の段ボール等の生産・出荷に係る資材価格の高騰等に対する緊急支

援策を講じること。 

３ 中長期的な視点から農業経営の体質強化を図るため、スマート農業機器

の普及拡大、耕種農家と畜産農家のマッチングによる耕畜連携の促進や、

施設園芸における省エネルギー機器の導入への支援の充実・強化を図るこ

と。 

４ 農業者が安心して農業経営を維持・発展できるよう、収入保険制度や野

菜価格安定制度について、恒久化や必要な財源の確保を図るとともに、新

規就農者や新たな品目の栽培に取り組む農業者のリスクを軽減するため、

収入保険制度における加入資格について、青色申告の実施を前提としつつ、

加入要件について特例を設けるなど、制度の充実・強化を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 不安定な国際情勢や為替相場の影響等による燃料、飼料等の農業用資材

の価格の高騰に対して、国では、配合飼料のセーフティネットの要件緩和

や、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（以下、臨時交付金とい

う。）等による支援措置を講じ、本県としても、これらを活用した農業者

への支援策や、農業団体等と連携した技術対策等の推進を図ってきたとこ
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ろです。 

○ しかしながら、農業用資材等の価格は、令和元(2019)年に対して燃油で

1.7 倍（令和８(2026)年６月）、配合飼料で 1.4 倍（令和８(2026)年３月）、

肥料で 1.4 倍（令和８(2026)年４月）など現在も高止まりしており、農業

経営を圧迫する状況が長期化しているため、農業の持続的な発展に向けて

は、セーフティネットの充実・強化や緊急支援策等が重要です。 

○ このため、イチゴやトマト等の施設園芸の加温に使われる燃料において

は、生産者と国などが積み立てる施設園芸セーフティネット構築事業につ

いて、価格の高止まりに連動して交付基準も高くなることから制度が発動

しにくくなる課題や、生産者の積立単価の上昇や加入時の必要経費の増加

による生産者の負担増などの課題の改善が必要です。 

○ 特に、近年は夏季の猛暑が続いており、花きではヒートポンプ等による

温度調節で生産管理しているものの、電気料金が高止まりして経営を圧迫

しているため、新たにセーフティネット制度を構築することが必要です。 

○ また、配合飼料価格の高騰による畜産農家への影響を軽減する配合飼料

価格安定制度については、価格の高止まりに連動して交付基準が高くなり

制度が発動しにくくなる課題や、生産者の積立単価が上昇する等の課題の

改善が必要です。また、配合飼料と同様に価格が海外情勢に左右される粗

飼料においても、新たにセーフティネット制度を構築していくことが必要

です。 

○ さらに、内水面漁業の振興では、漁業経営セーフティネット構築事業に

ついて、漁業用燃油の補填金と比べて負担の大きな養殖用配合飼料の負担

割合の見直しや、育成後の販売を伴わない放流用種苗養殖を支援対象に加

えることが求められています。 

○ 併せて、セーフティネット制度がない肥料を始め、農薬、ハウス用の鉄

骨・パイプ・ビニール、出荷用段ボール等の資材価格高騰の影響緩和を図

るためには、農産物価格への転嫁が進みにくく、自治体等の財源や人材も

限られる状況にあって、臨時交付金などの必要な財源の確保や、事務負担

の軽減を図った制度設計が必要です。 

○ そして、中長期的な視点から、生産コストの低減等により、持続性のあ

る農業構造へと転換していくことが重要なため、スマート農業機器の普及

拡大や、自給飼料の増産と化学肥料の低減に繋がる耕畜連携の推進、施設

園芸におけるヒートポンプや循環扇、多重被覆資材の導入等に対する国庫

支援などが必要です。 

○ 加えて、このような厳しい状況が続く中、新規就農者の確保・育成や、

収益力の向上のための露地野菜の導入の推進に当たっては、収入保険制度

や野菜価格安定制度によるセーフティネットの充実・強化が有効なため、

安定的な財源の確保が必要です。特に、収入保険制度における加入資格に

ついては、青色申告の実施を前提としつつも、特例制度を設けるなど加入

要件の緩和を図るほか、新規就農１年目の農業者に対しては、加入申込み

時点から保険期間が開始されるような制度設計の見直し等を要望します。 
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県所管部課：農政部 農 政 課 

農村振興課 

経済流通課 

経営技術課 

生産振興課 

畜産振興課 
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【21】農業の生産性向上や農業用水の安定確保、増大する災害リス

ク対応に必要な農業農村整備の推進に向けた安定的な財源確

保と制度拡充等について 

所管省庁：農林水産省 農村振興局 

                                         農 産 局 

畜 産 局 

 

 生産性向上等に向けた生産基盤の強化にあたり、スマート農業機械や大型

機械に対応した基盤整備や農地の大区画化を集中的に進めるために必要な

財源措置を講じること。 

また、農業用水の安定供給にあたり、国営造成施設の計画的な更新や、突

発事故復旧時における早急な事業活用が可能となるような財政協議の簡略

化、水土里ビジョンの策定促進につながる対策、農業用施設の盗難対策の支

援制度を講じること。 

さらに、増大する災害リスクに対応するため、防災重点農業用ため池整備

や流域治水などの農村地域の防災減災対策を集中的かつ計画的に実施する

ために必要な財源を確保すること。 

農業の生産性向上や農業用水の安定確保、増大する災害リスクへの対応を

図るためには、農業農村整備事業の着実な実施が不可欠であることから、当

初予算での財源措置を講じること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 生産性向上等に向けた生産基盤の強化について、スマート農業機械や大

型機械に対応した基盤整備や農地の大区画化を集中的に進めるため、必要

な財源を確保すること。 

２  農業用水の安定供給について、老朽化している国営造成施設の突発事故

は農業者に与える影響が大きいため、計画的に更新整備を進めること。 

また、国営造成施設土地改良施設突発事故復旧・防止事業（直轄）にお

ける財務省協議を簡略化し、早急に事業活用ができるよう制度の改善を図

ること。 

さらに、水土里ビジョンの策定にあたり、国営事業地区の地域協議会へ

の参加やビジョン策定につながる支援策を講じること。特に、重要施設（ビ

ジョン策定地区等）の機能診断については、必要な財源の確保を図ること。 

加えて、農業用施設の盗難被害に対する復旧や防犯対策への支援制度を

設けること。 

３ 災害リスクに対応するため、防災重点農業用ため池整備や河川流域の関

係者が協働して行う「流域治水」などの農村地域の防災・減災対策を集中

的かつ計画的に実施するために必要な財源を確保すること。 

４ 農業の成長産業化や農業用水の安定供給、農村地域の防災・減災力の強

化に不可欠な農業農村整備事業の計画的な推進に向けて、国の当初予算段
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階における安定的な財源を確保すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 農業従事者の減少・高齢化に伴う生産力の低下や、主食用米の需給動向

や価格の変動、自然災害の頻発化、など、農業・農村を取り巻く情勢が大

きく変化する中、本県においては、『とちぎ農業未来共創プラン』に基づ

き、地域農業を支える担い手の確保・育成や生産力の強化、持続的な農業

の確立、農村地域の防災力・減災力の強化などの各種施策を展開しており

ます。 

○ まず、担い手の育成や生産性の向上にあたっては、農地バンクと連携し

た担い手への農地集積・集約化や、露地野菜・麦・大豆・飼料作物の生産

拡大を図るとともに、自動走行農機等の性能を最大限に生かせる農地の大

区画化やＩＣＴを活用した自動給水栓等のスマート農業に対応した基盤整

備を着実に推進する必要があることから、農地整備事業や施策効果の即効

性がある畦畔除去等による農地の大区画化の予算確保を要望します。 

 

○  次に、農業用水の安定供給にあたっては、老朽化の進む国営造成施設は

農業者への影響が大きく、継続的な機能の確保が必要なことから、施設の

計画的な更新整備の実施を要望します。 

○  また、国営造成施設の突発事故が発生した際に、迅速かつ機動的な復旧

により、被害の拡大を防ぎ、早期に営農が再開できるよう、土地改良施設

突発事故復旧・防止事業（直轄）における財務省協議を簡略化し、早急に

事業の活用が可能となるよう制度の改善を要望します。 

○  さらに、国営事業地区での水土里ビジョンの策定では広域的かつ多様な

意見の集約等が必要なことから、地域協議会への参加や機能保全計画の策

定支援等を要望します。並びに、ビジョン策定地区や省力化に取り組む重

点施設の機能診断を計画的に進めていく必要があることから、十分な予算

確保を要望します。 

○  加えて、農業用施設の銅製ケーブルの盗難が多発する状況において、復

旧にかかる労力や費用の軽減、施設の防犯対策を講じる必要があることか

ら、支援の充実を要望します。 

 

○ 最後に、頻発化・激甚化する異常気象に対応するには防災重点農業用た

め池などの農業水利施設の防災工事等を集中的かつ計画的に実施すること

や、湛水被害の未然防止や軽減を図るために河川流域の関係者が協働して

行う「流域治水」の対策を計画的に実施することが重要であることから、

安定的な財源確保を要望します。 

○ しかしながら、農業農村整備事業に係る国の予算は、平成 22(2010)年度

に大幅に削減されて以降、徐々に回復しているものの、令和８(2026)年度

当初予算においては、削減前の８割程度と依然として厳しい状況であるこ

とから、農業農村整備事業の計画的な推進のため、国の当初予算段階にお

ける安定的な財源確保を要望します。 
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 県所管部課：農政部 農村振興課  

                            生産振興課 

                             畜産振興課 

                             農地整備課 
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【22】需要に応じた水田農業の推進について 

 

                  所管省庁：農林水産省 農産局 

経営局 

 

 米は本県農業を支える基幹作物であり、需要に応じた米づくりを着実に推進する

ため、人口減少や令和６年夏からの価格高騰など喫緊の課題を踏まえ、より実態に

即した需給見通しを提示するとともに、農業者が将来にわたり安心して営農を継続

できるよう、農業者と消費者の双方が納得できる価格形成の実現に向け、あらゆる

方策を講じること。 

また、令和９(2027)年度以降の水田政策の見直しについては、生産現場の実態や

課題に配慮し、具体的な内容を農業者や関係機関等に丁寧に説明するとともに、各

種施策の拡充と十分な予算の確保を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 米の安定供給に向け、需要に応じた米生産を着実に進めていくため、需給に係

るこれまでの取組を検証し、見直しの検討を進めながら、中長期的な展望に立ち、

社会経済情勢の変化を的確に捉えるなど、より実態に即した需給見通しを提示す

るとともに、農業者が安心して営農を継続できる再生産価格を確保でき、生産・

消費双方が納得できる米の価格形成の実現に向け、あらゆる方策を講じること。 

２ 令和９(2027)年度以降の水田政策の見直しについては、生産現場の実態や課題

に配慮し、具体的な内容を農業者や関係機関等に丁寧に説明するとともに、農業

者の所得を確保するため、麦・大豆・飼料用米等の生産体制の強化に向けた支援、

経営所得安定対策の推進を担う地域農業再生協議会関連予算の確保など、地域の

取組状況を踏まえた制度設計とすること。 

３ 飼料用米・米粉用米の戦略作物助成について、農業経営の安定化を図るため、

収入保険の対象収入に含めること。 

４ 食生活の多様化やライフスタイルの変化等に伴う主食用米の需要量の減少へ

の対応については、需給環境の改善に向け、食料自給率向上にもつながる、米粉

を活用した商品や簡便調理商品など新たなニーズに着目した商品の開発・販売支

援、消費拡大など実効性のある対策を講じること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 国において、食料安全保障の強化に向けた体制づくりが進められる中、米を安

定的に生産・供給するためには、農地の８割を水田が占める本県の強みを活かす

など、米主産県が地域の優位性を活かし、米づくりを推進していくことが必要で

あると考えます。 

○ また、米づくりは本県農業の要であり、米の需給動向を的確に把握し、県産米

を安定的に供給できるよう、需要に応じた生産を推進するとともに、農業者が減

少する中で持続可能な農業を実現するためには、米農家が安心して営農を継続で

きる再生産価格が確保されることが重要です。 

○ このため、国においては、需給に係るこれまでの取組を検証し、見直しの検討
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を進めながら、人口減少等に伴う長期的な需要減少を踏まえた、より実態に即し

た需給見通しを提示するとともに、農業者と消費者の双方が納得できる米の価格

形成の実現に向け、必要な対策を十分に講じるよう求めます。 

○ 国の新たな食料・農業・農村基本計画では、担い手の確保育成や農地の集積・

集約化による農業生産基盤の強化、経営所得安定対策等の着実な推進等による農

業経営の安定化とともに、令和９(2027)年度以降の水田政策の方向性を示し、水

田、畑に関わらない作物毎の生産性向上等の支援への転換などが盛り込まれてい

ることから、国においては、現場の状況に十分に配慮し、課題の把握に努めると

ともに、農業者が令和９年産に向けしっかり準備できるよう、見直しの具体的な

内容を農業者・関係機関等に丁寧に説明するとともに、各種施策の充実と十分な

予算の確保を図ることを求めます。 

〇 また、農業者の所得確保に向け、麦・大豆等の主要作物や地域の特色ある作物

毎の支援の充実に必要な予算の確保と、国産飼料の確保の観点から飼料用米に対

する支援を充実させることを求めます。 

○ さらに、飼料用米・米粉用米の戦略作物助成については、収入保険の対象収入

に含まれないことから、生産者の作付転換が円滑に進み、自然災害等が発生した

際においても農業経営の安定が図られるよう、同助成を対象収入として含めるこ

とを求めます。 

○ 加えて、食生活の多様化やライフスタイルの変化等に伴い主食用米の需要量の

減少が見込まれることから、輸入小麦からの代替が期待でき、アレルゲンが少な

く、食料自給率向上にもつながる、米粉を活用したパンや麺などの商品や調理が

簡便なインスタント食品など、新たなニーズに着目した商品の開発・販売支援や

消費拡大等、実効性のある対策を求めます。 

 

県所管部課：農政部 経済流通課  

生産振興課  
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【23】新規就農者の確保・定着に向けた支援の拡充等について 

        

所管省庁：農林水産省 経営局 

 

農業に意欲ある新規就農者を確保・定着させるため、「経営発展支援事業」

を全額国費化するとともに希望する全ての新規就農者に支援できるよう、必

要な予算の確保や、支援額の引き上げを行うこと。また、事務の簡素化を図

ること。 

さらに、新規就農者の定着に向けては、研修農場（トレーニングファーム）

の果たす役割が重要であることから、その整備に関する事業の予算の拡充を

図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 「新規就農者育成総合対策事業」のうち「経営発展支援事業」の実施に

ついては、事業費の１／４を都道府県が負担することとなっているが、こ

れを、全て国費により措置するとともに、希望する新規就農者全員が支援

を受けられるよう、十分な予算を確保するほか、支援額の引き上げを行う

こと。また、申請における添付書類が多く事務が繁雑なことから、書類の

簡素化を図ること。 

２ 「新規就農者育成総合対策事業」のうち「農地の受け手確保に向けた新

規就農者誘致環境整備事業」については、研修農場（トレーニングファー

ム）の設置・運営に関する予算の拡充を図ること。 

【提案･要望の理由】 

○ 農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世

代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があ

ります。 

○ これまでの「農業次世代人材投資事業」では、国が全額を負担し、地方

が新規就農者の定着に向けた技術・経営指導等の役割を担うことで、国と

地方がそれぞれの役割に応じ、資金面・技術面の両面から支援を行い新規

就農者の確保・定着を図ってきたところです。 

○ こうした中、令和４(2022)年度に創設された「新規就農者育成総合対策

事業」のうち「就農準備資金」及び「経営開始資金」については、これま

での「農業次世代人材投資事業」と同様に、全額を国費により措置されて

いるものの、「経営発展支援事業」については、事業費の１／４を都道府

県が負担することとなっています。しかし、都道府県の財政力によっては、

支援対象者数や支援額等に地域格差が生じることにつながりかねないこと

から、全額を国費により措置するとともに、ポイント制を廃止するよう要

望します。また、近年の資材価格の高騰等により経営開始時の施設・機械

等の投資額が増加していることから、令和８(2026)年度予算から交付額が
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増額となった「就農準備資金」及び「経営開始資金」と同様に、経営発展

支援事業においても補助上限額や補助率の引き上げを要望します。さらに、

申請書類の添付資料が多く、交付主体における事務が繁雑であることから、

添付書類の精査による事務の簡素化を要望します。 

○ また、新規就農者の着実な定着のためには、研修農場（トレーニングフ

ァーム）における、より実践的な農業技術等の習得が有効な手段であるが、

その設置・運営には費用がかかることから、「新規就農者育成総合対策事

業」のうち「農地の受け手確保に向けた新規就農者誘致環境整備事業」に

ついて、研修用農地や指導員の確保等、設置・運営に向けた予算の拡充を

要望します。 

 

〔県所管部課：農政部 経営技術課〕 
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【24】確保すべき農用地の都道府県面積目標の管理手法について 

 

       所管省庁：農林水産省 農村振興局 

                           

 農業振興地域の整備に関する法律（以下「農振法」という。）における農

地の総量確保に係る都道府県面積目標を都道府県の裁量で主体的に管理す

るため、影響緩和措置の実施方法等について国が定めた農業振興地域制度に

関するガイドラインを改正すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 農振法における農地の総量確保に係る都道府県面積目標を都道府県の裁

量で主体的に管理するため、影響緩和措置の実施方法等について国が定め

た農業振興地域制度に関するガイドライン（平成 12 年４月１日付け 12 構

改 C 第 261 号）（以下「ガイドライン」という。）を改正すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 農振法第 13 条第５項の規定により、除外目的変更に係る農振除外が都道

府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、都道府県知事

は、除外しようとする市町村に対し、当該影響を緩和するために市町村が

講じようとする措置（以下「影響緩和措置」という。）等を記載した書面

の提出を求めることとされています。 

○ 国のガイドラインでは、当該影響緩和措置の要否の判断に必要となる一

般転用年間許容量を都道府県単位で一つ設定することとし、市町村に分配

して管理することは適当ではないとされており、この取扱いによると、除

外目的変更に係る農振除外による農地減少が一般転用年間許容量を超えた

場合、一般転用年間許容量の超過に影響を与えた市町村に関係なく、翌年

度の除外市町村がその超過した割合に応じた影響緩和措置を講じることと

なるため、市町村間の不公平感を生じさせるおそれがあります。 

○ 農用地区域内において確保すべき農用地は市町村が農業振興地域整備計

画を定めて指定し、その編入・除外についても市町村単位で実施している

ことから、一般転用年間許容量を市町村単位で分配して管理することで、

市町村は自らが行う除外の状況に応じ、影響緩和措置の要否やその分量を

判断することができ、都道府県面積目標の達成に向けた取組を自律的・主

体的に行うことが可能となるとともに、都道府県は市町村の除外面積に応

じた影響緩和措置を求めることとなり、市町村間の公平感も保たれやすく

なることから、ガイドラインの改正を要望します。 

 

〔県所管部課：農政部 農政課〕 
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【25】農業経営基盤強化促進法等の改正への対応及び農地集積・ 

集約化等に係る予算の確保等について 
 

           所管省庁：農林水産省 経営局 

 農産局 

  

 農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴い、市町村や農地中間管理機構

などにおける農地集積・集約化に係る事務量が増大するため、市町村等の負

担軽減及び必要な予算確保等の措置を講じること。 

また、農地集積・集約化による規模拡大に資する補助事業や制度資金の利

子助成について、十分な財源を確保すること。なお、補助事業等の目標年度

については、国際情勢の影響等を踏まえ、必要に応じ延伸等の措置を講じる

こと。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 市町村が令和６(2024)年度末までに策定・公表した「地域計画」につい

て、策定後も市町村が実施する地域協議の運営や計画実行の支援及び定期

的な地域計画の変更等に係る必要な予算の確保を図ること。 

２ 法改正により、農地の貸し借りは農地中間管理機構を利用した方法が原

則的な手段となったことから、機構の業務量の増大に対する事務負担の軽

減及び必要な予算の確保を図ること。 

３ 強い農業づくり総合支援交付金等の補助事業や農業近代化資金の利子助

成等は、担い手の農地集積・集約化による規模拡大など、所得向上に必要

不可欠な事業であるため、十分な財源を確保すること。 

４ 上記補助事業では、事業実施年度の翌々年度までに目標を達成すること

とされているが、国際情勢の変化等により経営に大きな影響を受けた農業

者も多く、期限までの目標達成が困難となる可能性があることから、必要

に応じて目標年度を延伸すること。 
 

【提案･要望の理由】 

○ 地域計画策定後において、市町村は関係機関と連携し、地域協議の運営

と地域における計画実行を支援するとともに、定期的な地域計画の変更等

を行うことから、事務負担の軽減及び関連予算の充実・確保を要望します。 

○ また、地域計画（目標地図）の実現に向けて、農地中間管理機構を活用

した農地の集約化等を進めることとなり、農用地の賃借権の設定を行うた

め、機構の業務量が増大することから、事務負担の軽減及び農地中間管理

事業など関連予算の充実・確保を要望します。 

○ また、農地利用効率化等支援交付金、強い農業づくり総合支援交付金及

び産地生産基盤パワーアップ事業、並びに農業近代化資金の利子助成等は、

農業者の農地集積・集約化による規模拡大や産地の収益力向上に必要不可

欠な支援策であることから、十分な財源確保を要望します。 
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○ 一方、これらの補助事業については、事業実施翌々年度の目標達成が要

件となっておりますが、国際情勢に伴う農産物の需要の減少や変化、生産

資材の高騰等により、依然として経営環境が不安定であり、目標達成にあ

たっては厳しい情勢も想定されることから、個々の状況に応じて、目標年

度の延伸等の措置を講じるよう要望します。 

 

                  県所管部課：農政部 経済流通課 

経営技術課 

生産振興課 
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【26】特定家畜伝染病対策の推進について 

 

           所管省庁：農林水産省 消費・安全局 

畜  産   局 

 

 豚熱（ＣＳＦ）や高病原性鳥インフルエンザ等、特定家畜伝染病のまん延

防止を図るため、野生動物対策に加え、農場における防疫体制の強化など、

必要な対策を講じること。 

また、発生後の防疫措置や、地域の畜産業に与える影響を軽減する取組に

対し、国の機関による人的支援の充実及び必要な財政支援措置の拡充などを

進めるとともに、豚熱の選択的殺処分の適切な運用に向けた必要な措置を講

じること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 豚熱ワクチン接種には多大な経費と人員を要することから、国の財政的

支援措置の引き上げを行うこと。 

２ 野生イノシシの豚熱まん延防止を図るため、捕獲や経口ワクチン散布並

びに抗体付与状況調査などの対策を全国的に強化するとともに、必要な予

算を確保すること。 

３ 高病原性鳥インフルエンザ、豚熱等の発生農場における疫学調査の結果

等を踏まえ、発生要因の解明を進めるとともに、農場へのウイルス侵入防

止技術の開発など、防疫体制を強化する手法の確立に努めること。 

４ 大規模農場での特定家畜伝染病の発生では、防疫措置に莫大な資材、費

用が必要であるため、発生の規模に応じて国の財政支援措置を引き上げる

など、支援策の充実を図ること。また、複数の農場を所有する大規模農場

の本社が発生都道府県外であった場合、本社への対応は国が主体となって

行うこと。 

５ 防疫措置に係る人員については、県職員以外にも市町村や関係団体の協

力を得るとともに、人材派遣等を積極的に活用して確保に努めているが、

迅速な防疫措置のため、都道府県を挙げた動員体制の中に、各都道府県に

立地する農林水産省機関等からの動員を事前に含めることができる協力

体制を整備すること。また、家畜防疫員が防疫措置を行う場合においても、

農場の従業員等が県の指示に従い防疫措置に参加すべき義務があること

を特定家畜伝染病防疫指針に明記すること。 

６ 農場の分割管理の導入は、生産者の人的、経済的負担の増加を伴うこと

から、それらの軽減に向けた支援を継続すること。 

７ 豚熱の選択的殺処分の運用にあたり、都道府県が殺処分範囲を適切に判

断できるよう、判りやすい基準を示すとともに、現場での支障や過度な負

担が生じた場合は、柔軟に運用の見直しを図ること。また、流通関係者が

制度の趣旨を十分に理解し、殺処分の対象外となった豚の流通によって風

評被害等が生じないよう、国主導で広く理解促進を図ること。 

８ 豚熱等の発生に伴い、県内の食肉センターへの豚の出荷頭数が大幅に減

少し、食肉センター等の経営に影響を及ぼすことから、関連事業者等への
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支援措置を講じること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 豚熱の発生予防に当たっては、切れ目なく円滑にワクチンを接種する必

要があり、多大な経費や労力を要するため、ワクチン接種に対する支援単

価の引き上げを要望します。 

○ 本県でも野生イノシシの感染が継続して確認され、養豚場における豚熱

発生リスクは依然高い状況にあることから、広域的かつ継続的に野生イノ

シシへの経口ワクチン散布等を実施する必要があります。このため、野生

イノシシの豚熱まん延防止対策について、必要な財源の確保を要望します。 

○ 近年、高病原性鳥インフルエンザが大流行し、予防的ワクチン接種を行

っている豚熱においても断続的に発生が確認されていることから、疫学調

査の結果等を踏まえ、ウイルスの侵入経路及び発生要因を解明するととも

に、発生予防のための技術開発など、新たに防疫体制の強化を図る取組の

推進を要望します。 

○ 大規模農場における特定家畜伝染病の発生は、その防疫措置に莫大な経

費や資材が必要となるため、激甚災害のように、国の財政支援措置のかさ

上げを行うなど、支援策の充実を図るとともに、複数の都道府県にまたが

る大規模農場で発生し、本社が県外にある場合については、発生農場所在

都道府県のみでは対応が困難な場合があることから、本社に対する指導に

ついては、国が主体となって行うよう要望します。 

○ また、防疫措置に係る人員については、県職員のほか、市町村や関係団

体からの協力を得るとともに、人材派遣等を積極的に活用し、都道府県を

挙げた確保に努めていますが、迅速な防疫措置を進めるためには、県内に

立地する国機関等からの人員派遣をあらかじめ動員計画に位置付ける必要

があります。そのためには、事前に動物衛生課と協議する必要があり、協

議に係る調整に時間を要することから、当該協議なしで動員計画に県内に

立地する国機関等を動員計画に含めることができる協力体制の整備を要望

します。加えて、家畜防疫員が自ら防疫措置を実施する場合においても、

迅速に行うためには、農場を熟知した農場の従業員等の協力が必要不可欠

であることから、県の指示により農場も防疫措置に取り組むことを義務化

するよう要望します。 

○ 農場を分割して管理するためには、新たな施設整備に多くの経費が必要

となることや、休暇のローテーションや作業応援等による従業員の農場往

来等の人的な課題があり、新たな従業員の確保等多くの労力、経費が必要

になることから、これらの経費に対する継続的な支援を要望します。 

○ 豚熱の選択的殺処分の導入は、生産者および自治体の負担軽減に大きく

寄与する制度改正ですが、本制度を現場で適切に運用するには、殺処分範

囲の決定に際し、公平性と一貫性のある判断が不可欠であることから、判

りやすい判断基準を示すとともに、生産者や家畜保健衛生所等が制度を運

用していく中で、支障や過度の負担が生じた場合は、現場の実情に沿った

柔軟な運用方法の見直し等を図るよう要望します。 

また、従来の全頭殺処分では殺処分されていた豚やその精液が、選択的

殺処分の導入により流通可能となる一方で、風評による流通への影響が懸

念されることから、流通関係者等が選択的殺処分の趣旨を十分に理解し、
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制度の導入に対する不安が生じないよう、国主導で広く周知を行い、制度

に対する理解促進を図ることを要望します。 

○ 養豚場において豚熱等が発生すると、県内の食肉センターへの豚の出荷

頭数が大幅に減少し、経営影響を及ぼします。食肉センターの経営及び県

内食肉流通への影響を軽減するため、集荷や衛生対策の強化を図る支援措

置を講じるよう要望します。 

          

      県所管部課：環境森林部 自然環境課  

農 政 部 畜産振興課  
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【27】原木しいたけ等の復興への支援について 

 

所管省庁：農林水産省 林野庁 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の影響により、出荷

が制限されている原木しいたけ等の復興に不可欠となる生産資材の導入及

び原木林の再生に向けた支援策を継続・拡充すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 安全なしいたけ原木等の生産資材導入を図るため、原木林が放射性物質

に汚染されている間は、「特用林産施設体制整備復興事業」による生産者

への支援を継続すること。 

２ 原木林の再生を図るには長期間を要することから、「放射性物質対処型

森林・林業再生総合対策事業」については、より実証期間を延長するなど

事業内容を拡充すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 本県における原木しいたけの出荷制限については、国の支援や生産者の

努力により、現在、133 名の解除が進みましたが、出荷制限解除を受けた

生産者が生産を継続するためには、安全なしいたけ原木を安定的に調達し

ていくことが不可欠となっています。 

○ このため、県では「特用林産施設体制整備復興事業」を活用して、しい

たけ原木等の生産資材の導入を支援しているところですが、原木しいたけ

の生産者は事故前の２割、生産量は１割に留まっているほか、原木林の再

生による県内産原木の利用拡大についても見通しが立っていない状況であ

るため、安全・安心なしいたけ生産体制が確保できるまで国による支援策

の継続を要望します。 

○ また、県内の原木林における放射性セシウム濃度については、依然とし

て指標値を超過する地域が広範囲にわたるため、県では、国の「放射性物

質対処型森林・林業再生総合対策事業」により、伐採・更新後の原木林再

生に向け、放射性物質の低減効果等実証を進めているところです。 

○ しかしながら、その実証期間は伐採後５年間となっており、５年目の実

証結果でも放射性セシウム濃度の高い原木林が存在するため、原木林とし

て再生するまでの長期にわたって実証を継続する必要があることから、実

証期間の延長を要望します。 

 

〔県所管部課：環境森林部 林業木材産業課〕 
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【28】林業・木材産業の成長産業化に向けた生産基盤強化と木材利

用拡大の推進について 
                                    

 所管省庁：農林水産省 林野庁 

国土交通省 住宅局 

  

林業・木材産業の成長産業化を持続的に推進するため、木材需要拡大策

に連動した森林整備・素材生産基盤の強化に向け、崩れにくい安全な森林

作業道の作設に必要な支援及び林業人材育成拠点の安定的運営に係る財政

措置を講じること。 

また、「都市（まち）の木造化推進法」の改正施行を踏まえ、物価高騰

などの影響にも対応しつつ、住宅、小規模非住宅及び中大規模建築物にお

ける木造・木質化の推進につながる制度の創設や財政支援を検討すること。 

さらに、森林の皆伐再造林の推進により生産増大が見込まれる大径材の

需要創出の強化について、引き続き国が率先して取り組むこと。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 森林作業道については、崩れにくい安全な道づくりの推進を図るととも

に、高性能林業機械の大型化等の現状を踏まえた規格等や人件費、物価高

騰による作設経費の負担増に対し、財政支援を検討すること。 

２ 林業人材の安定的確保及び定着を図るため、都道府県が設置・運営する

林業大学校等を全国的な林業人材の育成基盤として明確に位置付け、施設

の整備、管理、さらには運営費への継続的な財政支援を検討すること。 

３ 急激に生じた物価高騰などの影響により悪化した地域工務店等の実情を

踏まえ、木造住宅建設促進に必要な支援の強化を図ること。 

４ 小規模非住宅や中大規模建築物においては、商業施設やマンション等幅

広い民間建築物の木造・木質化の推進につながる制度の創出や財政支援を

検討すること。 

５ 森林の皆伐再造林を推進する中で、生産増大が見込まれる大径材につい

て、引き続き国が率先して需要創出の強化に取り組むこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 木造・木質化の推進による木材需要の拡大が進む一方で、その需要を安

定的に支える森林整備や素材生産体制の確保が追いつかなければ、林業・

木材産業の成長産業化は持続しません。 

○ 現在、県内のスギやヒノキの利用適期の人工林面積が増加傾向にある中

で、林業経営体では労働力の低減や作業性の効率化を図るため、森林施業

の集約化を図りながら積極的に大型の高性能林業機械等を導入し、低コス

ト作業システムの構築に取り組んでいるところであります。 

○ しかしながら、森林施業の基盤となる森林作業道は国の作設指針に基づ

き幅員２．５～３．０ｍで設計・作設されているところであり、大型の高

性能林業機械で安全な伐採等作業を行うには、既定の幅員では狭いため、

それ以上となる高規格な幅員が求められております。 

○ また、森林作業道の作設に要する費用は、近年の人件費や物価の高騰、
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崩れにくい安全な道づくりを受け年々増加傾向にあり、国の要領で示して

いる森林作業道の作設にかかる上限建設費（直接支援 3,000 円/ｍ、非公共

2,000 円/ｍ）では、今後、必要な設計単価による支援ができなくなること

が懸念されます。 

○ さらに、林業人材の確保に関し、都道府県では林業大学校等を中心に人

材育成に取り組んでいるところですが、今後も林業技能検定の資格取得を

通じた林業技能の再教育の促進など様々な支援を講じていく必要があり、

育成環境の質を保つための費用は年々増加していくことが懸念されます。 

○ このため、川上の生産基盤及び人材育成を支える施策について、継続的

かつ安定的な支援の仕組みを国において構築することが必要です。 

○ また、2050 年のカーボンニュートラル実現に向け、「都市（まち）の木

造化推進法」が改正施行され、公共・民間を含めた全ての建築物において

木材利用を促進していくことが求められています。 

○ 加えて、林業・木材産業の成長産業化を加速するためには、住宅分野に

おける外材から国産材への転換や、小規模非住宅及び中大規模建築物にお

ける非木造から木造への転換を進めることにより、木材の新たな需要創出

を加速化する必要があります。 

○ このような中、国際情勢に起因した物価やエネルギー価格高騰等の影響

により、地域工務店等では新築住宅の受注状況の悪化も見られることから、

木造住宅建設促進のために必要な支援の強化を求めます。 

○ また、中大規模建築物では、関係法令の改正、木質耐火部材やＣＬＴ等

の技術革新により、木造建築の可能性は大きく広がっていますが、まだま

だ鉄骨造・鉄筋コンクリート造からの転換が進んでいないのが現状です。 

○ このため、商業施設やマンション等幅広い民間建築物の木造・木質化の

推進につながる制度の創出や財政支援について要望します。 

○ さらに、皆伐再造林を推進する中で生産増大が見込まれる大径材に対応

した木材加工設備の導入支援の強化など大径材の需要創出に向けて、引き

続き国が率先して取り組むことを要望します。 

 

              〔県所管部課：環境森林部 林業木材産業課〕 
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【29】地籍調査の推進について 
 

                              所管省庁：国土交通省 不動産・建設経済局 

 

 第７次国土調査事業十箇年計画（令和２(2020)年度開始）における地籍調

査を着実に推進するため、十分な財源を確保すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 災害からの復旧・復興や農地等の有効活用、さらには森林施業の集約化

による森林整備を計画的に実施するためには、これらの基盤となる地籍調

査を迅速かつ着実に推進する必要があるため、計画面積に見合った財源措

置を講じること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 本県の地籍調査は、防災対策の推進や社会資本整備、農地等の効率的利

用などを目的に必要性・緊急性の高い地域において推進しておりますが、

その進捗状況は、令和６(2024)年度末時点で 25％と全国平均の 53％を下回

っている状況です。 

○ このため県では、積極的に地籍調査を進めているところですが、国の地

籍調査費負担金が市町村からの要望額を満たしておらず、本県における第

７次国土調査十箇年計画の進捗率は、令和６(2024)年度末時点で 27％に留

まっており、地籍調査の計画的な推進に支障を来しています。 

○ さらに、山村地域は過疎化や高齢化により林地の筆界に関する人証・物

証が失われつつあり、早期に筆界未定森林の地籍を確定させ、計画的な森

林整備につなげていくことが大きな課題となっています。 

○ また、近年、頻発する自然災害の備えとして、災害復旧にも有効な地籍

整備を着実に進めていく必要があります。 

○ こうした中、令和７(2025)年度補正予算においては、「「強い経済」を

実現する総合経済対策」（R7.11.21 閣議決定）の実施、とりわけ「第１次

国土強靱化実施中期計画」（R7.6.6 閣議決定）の確実な実施のために予算

措置されたところですが、地籍調査事業を円滑かつ継続的に推進するため

には、十分な財源の確保が必要と考えます。 

○ このため、第７次国土調査十箇年計画の実施に当たり、市町村等の要望

を踏まえた地籍調査費負担金等の十分な財政措置を要望します。 

 

                  県所管部課：環境森林部 森林整備課  

                                               農 政 部 農村振興課  
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【30】品種登録の促進及び知的財産権保護の強化について 
 

           所管省庁：農林水産省 輸出・国際局 

農 産 局 

  

 優良な品種の利用により、生産者の所得や生産性の向上、地域農業の活性

化を図るため、品種登録の促進につながる措置を講じること。 

また、現場における種苗の盗難被害の増加や、フリマサイトでの登録品種

の種苗流通、農産物の商標を模した疑義品の流通など、権利侵害の様態が多

様化していることから、盗難防止対策等に必要な財源の確保や国における監

視体制の強化を図ること。 

なお、大麻草の栽培の規制に関する法律の施行に伴う麻の種苗需要増加へ

の対応については、国が責任を持って安定した増殖・供給体制を整備するこ

と。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 優れた品種の育成は、農業の発展に大きく寄与できることから、品種登

録を促進させるため、申請手続を簡略化するとともに手数料の負担軽減を

図ること。 

２ 種苗法の一部を改正する法律案の施行に向けては、強化された内容等に

関し、事務手続きの煩雑化や登録料等の負担増加とならないように配慮す

ること。 

３ 現場における種苗や農産物等の盗難や、フリマサイト等での登録（出願）

品種苗の無断出品など、権利侵害の様態が多様化していることから、盗難

などの侵害行為の監視や盗難防止対策などに対応できる財源を確保すると

ともに、国における監視体制の強化などの対策を講じること。 

４ 海外における県産農産物の商標を模倣した疑義品の流通を防ぐため、政

府間による申入れや監視等、権利保護に資する制度を整備すること。 

５ 令和７年３月に施行された「大麻草の栽培の規制に関する法律」により、

飲食料品類や化粧品などへの産業利用が可能となり、低毒性品種の大麻種

子の需要が高まっていることから、国が主体となって需要に応じた安定供

給のための体制を整備すること。 
 

【提案･要望の理由】 

○ 優れた品種の育成・保護は、生産者の所得や生産性の向上、育成品種を

軸とした産地づくりによる地域農業の活性化等農業発展に大きく寄与する

ことから、品種登録の促進を図るため、手続の簡略化や手数料低減が必要

です。 

○ 種苗法の一部を改正する法律案について、知的財産権の保護が強化され

ることは重要であるが、その施行に向けては、育成者権の存続期間の延長

による登録料の増加が農業者の負担増につながる懸念もあることから、登
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録料の設定に十分に配慮するとともに、知財保護強化に向けた事務手続き

が煩雑とならないよう要望します。 

○ また、夜間など生産者が不在となる時間帯に種苗や農産物等が盗まれる

事例が増加しているほか、フリマサイト等における種苗の権利侵害など、

侵害の様態が多様化しています。財源や人材も限られる自治体等のみでは、

盗難などの権利侵害対応の徹底が難しい現状にあることから、侵害行為の

監視や盗難防止対策に必要な財源の確保や、国における監視体制の強化な

どの対策の実施を要望します。 

○ 県産農産物の輸出先等の海外においては、商標の類似性に係る具体的な

判断基準を定めていない場合があり、県産農産物の商標を模倣した疑義品

が流通した場合、権利侵害の有無を県において判断し、訴訟まで見据えた

対抗策を講じることは、手続面、費用面における負担が極めて大きいため、

政府間での申入れや監視等、権利保護に資する制度の整備を要望します。 

○ さらに、大麻草の栽培の規制に関する法律の施行に伴う麻の需要増加へ

の対応については、本県が低毒性の品種を有しているものの、原々種の提

供以降については、国が主体となって品種特性の維持や種苗の増殖・供給

体制整備を図ることを要望します。 

                   

県所管部課：農政部 経済流通課  

経営技術課  

生産振興課  
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【31】気候変動への適応に向けた農業生産の安定化を図るための  

取組の強化について 

 

        所管省庁：農林水産省 農 産 局 

農林水産技術会議 

環 境 省 地球環境局 

                               

気候変動に適応した持続的な農業の実現に向け、地域毎の気象の将来予測

など、きめ細かな情報提供を行うとともに、気候変動に適応した安定生産を

可能とする新品種や新技術の開発・普及に必要な財源を確保すること。 

また、気候変動に伴い増加しているカメムシ等や高温による収量・品質の

低下などについて、効果的な対策が展開されるよう、必要な支援を行うこと。 

さらに、地方の実態に沿った研究開発を加速化するため、国による幅広い

視点からのコーディネートを充実すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 農業者が、将来にわたり持続的な農業生産を行えるよう、地域毎の将来

の気温、雨量、風速、積雪深などの気象予測や、気候変動による農作物へ

の影響予測について、きめ細かに情報提供すること。 

２ 気候変動に適応した安定生産を図るための新品種や新技術の開発や、低

コストで耐候性の高い園芸施設の開発等の加速化を図ること。 

３ 新品種や新技術の速やかな開発と普及拡大が図られるよう、必要な財源

を確保すること。 

４ 気候変動に伴い増加しているカメムシ等の病害虫や高温による農作物

の収量・品質の低下などについて、効果的な対策が展開されるよう必要な

支援を行うこと。 

５ 気候変動への適応に向けて、地方の実態に沿った研究開発を加速化する

ため、国による幅広い視点からのコーディネートを充実すること。 

【提案･要望の理由】 

○ 農業者が、営農の継続や後継者の就農などを見据えて、気候変動に適応

した持続的な生産活動を行うためには、高温耐性の高い品種の導入や、強

風や積雪に対する園芸施設の強靱化などを計画的に進めていく必要がある

ことから、集落などの詳細な単位で、将来の気温、雨量、風速、積雪深な

どの気象予測をきめ細かに提供することや、国や関係機関等が取り組む気

候変動による農作物への影響予測の情報提供が求められています。 

○ また、暖冬による梨の開花前進に伴う凍霜害や、夏季の高温による米の

白未熟粒の発生、台風の風速増大による園芸施設の倒壊など、既に地球温

暖化の影響による被害が顕在化してきており、将来を見据えて、気候変動

にも適応した安定生産を行うための品種や技術の開発が急務となっていま
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す。 

○ このため、気象予測や農作物への影響予測などのきめ細かな情報提供を

要望するとともに、気候変動に対応できる品種や技術の開発と速やかな生

産現場への普及拡大に向け、必要な財源確保を要望します。 

○ 加えて、本県では、米や果樹等におけるカメムシ類による被害を防止す

るため、「カメムシ防除作戦」を展開し、発生予察から防除までの総合的

な対策を推進していますが、気候変動に伴い、今後もこれまで経験の無い

ような病害虫の発生や農作物の収量・品質の低下が懸念されることから、

効果的な対策が講じられるよう、国における技術的な支援の強化や必要と

なる財源の確保などを要望します。 

○ 併せて、本県など地方自治体が、地域の気候や農産物の生産状況等に沿

った研究開発を効果的・効率的に実施していくためには、各都道府県や民

間企業、大学など全国における優良事例等の知見を活用した総合調整が図

られることが有効であり、国がコーディネーターとしての役割を果たすよ

う要望します。 

 

県所管部課：農政部 農 政 課 

                            経営技術課 

                            生産振興課 
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【32】日光国立公園の魅力アップについて 

 

       所管省庁：環 境 省 自 然 環 境 局 

国土交通省 観 光 庁 

                           道 路 局 

物流・自動車局 

 

 国立公園満喫プロジェクトの更なる推進のため、誘客促進に資する自然公

園施設の整備と管理に対し必要かつ十分な財政措置を講じること。 

また、国内外からデスティネーションとして選ばれるため、国立公園のブ

ランド力向上を図り、一層の誘客につながるよう国内外に向けた積極的な観

光誘客プロモーションの展開等を図るとともに、閑散期誘客や長期滞在を促

進する取組及び交通ネットワーク強化への取組を支援すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 訪日外国人をはじめとする誘客促進に向け、自然公園施設の老朽化対策

や国際化対応に必要かつ十分な財政措置を講じること。 

２ 自然公園等整備事業の交付金事業（自然環境整備交付金（国立・国定）、

環境保全施設整備交付金）について、複数年度に及ぶ工事全体を交付対象

とし、国庫債務負担行為の設定を可能とするか、Ｑ＆Ａ（令和８年５月）

の適切な解釈又は修正等により２年度目以降の交付を可能とすること。 

３ 2025 年の訪日外国人旅行者数が過去最高を記録し、今後も高水準が期待

できることから、国立公園への一層の誘客につながるよう国内外に向けた

積極的な観光誘客プロモーションの展開を図ること。 

４ 外国語対応ガイド等人材育成や案内機能の強化、国内外からの閑散期誘

客や長期滞在を促すための観光メニューの磨き上げに加え、景観改善など

観光地の魅力向上に向けた取組等についても必要な財政支援を行うこと。 

５ 観光地における周遊性やアクセス性を高めるため、交通ネットワーク強

化への取組を支援すること。 

６ 奥日光地域における、新たな公共交通システムの構築など、国立公園の

保護と利用のあり方を踏まえた持続可能な地域づくりに向けた取組を支援

すること。 

 

【提案･要望の理由】 

 ○ 2025 年の訪日外国人旅行者数が過去最高を記録する中、国立公園におい

てもブランド力を高め国内外に向けた積極的なプロモーションを展開する

とともに、滞在型、高付加価値観光の推進など、一層の取組が求められて

おります。 

○ こうした中、国は「国立公園満喫プロジェクトの 2026 年以降の取組方針」

において、国立公園制度創設 100 周年を迎える 2031 年に向け、地方への人
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の流れを力強く促し、国立公園を地域の誇りとなる世界水準のデスティネ

ーションとすることを目指すとしており、本県でも、ステップアッププロ

グラム 2030 に基づき、インバウンド需要の増加を見据え、引き続き県管理

の自然公園施設の老朽化対策や案内標識及び看板の多言語化、トイレの洋

式化等を進めております。 

○ しかし近年、建設費用の高騰や労働力不足により当初想定通りに発注が

できず、満喫プロジェクト推進への影響が懸念される状況となっておりま

す。建築工事や橋梁工事など、年度毎に工事を分割して発注することが困

難な施設については、十分な工期の確保や諸経費等の削減につながること

から、複数年度に及ぶ工事全体を交付対象とし、国庫債務負担行為の設定

を可能とするかＱ＆Ａ（令和８年５月）の適切な解釈又は修正等により２

年度目以降も交付対象とするよう要望します。 

○ また、国立公園へ受け入れたインバウンド旅行者の満足度を高めるため

には、観光地の施設整備や景観改善など魅力向上に向けた取組への支援や、

外国語対応ガイド等の人材育成及びインフォメーション機能施設の充実な

ども課題となっています。 

○ さらに、観光地における道路の渋滞対策や公共交通機関の利便性向上に

向けた二次交通の充実など、交通ネットワークの強化も必要となっていま

す。 

〇 特に、奥日光地域については、国立公園の保護と利用のあり方を踏まえ

た持続可能な地域としていくため、令和８(2026)年３月に開催した「第４

回奥日光地域における持続可能な地域づくり検討会」にて、奥日光地域全

体の交通の将来像や、今後の取組の方向性を定める「（仮称）奥日光交通

ビジョン」を策定することとしたところです。 

○ このため、自然公園施設の整備と管理に対する財政措置及びインバウン

ド旅行者の満足度向上に資する各種施策のほか、国内外からの閑散期誘客

や長期滞在を促進する取組並びに交通ネットワーク強化への取組に対する

支援を要望します。 

 

                              県所管部課：環 境 森 林 部 自然環境課 

                                            産業労働観光部 観光交流課 

                                            県 土 整 備 部 交通政策課 
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【33】国際観光旅客税の地方への配分について 

 

                  所管省庁：国土交通省 観光庁 

 

 国際観光旅客税について、地方の観光振興に資するよう、自由度が高く創

意工夫が発揮できる交付金等により地方に配分すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ インバウンド促進に向けた魅力ある観光地づくりを推進するため、「国

際観光旅客税」を活用し、地方が行う多言語表示の観光案内板等の基盤整

備や、宿泊施設及び国立公園の質の向上、オーバーツーリズムの未然防止

等の受入環境整備に加え、公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）等の管理運営な

ど、地方の創意工夫を促しながらハード・ソフト事業の両方に活用できる

自由度の高い交付金制度等を創設すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 国においては、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る

ための財源確保を目的として、平成 31（2019）年１月に「国際観光旅客税」

を創設し、出入国手続きの高度化等に充当されております。 

○ 2025 年の訪日外国人旅行者数が過去最高を記録する中、地方において

は、インバウンド促進に向けた魅力ある観光地づくりを推進するための環

境整備に加え、オーバーツーリズムの問題にも対応する必要が生じていま

す。 

○ 本県においても、訪日外国人観光客の受入環境整備に向けて、多言語表

示の観光案内板や公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）の整備等に加え、オーバ

ーツーリズムの未然防止対策についても支援しているほか、市町村等と連

携し、観光資源の磨き上げや観光地における二次交通の向上にも取り組み、

訪日外国人観光客が快適に過ごせる観光地づくりを進めておりますが、そ

の整備費に加え、管理運営費の負担等も課題となっておりますことから、

「国際観光旅客税」を地方の観光振興に資するよう、地方の創意工夫を活

かし、ハード・ソフト事業の両方に活用できるような交付金制度等の創設

を要望します。 

 

              〔県所管部課：産業労働観光部 観光交流課〕 
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【34】農産物及び加工食品に関する輸出環境の整備について 

 

                所管省庁：農林水産省 消費・安全局 

輸出・国際局 

農 産 局 

畜 産 局 

 

 農産物及び加工食品の輸入規制がある国・地域、又は農産物の検疫条件が

未設定の国・地域に対し、放射性物質に係る規制の早期解除、残留農薬基準

値の緩和及び検疫条件の設定等に向け、迅速な政府間交渉等を行い、輸出環

境を整備すること。 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

 １ 本県等一部の都県の農産物や加工食品に対して、輸入停止や放射性物質

検査報告書及び産地証明書の添付の義務付け、水際検査等の輸入規制を行

っている国・地域に対し、輸入規制の早期解除の交渉を行うとともに、安

全性に関する正確な情報発信など、風評被害の払拭に向けて積極的に取り

組むこと。 

２ 農産物輸入時の残留農薬基準が、国際基準と比較して低く、また、その

検査方法が国際的な慣行法と異なる台湾に対し、基準の緩和や方法の見直

しを迅速に申し入れること。 

３ 農産物の検疫について、経済成長の著しいベトナム社会主義共和国への

日本産いちごの輸出を可能にすることをはじめ、条件が未設定の品目や、

既に検疫条件が設定されているものの厳しい条件が課されている品目があ

る国・地域に対し、条件の設定や緩和に向け、迅速に政府間交渉を行うこ

と。 

４ 国産農林水産物・食品の輸出目標額５兆円の達成に向け、都道府県別の

輸出実績を定期的に把握する仕組みを創設すること。 

５ 農林水産物・食品輸出促進団体（品目団体）によるオールジャパンでの

輸出拡大に向けた取組を強化すること。 

６ 米国の関税措置等により、県内で農産物や加工食品の輸出に力を入れて

いる産地や事業者の成長が妨げられることのないよう、必要な対策を講じ

ること。 

 

【提案・要望の理由】 

○ 平成 23(2011)年３月の福島第一原子力発電所の事故により、本県産農産

物や加工食品に対し、輸出先となっていた多くの国で輸入規制措置が取ら

れ、輸出が停止しました。 

○ 令和７(2025）年 11 月 21 日、台湾において、福島、茨城、栃木、群馬及

び千葉県の放射性物質に係る輸入規制が撤廃され、放射性物質報告書及び

産地証明書の添付が不要になりました。しかし、一部の国・地域において

は、全て又は一部の食品の輸入停止措置が依然として継続しており、食品

 57 



の輸出拡大の障壁となっていることから、規制緩和や輸入規制の早期解除

の交渉を行うとともに、安全性に関する正確かつ積極的な情報発信による

風評被害の早急な払拭が必要です。 

○ また、台湾においては、放射性物質に係る輸入規制が撤廃されたものの、

依然として、輸入時の残留農薬基準値が国際基準より厳しく、適合してい

ない場合は、台湾当局により産地名の公表等の措置が講じられている状況

です。当該検査は、慣行法と異なる方法(例：いちごにおいて可食部ではな

いヘタを含め検査対象とする)で行われ、品目によって基準値を超過しやす

い場合があり、輸入規制への対応を一層困難にすることから、基準値の緩

和や検査方法の見直しに向け、迅速に交渉することを要望します。 

〇 農産物の検疫については、近年、経済成長の著しいベトナム社会主義共

和国は、日本での就労者や留学生の数が他の国・地域と比較して多く、そ

の親和性の高さから日本産食品の購買が期待できる有望な市場ですが、ア

ジア圏を中心に輸出額の伸びが著しい「いちご」については、同国におい

て検疫条件が未設定であるため輸出に係る障壁となっています。そのため、

同国をはじめ、検疫条件が未設定の品目や、既に設定されているものの厳

しい条件が課されている品目がある国・地域に対し、検疫条件の設定や緩

和に向け政府間交渉を迅速に行うなど輸出環境を整備することを要望しま

す。 

○ 加えて、食料・農業・農村基本計画において掲げる令和 12(2030)年の輸

出目標額５兆円の達成に向け、PDCA サイクルをうまく回すため、都道府県

別の輸出実績を定期的に把握する仕組みを創設することを要望します。 

○ 令和４(2022)年に改正された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する

法律（令和元年法律第 57 号）に基づき、輸出重点品目ごとに輸出促進を図

る法人が「認定農林水産物・食品輸出促進団体（品目団体）」として認定

され、輸出先国の調査や見本市等へのオールジャパンでの出展などが行わ

れていますが、依然として輸出しやすい一部の国・地域で同時期に同じ農

産物が集中し産地間競争が発生するなどの課題が生じています。このこと

から品目団体におけるオールジャパン体制での年間を通じた売り場の確保

やプロモーション活動、海外における日本国産品間の過度な競争の抑制、

海外産地との競争力強化などの取組強化とこれらに対する一層の支援を要

望します。 

○ また、令和８（2026）年２月、トランプ政権は、米最高裁の相互関税の

違憲判決を踏まえ、代替手段として、日本からの一部の輸入品に対し、ト

ランプ政権発足前の税率に 10％を上乗せする通商法第 122条に基づく緊急

関税措置を発動しました。米国は本県農産物の主要な輸出先国であり、米

国による関税措置等により大きな影響が出ることが懸念されます。県内で

農産物や加工食品の輸出に力を入れている産地や事業者の成長を妨げるこ

とがないよう、必要な対策を講じることを要望します。 

 

               県所管部課：産業労働観光部 国際経済課  

                     農  政  部 経済流通課 
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【35】介護人材の確保対策等について 

 

                    所管省庁：厚生労働省 社会・援護局 

                         老 健 局 

 

 介護保険法等が改正されたが、安定的な介護人材の確保と介護職員が安心

して働くことができる職場環境を整備するため、介護人材確保対策事業の充

実・強化を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 改正介護保険法等が成立したが、その運用に当たっては、事業者や自治

体に過度な負担が生じないよう、十分に配慮すること。 

２ 介護人材の安定的な確保を図るため、全産業との賃金格差及び物価高騰

を踏まえた適切な介護報酬の設定などによる、更なる処遇改善に取り組む

とともに、介護職に対する正しい理解とイメージアップを図ること。 

３ 介護人材の定着を図るため、介護現場の生産性向上や職員の負担軽減を

積極的に行い、働きやすい職場づくりを推進するとともに、財政的支援を

継続的に講じること。 

４ 介護人材を育成するため、従来どおり「介護福祉士等修学資金貸付制度」

の貸付原資を確保すること。 

５ 外国人介護人材が長期にわたり従事できるよう、事業所の受入体制の整

備など、支援の充実を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

○  改正介護保険法等においては、介護支援専門員の資格制度の見直しや、

一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の導入等が盛り込

まれており、これらに係る施行令及び施行規則等の改正に当たっては、事

業者及び地方自治体に過度な事務負担が生じることのないよう、十分な配

慮を講じることを求めます。 

○  介護人材の確保を図るためには、介護報酬の改定を通じた賃金水準の改

善等、処遇改善の取組を継続する必要があります。 

○  介護職は超高齢社会を支える重要な職業であるにも関わらず、「重労働

で低賃金」との印象が根強いため、全国的な啓発活動や教育の場で介護に

対するイメージの刷新を図り、多様な人材の参入を推進する取組が必要で

す。 

○  介護テクノロジー等を活用した介護現場の生産性向上や職員の負担軽

減を通じ、介護人材の定着及び経験豊かな介護人材が長く活躍できる職場

づくりを推進する必要があります。 
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○  介護福祉士等修学資金貸付制度は、経済面から介護人材の育成を支援す

る重要な取組であるため、貸付原資の継続的な確保と国から都道府県への

速やかな交付を求めます。 

○ 外国人介護人材の受入体制の整備や日本語教育の充実等により、経験を

積んだ外国人が介護現場で長期にわたり活躍できるよう、国の責任におい

て総合的な対策を講じるよう要望します。 

 

〔県所管部課：保健福祉部 高齢対策課〕 

 60 



【36】新型コロナワクチンの円滑な接種について  

 
所管省庁：厚生労働省 健康・生活衛生局 

 

新型コロナワクチンについて、接種対象者の自己負担及び自治体の費用

負担が軽減されるよう、確実に財政措置を講じること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

 定期接種化となった新型コロナワクチンについて、各自治体がワクチン接

種を安定的に実施することができるよう、接種対象者の自己負担及び自治体

の費用負担の軽減に資する財政措置を確実に講じること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 新型コロナワクチン接種については、令和６(2024)年度から定期接種化

され、接種対象者の自己負担や、自治体及び医療機関における接種体制整

備に係る費用負担が生じることとなりました。 

○ 標準的な接種費用とするため自治体に交付される助成金については、令

和６(2024)年度限りで終了しましたが、接種対象者の自己負担額及び自治

体の費用負担を軽減させるためにも、当該助成金を復活させるなど、確実

に財政措置を講じていただく必要があります。 

 

〔県所管部課：保健福祉部 感染症・疾病対策課〕 
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【37】新興感染症対策への支援について  

 
所管省庁：厚生労働省 医政局 

 

新興感染症の対応を行う協定締結医療機関等に対する財政的な支援等を

継続的かつ十分に行うとともに、医療人材の確保及び質の向上に資する取

組を強化すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 医療機関における平時からの感染症対応力強化のため、医療措置協定を

締結した医療機関等における施設・設備の整備等に必要な財政的支援を継

続的かつ十分に講じること。 

２ 「予防計画」や「新型インフルエンザ等対策行動計画」の実効性を高め

るため、国において、地方自治体とも連携の上、感染症専門医を含めた医

療人材の確保及び質の向上に資する取組をさらに強化すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 感染症法の改正により、今後の感染症発生・まん延時において、迅速に

必要な体制を確保するため、あらかじめ医療機関等との協定を締結してお

りますが、当該協定締結医療機関に対しては、平時から、感染流行時に必

要な施設・設備の整備や人材・物資の確保が求められており、新たに生じ

る負担に対し、財政的支援を十分に行う必要があります。 

○ また、「予防計画」や「新型インフルエンザ等対策行動計画」の実効性

を高めるためには、感染症専門医を含めた医療人材の更なる確保が必要で

あることから、国において、地方自治体とも連携の上、医療人材の確保及

び質の向上に資する取組をさらに強化していただく必要があります。 

 

〔県所管部課：保健福祉部 感染症・疾病対策課〕 
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【38】地域医療確保対策について 

 

                  所管省庁：厚生労働省 医 政 局 

                                            文部科学省 高等教育局 

 

 県民の日常生活に欠かせない地域医療を確保するため、地域の医療機関等

に対する財政支援の充実を図るとともに、抜本的な医師偏在対策を講じるこ

と。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

 １ エネルギー価格や物価等の高騰に伴い、厳しい経営状況にある医療機関

等への財政支援を行うとともに、物価高騰等の診療報酬点数への反映等を

適時適切に行うこと。 

２ 救急医療体制・周産期医療体制の維持・確保を図るため、医療提供体制

推進事業費補助金に係る予算の増額並びに補助基準額及び国庫補助率の

引上げを図ること。 

３ 更なる医師確保を図るため、医学部臨時定員地域枠の創設・増員を積極

的に認めるなど実効性のある支援の充実を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

〇 昨今の人件費の上昇やエネルギー価格、物価等の高騰により、医療機関

等の経営は厳しい状況に置かれているものの、医療機関等の収入について

は診療報酬等の公的価格で決まっているため、高騰分を価格に転嫁するこ

とができず、経営状況の一層の悪化が懸念されております。 

こうした状況を踏まえ、国は、令和７年度補正予算で物価高や賃上げに

対する医療機関等への支援策を示すとともに、令和８年度診療報酬改定に

より物価高騰の負担軽減や従業者の処遇改善に向けた支援を実施するこ

ととしております。 

しかし、現下の物価高騰の先行きは依然として不透明であり、地域医療

への更なる影響も懸念されることから、県民へ質の高い医療を安定的に提

供できるよう、国において適正な規模での財政支援措置を講じるととも

に、物価・賃金上昇の診療報酬点数への反映を適時適切に行うことを求め

ます。 

○ 重症患者を 24 時間体制で受け入れる救命救急センターやハイリスク妊

娠や高度な新生児医療を提供し、母体や新生児の搬送を受け入れる総合周

産期母子医療センターについては、専門的な知識や技術を持った医師等を

多く配置するとともに、高度な医療機器等を整備するなど不採算事業とな

りやすく、病院経営の圧迫につながるおそれがあります。 

このため、その運営に対して補助金等の財政支援措置が行われています

が、実態に対して十分とは言えない状況にあることから、救急・周産期医
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療機関の長期的な経営の安定化を図り、将来にわたりそれらの医療提供体

制を維持・確保していくため、医療提供体制推進事業費補助金に係る予算

の増額並びに補助基準額及び国庫補助率の引上げを求めます。 

○ 本県では、医師確保計画に基づき地域枠制度等の各種施策を展開してい

るところではありますが、令和６年医師・歯科医師・薬剤師統計において

本県の医師数が減少しており、医師偏在指標においても再び医師少数県に

位置付けられたことから、更なる医師確保を図る必要があります。 

また、厚生労働省における議論を踏まえ、医師少数区域で勤務する医師

に対する一定のインセンティブが設けられていますが、依然として医師が

都市部に集中する傾向は強く、医師多数区域から医師少数区域への流れを

促進するためには、現行制度のあり方についての更なる見直し等の検討が

必要です。 

 そこで、厚生労働省での議論を踏まえ、都道府県が策定した医師確保計

画が実効性を伴うものとなるよう、全国における医師の地域偏在是正に向

けた制度の設計及び運用を求めます。 

 

                〔県所管部課：保健福祉部 医療政策課〕 
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【39】障害者への支援の充実について 

 

                 所管省庁：厚生労働省 社会・援護局 

保 険 局 

  

障害者が必要な支援を受けながら、地域において健やかに安心して暮らす

ことができる環境づくりに対し、十分な支援措置を講じること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 重度心身障害者の自立と社会参加が促進されるよう、現物給付による

医療費助成を行った場合の国民健康保険の国庫負担減額調整措置を廃止

すること。 

 

【提案･要望の理由】 

 ○ 重度心身障害者を対象とした医療費助成事業については、市町村が重

度心身障害者の健康の保持・増進等を図る観点から実施する助成事業に

対し、都道府県が助成を行っているところです。 

 ○ 国は「こども未来戦略」等を踏まえ、令和６(2024)年度から、こども

医療費助成について、国民健康保険の減額調整措置を廃止しましたが、

こども以外を対象とする現物給付については依然として国民健康保険の

減額調整措置を講じています。 

 ○ 一方、国においてはマイナンバーカードを活用した医療費助成の現物

給付化を推進しており、国民健康保険の減額調整措置と齟齬をきたして

いる状況にあります。 

○ 現物給付方式は、傷病の早期発見や迅速な対応につながり、重度心身

障害者の自立と社会参加を促進するものであることから、国は地方と一

体となって拡充強化を図っていくべきであり、自治体の財政の安定化を

図り、基礎疾患を有する割合の高い障害者への医療提供体制を維持する

ため、自治体が行う重度心身障害者医療費助成に対する国民健康保険の

国庫負担減額調整措置を廃止するよう要望します。 

 

               県所管部課：保健福祉部 障 害 福 祉 課 

健康長寿推進課 
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【40】民生委員・児童委員の処遇改善について  

  

                  所管省庁：厚生労働省 社会・援護局 

 

 民生委員・児童委員の職責および負担の増大等に鑑み、必要な活動費を支

給できるよう財政支援を拡充すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 民生委員・児童委員の職責及び負担に見合った活動費を支給できるよう

財政支援を拡充すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 民生委員・児童委員（以下「民生委員」という。）は、地域住民の身近

な相談役として、地域生活課題を抱える住民を適切な支援やサービスに繋

ぐなど地域福祉の増進のために重要な役割を担っており、災害時において

も被災者の見守りや相談支援などの役割が期待されています。 

○  しかし、人口減少や少子高齢化の進行等の地域社会の変容に伴い、住民 

の抱える課題が複雑化・複合化し、支援範囲が拡大するなど職務に関する 

負担が増大するとともに、定年延長制度の導入等に伴い、従来の民生委員 

の担い手である企業等の退職者の確保が難しい等、担い手確保が課題とな 

っています。 

○ そのため、支援活動の継続化、担い手確保の観点から、民生委員の職責

及び負担に見合った活動費を支給できるよう、財政支援の拡充を要望しま

す。 

 

〔県所管部課：保健福祉部 地域福祉課〕 
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【41】外国人材の受入れと多文化共生施策について 

 

   所管省庁：法 務 省 出入国在留管理庁 

        総 務 省 自 治 行 政 局 

文部科学省 総 合 教 育 政 策 局 

文部科学省 初 等 中 等 教 育 局 

 

全ての外国人が安全・安心に暮らすための環境整備を行うとともに、外国

人児童生徒に対する指導・支援体制の整備を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて国が進める総合的対応策の

具体化にあたっては、地方自治体の的確な対応が不可欠であることから、

取組の方向性や制度設計の考え方、想定される実施時期等について、検討

段階から継続的に情報共有するとともに、地方の実情等に応じた施策の実

現に努めること。 

２ 外国人材を受け入れる企業や関係機関等の実情を把握した上で、育成就

労制度の円滑な施行に向けた体制整備や、全ての外国人が安全・安心に暮

らすための環境整備を、国が主体となって行うとともに、地方自治体が行

う施策に対して十分な財政措置を行うこと。 

３ 全ての外国人に、生活する上で必要な日本語の学習等の機会を提供でき

るよう、財政措置の拡充を含め、国主導により取り組むこと。 

４ 公立学校における日本語指導の充実を図るため、日本語指導を行う教員

に係る基礎定数を算定するための基準を引き下げるとともに、日本語指導

ができる、又は児童生徒の母語が分かる支援員の配置に係る事業に対して

十分な財政措置を行うこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 本県では海外展開を目指す企業等の人材確保支援のため、海外の大学と

連携した現地での日本語教育や県内企業での就業体験等のほか、外国人留

学生等のグローバル人材を対象とした合同企業説明会を実施しています。

一方、製造業や農業など人手不足に悩む分野において、外国人材の受入が

進んでおり、令和８(2026)年１月には、政府において、特定技能及び育成

就労に係る受入れ見込み数や対象分野の追加を内容とする分野別運用方針

が閣議決定されるなど、今後ますます外国人労働者が増加することが想定

されます。 

○ 外国人材の活躍は、地域経済の持続的発展のためには意義を持つもので

ありますが、一方で外国人が地域社会において日本人と共に生活していく

ためには、多文化共生の社会づくりへの取組が重要です。 

○ このため本県では、企業や業種ごとの団体を構成員とする「とちぎ外国
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人材活躍促進協議会」において、外国人材の適切な受入れについて関係者

が協議し、情報共有を図っています。 

○ 自治体における多文化共生の取組の指針については、令和２(2020)年９

月に総務省が「地域における多文化共生推進プラン」を改訂しましたが、

全ての外国人が安全・安心に働いて生活するためには、外国人材を受け入

れる企業や関係機関等の実情を把握した上で多言語による行政、生活、防

災、医療、保健、福祉などの情報やサービスの提供が必要となるため、こ

れら環境整備を国が責任を持って行うとともに、自治体が行う施策に対す

る財政措置の更なる充実を求めるものです。 

○ 全ての外国人が自立し安心して暮らしていくためには、生活する上で必

要な日本語能力の習得や日本社会の習慣に対する理解の促進が重要です。

本県でも、令和４（2022）年３月に「栃木県における地域日本語教育の推

進に関する基本的な方針」を策定し、各種取組を進めているところですが、

引き続き、国主導により、財政措置の拡充を含め、日本語学習等の機会の

提供を強力に推し進める必要があります。 

○ 本県の公立小・中学校では、日本語指導を要する外国人児童生徒のうち、

「特別の教育課程」による日本語指導を受けていない外国人児童生徒の割

合が約 22％となっており、日本語指導を要する外国人児童生徒の人数に応

じた教員数の確保や、教員と連携して日本語指導等を行う母語が分かる支

援員の配置拡充など、外国人児童生徒に対する指導・支援体制の充実を図

ることが必要不可欠となっています。 

 

県所管部課：生活文化スポーツ部 県民協働推進課 

    産 業 労 働 観 光 部 国 際 経 済 課 

教育委員会事務局 義 務 教 育 課 
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【42】大規模災害対策の推進について 

 

               所管省庁：内閣府 政策統括官（防災担当） 

                   総務省 自 治 行 政 局 

   自 治 財 政 局 

 

近年の大規模災害を踏まえ、被災者の負担軽減のための各種支援制度の改善

及び災害時の広域応援・受援を円滑に行う体制の構築を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 被災地の災害復旧に有効な仕組みである「応急対策職員派遣制度」につ

いては、被災自治体、応援自治体双方に財政負担が生じないよう十分な財

政措置を行うこと。 

また、被災者支援業務の迅速化・効率化に向け、業務のデジタル化につ

いて自治体に財政負担が生じないよう継続的かつ十分な財政措置を行うこ

と。 

さらに、被災者の一日も早い生活再建につなげるため、より速やかに罹

災証明書を交付できるよう、その前提となる住家被害認定の判定方法を簡

略化すること。  
２ 被災者生活再建支援法の適用範囲について、被災者が存在するにもかか

わらず適用対象外となる市町村がないよう、全ての被災市町村を支援の対

象として、法に基づく救済が被災者に平等に行われるよう見直すこと。 

３ 被災者支援制度の強化として、応援した自治体が救助に要する費用を支

弁した場合の国への直接請求を制度化すること。 

  また、救助に係る事務の実態に応じて十分な措置がなされるよう、災害

救助法第２条第２項における救助事務費の算定方法の見直しを検討するこ

と。 

４ 南海トラフ地震における応急対策職員派遣制度アクションプランに基づ

く重点受援県と即時応援道県等間で、実効性を確保するために実施すべき

取組について、関係道県等間の対応に差が生じないよう支援するとともに、

該当道県等の財政負担を軽減するための財政措置を行うこと。 

  また、各自治体が個別に締結している災害時相互応援協定等に基づき、

応援編成計画とは異なる自治体への応援が多数行われた場合、被災都道府

県の間で応援体制に著しい偏りが生じるおそれがあることから、原則、ア

クションプランに基づく応援を優先するなど、即時応援が円滑に行えるよ

う、アクションプランを見直すこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 令和元年東日本台風災害においては、本県で初めて「応急対策職員派遣
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制度」を活用し、発災直後から、複数の自治体から罹災証明書の発行業務

及びその根拠となる住家被害認定調査業務等に係る応援を受け、復旧業務

を迅速かつ着実に進めることができましたが、被災自治体として、応援自

治体に対する多額の費用負担が生じました。 

  応急対策職員派遣制度を活用しやすくし、災害に対し注力するためにも

被災自治体、応援自治体双方に財政負担が生じないよう十分な財政措置が

必要です。 

○ また、災害時には、被災自治体において住家被害認定調査や罹災証明書

の発行等、膨大な業務が発生します。これらの業務を迅速かつ効率的に実

施するためにはデジタル化が必要ですが、導入及び運用に係る財政負担が

課題となり、システムの導入が進まない状況にあります。 

  そのため、導入費用に加え、平時における運用費用についても、自治体

に財政負担が生じないよう継続的かつ十分な財政措置が必要です。 

  さらに、住家被害認定においては、損害程度の判定方法が複雑であるた

め、迅速な判定が困難な状況にあります。被災者に対し速やかに罹災証明

書を交付するため、その前提となる住家被害認定の判定方法を簡略化する

ことが必要です。  

◯ 被災者生活再建支援制度については、同一災害の場合に被災者が公平に

支援を受けられるよう市町村ごととされている適用要件を見直す必要があ

ります。 

○ 被災者支援制度の強化として、大規模災害時における被災自治体の事務

的な負担を軽減し、復旧・復興を促進するため、応援経費についての国へ

の直接請求の制度化が必要です。 

また、大規模災害時に多くの避難所を開設した場合、対応する職員も増

え、災害救助事務費が膨らむことから、全額、災害救助費負担金の対象と

することが必要です。 

 ○ 令和７(2025)年４月１日から運用が開始された南海トラフ地震における

応急対策職員派遣制度アクションプランの実効性を確保するため、重点受

援県と即時応援道県等間で実施することとされている研修や訓練、現地視

察等の各種取組について、関係道県等間における差異や格差等が生じない

よう、国におけるガイドラインの策定や、国及び関係道県等で情報共有や

対策の検討を行う場の構築が必要です。また、これらの取組に係る費用に

ついて、該当道県等の財政負担を軽減するための財政措置が必要です。 

   さらに、各自治体が個別に締結している災害時相互応援協定等に基づき、

応援編成計画とは異なる自治体への応援が多数行われた場合、被災都道府

県の間で応援体制に著しい偏りが生じるおそれがあることから、原則、ア

クションプランに基づく応援を優先するなど、即時応援が円滑に行えるよ

う、アクションプランを見直す必要があります。 

 

              〔県所管部課：危機管理防災局 危機管理課〕 
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【43】消防力の充実・強化について 

 

 所管省庁：総務省 消 防 庁 

自治財政局 

                            

消防の広域化に向け、広域化実現後の消防の円滑な運営確保のための財政

支援制度を新設し、国による一層の支援の充実を図ること。  
また、地域防災の中核となる消防団の充実強化のため、消防団員の確保・

育成や消防団活動に必要な設備の整備に対する財政支援の充実を図ること。 
 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 消防の広域化については、広域化後の消防の円滑な運営を確保するため、

広域化実現後における消防本部の人件費、施設・設備等の更新・維持管理

経費の負担を軽減する財政支援を行うこと。 

２ 消防団員の確保・育成に向けた財政支援を強化するとともに、消防団活

動に必要な設備の整備に対する財政支援の充実を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 高齢化の進展に伴う救急需要の高まり、災害の頻発・激甚化、感染症の

拡大等の社会環境の変化に的確に対応するためには、消防救急の広域化の

推進が必要です。 

○ 消防の広域化については、広域化後の構成市町村間の給与格差を是正す

るための人件費の負担増や、施設・設備等の更新・維持管理経費の負担増

への懸念等が広域化を妨げていることから、人件費及び施設・設備等の維

持管理費に対する負担を軽減する財政支援措置が必要です。 

○ また、近年、災害が頻発・激甚化する中、地域防災の中核を担う消防団

にはますますの期待が寄せられています。 

○ しかし、全国的に消防団員は条例定数に満たない状況にあり、本県にお

いても団員数の減少や高齢化が進んでおります。 

○ 令和７(2025)年１月、消防庁において「消防団員の確保に向けたマニュ

アル」が作成され、県や市町村ではそのマニュアルを活用しながら、消防

団員の確保・育成に取り組んでいるところですが、取組を推進して行くた

めには消防団の力向上モデル事業をはじめ財政支援の充実・強化が必要で

す。 

○ 国では、救助用資機材等を搭載した消防団車両の無償貸付を行っていま

すが、無償貸付については配分枠があり、市町村からの要望に対し十分対
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応できていないことから、配分枠の拡充が必要です。 

 

〔県所管部課：危機管理防災局 消防防災課〕 
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【44】安全・安心な県民生活を支える社会資本の整備・保全に 

ついて 

 

              所管省庁：内 閣 官 房 国土強靱化推進室 

総 務 省 自 治 財 政 局 

財 務 省 大 臣 官 房 

                                                  主 計 局 

                   国土交通省 大 臣 官 房 

                         総 合 政 策 局 

                         都 市 局 

                         水管理・国土保全局 

                         道 路 局 

                         住 宅 局 

 

 安全・安心な県民生活を確保していくため、地方が真に必要としている社

会資本の整備・保全等が着実に推進できるよう、十分な財源確保を行うなど、

支援の充実を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 直轄事業から市町村事業に至るまで、近年の資材及び人件費の高騰や中

東情勢など国際情勢の影響が及ぶ中でも地方が真に必要としている社会資

本の整備・保全が着実に推進できるよう、十分な予算・財源を確保するこ

と。 

２ 国土強靱化実施中期計画に基づき、中長期的な見通しのもと、継続的・

安定的に防災・減災、国土強靱化の取組を推進できるよう、必要となる予

算・財源を計画的かつ安定的に通常予算とは別枠で確保すること。 

３ 老朽化する社会資本の維持管理・更新を計画的に行うため、国庫補助・

交付金事業の財源確保や国土強靱化対策において重点的に取り組む対策の

拡充など、財政支援の充実を図ること。 

４ 老朽化対策や通学路の安全対策に要する予算などを拡充する中において

も、地方の道路整備など、社会資本の整備が遅れることがないよう、十分

な整備予算を確保すること。 

５ 2024 年問題に対応し、建設業における担い手を確保するため、余裕期間

を設定した工事や週休２日制工事などの働き方改革の取組を推進するとと

もに、担い手の不足を補うために現場の省力化・効率化につながるＩＣＴ

活用工事などインフラ分野のＤＸ化を生産性向上の取組として実施してい

るところであるが、これらの取組を一層推進するための財政的・技術的支

援を行うこと。併せて、建設分野の人材育成・確保を促進する観点から、

事業者が行う人材育成に対する金銭的支援の継続・拡充を図るとともに、

建設業への就業希望者を対象とした新たな支援制度を構築すること。 
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６ 上下水道の耐災害性の強化に向け、上下水道施設の更新・耐震化、災害

対策の加速化や、給排水優先度が高い医療機関や避難拠点等と接続する管

路の耐震化の促進など、基盤強化に必要な財政措置を拡充すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 今後急速に進行する人口減少に対応した地方創生への取組や、近年、頻

発・激甚化している大規模災害に備える防災・減災対策、高齢者や園児等

の移動経路も含めた交通安全の確保など、直轄事業から市町村事業に至る

まで、社会資本の整備・保全の重要性が増しているところであり、近年の

資材費や人件費の高騰に加え、中東情勢など国際情勢の影響にも対応しな

がら、その推進に必要となる十分な財源を確保することが必要です。 

○ 国においては、令和２(2020)年度まで実施した「防災・減災、国土強靱

化のための３か年緊急対策」の更なる取組の加速化・深化を図るため、令

和３(2021)年度から「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」

を決定し、令和２(2020)年度から令和６(2024)年度まで補正予算において

予算措置を行いました。 

○ 本県においても、令和元年東日本台風による甚大な被害の早期復旧及び

再度災害の防止を図るとともに、頻発・激甚化する自然災害から県民の生

命・財産を守るため、さらなる県土強靱化、防災・減災対策を計画的に進

めていく必要があることから、国において策定された国土強靱化実施中期

計画に基づき、中長期的見通しのもと、引き続き、必要な予算・財源を当

初予算において通常予算とは別枠で計画的かつ安定的に確保することが必

要です。 

○ 老朽化が進行する舗装、橋梁、トンネル、上下水道等の社会資本の維持

管理・更新については、ライフサイクルコストの低減や持続可能な維持管

理を実現する予防保全への転換が重要であるため、修繕が必要な箇所につ

いて計画的かつ集中的に実施する必要があります。このため、国庫補助事

業等の財源確保など、地方への財源支援の充実が不可欠です。 

○ 老朽化が進行する県営住宅についても、予防保全型インフラメンテナン

スへの転換を推進するため、国土強靱化対策で重点的に取り組んでいる公

営住宅の建替と同様に、改良住宅の建替についても対策が必要です。 

○ 道路メンテナンス事業補助制度や交通安全対策補助制度の創設などによ

り、道路施設の老朽化対策や通学路の安全対策予算が拡充されましたが、

渋滞対策や道路ネットワークの機能強化など、地方の道路整備の推進に必

要となる予算の安定的な確保も必要です。 

○ 社会資本整備や維持保全、災害対応等、地域の守り手として重要な役割

を担う建設業において、2024 年問題への対応も踏まえ、働き方改革や生産

性向上を推進するためには、週休２日制の取組に伴い必要となる事業費の

増加に対する予算の確保、ＩＣＴ搭載建設機械導入のための財政的支援及

びＩＣＴ活用工事に関する研修や現場見学会などの充実が必要です。併せ

て、将来にわたり安定的に人材を育成・確保していくため、既存の「人材

開発支援助成金」など、事業者による人材育成に対する金銭的支援につい
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ては、継続・拡充を図ることが必要です。また、農林分野においては、就

農希望者に対し、農林水産省や林野庁による金銭的支援が制度化されてい

ることを踏まえ、建設分野においても、就業希望者を対象とした人材確保

に向けた新たな支援制度の構築が必要です。 

○ 地震などの自然災害においても、基幹的な上下水道施設の安全性の確保

や重要施設等への給水・排水の確保が必要です。 

  令和６年能登半島地震及び埼玉県八潮市の道路陥没事故での大きな被害

を踏まえ、改めて上下水道施設の強靭化・老朽化対策の重要性が認識され

たことから、基盤強化に必要な財政支援を求めるものです。 

 

                                 〔県所管部：県土整備部〕 
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【45】河川・砂防事業の推進について 

 

              所管省庁：国土交通省 大 臣 官 房 

                                           水管理・国土保全局 

 

 強靱な県土づくりを推進するため、流域治水の根幹である直轄河川・砂防

事業を着実に推進するとともに、地方の取組についても積極的に支援するこ

と。 
 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 気候変動の影響により将来予測される降雨量の増加に対応するため、引

き続き各直轄河川における治水計画の見直しを進めること。 

２ 鬼怒川、渡良瀬川、那珂川等における直轄河川事業や、県管理河川にお

ける整備事業等を着実に推進できるよう、十分な財源を確保すること。 

３ 流域治水の更なる推進を図るため、特定都市河川の指定に向けた技術的

支援を図ること。 

４ 日光地域における直轄砂防事業の更なる推進を図るとともに、那須岳及

び日光白根山の火山噴火に伴う災害の発生に備え、火山噴火緊急減災対策

砂防計画に基づく対策の推進に向け支援すること。 

５ 土砂災害の発生に備えた砂防関係施設の整備や、住民の円滑・確実な避

難を可能とするソフト対策を推進できるよう、十分な財源を確保するこ

と。 

６ 頻発化する大規模自然災害の脅威・危機への対応には、地方自治体だけ

では限界があることから、地方整備局等の支援体制の充実・強化を図るこ

と。 

 

【提案･要望の理由】  

〇 今後の気候変動の影響を考慮すると、現在の整備計画の完了時点では、

実質的な安全度が確保できない恐れがあることから、将来の降雨量の増大

を考慮した治水計画へと速やかに転換することが必要です。 

○  流域全体の治水安全度を高め、県民の安全・安心を確保するためには、

国土保全上特に重要な直轄管理区間はもとより、上流域の県管理区間も含

めた、河川整備等のハード対策を着実に推進することが必要です。本県で

は、令和元年東日本台風により甚大な浸水被害を受けており、激甚化・頻

発化する水災害に対応できるよう、県土の強靱化を引き続き進めることが

必要です。 

○  本県においても、初の特定都市河川の指定に向けた取り組みを始めたと

ころであり、法指定や流域水害対策計画の立案にあたっては豊富な知見を

有する国の技術的支援が必要です。 

○ 日光地域の男体山等を中心とした山岳地域では、依然として荒廃が著し
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く、大雨等により発生する土砂の流出は下流域へ甚大な被害を及ぼすこと

が想定されることから、これまで以上に直轄砂防事業による砂防施設の整

備が必要です。また、那須岳及び日光白根山で火山噴火が発生した場合、

その被害は広域的かつ甚大となることから、緊急対策を迅速かつ効果的に

実施し、被害をできる限り軽減することが重要であり、火山噴火緊急減災

対策砂防計画に基づく対策の着実な実施に向け、国の支援が必要です。 

○ 本県の砂防事業においても、災害時に甚大な被害が生じる可能性の高い

箇所が数多く残されていることから、砂防堰堤等の整備を着実に推進する

ことが必要です。また、住民の円滑かつ確実な避難を可能とするため、土

砂災害警戒情報の的確な運用や土砂災害警戒区域の周知など、警戒避難体

制の強化を図るソフト対策も速やかに推進することが必要です。 

〇 近年、気候変動の影響により、自然災害は激甚化・頻発化しており、大

規模自然災害の発災時には地方自治体だけでの対応には限界があることか

ら、地方整備局の TEC‐FORCE 等による支援体制の充実・強化が必要です。 

 

                県所管部課：県土整備部 河 川 課 

                            砂防水資源課 
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【46】ダム事業の着実な推進について 

 

              所管省庁：国土交通省 大 臣 官 房 

                         水管理・国土保全局 

 

 思川開発事業について、一日も早く事業効果を発現できるよう、遅滞なく

完成させること。 

  

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 思川開発事業については、一日も早く事業効果を発現できるよう遅滞な

く完成させること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 本事業は、下流地域の洪水被害を軽減させるとともに、地下水依存度の

高い県南地域における安全な水道水の安定供給を確保する上で、重要な事

業です。 

〇 令和元年東日本台風では、南摩ダム下流域においても甚大な被害が発生

したことから、１日も早い効果の発現に向けて遅滞なく事業を推進する必

要があります。 

 

                               〔県所管部課：県土整備部 砂防水資源課〕 
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【47】広域道路ネットワークの機能強化について 

 

                所管省庁：国土交通省 大臣官房 

                           道 路 局 

                            

国の新広域道路交通計画に位置付けられた県内の広域道路ネットワーク

の機能強化を図るため、高速道路における渋滞対策やスマート IC 設置など

の機能強化、直轄国道の着実な整備推進、更にはその多くの路線が重要物流

道路に指定されている高規格道路等の整備と持続可能な維持・管理のための

支援を行うこと。 

  

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 高速道路は我が国の社会経済活動の根幹を担い、災害時には緊急輸送道

路としての役割を果たすなど、多様な機能を有していることから、高速道

路の更なる有効活用を図るため、東北自動車道及び北関東自動車道におけ

る渋滞対策やスマート IC の設置等の機能強化を推進すること。 

 (1) 東北自動車道宇都宮 IC 以北における６車線化整備計画の策定、及び

矢板北 PA 付近における渋滞対策の早期実施 

(2) 新たなスマート IC の整備推進に向けた支援、及びアクセス道路の整

備推進に向けた予算の確保 

・事業中：（仮称）大谷スマート IC(宇都宮市)、（仮称）下野スマ

ート IC(下野市)、(仮称）足利スマート IC（足利市）、 

（仮称）壬生 PA スマート IC（壬生町） 

(3) 北関東自動車道における休憩施設の早期整備 

・壬生 PA における駐車場の拡張 

・壬生 PA と笠間 PA 間における休憩施設の新設 

 

２ 直轄国道である国道４号、新４号国道及び国道 50 号は、高速道路ととも

に国土幹線道路ネットワークを構成し、本県道路網の主軸となる道路であ

ることから、渋滞緩和や交通安全確保に向けて着実な整備を推進すること。 

(1) 国道４号 

・西那須野道路、交通安全対策事業の早期完成 

・矢板拡幅、矢板大田原バイパスの整備推進 

・那須地域北部（黒磯バイパスから白河まで）における４車線化 

・那須塩原市内（西那須野道路から黒磯バイパスまで）における４車

線化 

(2) 新４号国道 

・平面交差部の計画的な立体化等の機能強化 

・圏央道五霞 IC までの６車線化推進 
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(3) 国道 50 号 

・足利市内の混雑交差点立体化等による渋滞対策の推進 

 

３ 高規格道路を始めとする広域道路は、広域的な連携・交流の促進はもと

より、地域経済の発展や観光振興、国土強靱化等の観点から重要であり、

その多くの路線が重要物流道路に指定されていることから、早期の整備と

持続可能な維持・管理を行うために必要となる財政的・技術的支援を行う

こと。 

(1) 常総・宇都宮東部連絡道路等 

・国道 408 号真岡宇都宮バイパス、宇都宮高根沢バイパス、国道 294

号二宮拡幅、主要地方道宇都宮向田線平出板戸Ⅱ期工区の整備支援

及び国道 121 号桑島大橋の新規事業化 

(2) 日光宇都宮道路（有料道路） 

・長期にわたる計画的な修繕実施や更新、機能強化に向けた支援 

(3) 栃木西部・会津南道路や栃木西部都市連絡道路など、本県の高規格道

路空白地域やミッシングリンクを解消する広域道路ネットワーク路

線の整備支援 

 

 ４ 新広域道路交通計画の構想路線は、高規格道路としての役割が期待され

ており、早期の具現化が必要であることから、高規格道路への位置付けに

要するプロセスを明確に示すとともに、必要な調査・検討に対する財政支

援の強化を図ること。 

・構想路線：(仮称) つくば・八溝縦貫・白河道路 

（仮称）北関東北部横断道路 

 

【提案･要望の理由】 

  ■高速道路の機能強化 

○ 東北自動車道の上河内 SA(上り線)や矢板北 PA(下り線)付近において

は慢性的な混雑が発生しており、速達性と定時性確保のため新たな車線

の付加等による拡幅整備が必要です。 

○ スマート IC の整備は、高速道路の利活用の促進や一般道路の渋滞緩和

など地域経済の活性化に寄与するとともに、緊急輸送道路ネットワーク

を強化する上でも極めて有効です。また、スマート IC の整備効果を高め

るためには、アクセス道路との一体的な整備が不可欠です。 

○ 北関東自動車道の壬生 PA から笠間 PA に至る区間は、約 50km あるにも

かかわらず休憩施設がなく、また壬生、笠間両 PA においては日常的に混

雑しているため、壬生 PA における駐車場の拡張及び新たな休憩施設の整

備が必要です。 

   

■直轄国道の整備推進 

○ 国道４号については、ポストコロナにおけるインバウンド増加への対

応及び観光振興を図るため、県北部地域における平常時の交通の円滑化
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や、災害に強い国土幹線道路ネットワークを構築するため、西那須野道

路、矢板拡幅、矢板大田原バイパスの整備、西那須野道路から黒磯バイ

パスまでの那須塩原市内における４車線化及び、特に降雪時の予防的通

行止め区間である黒磯バイパスから白河までの那須地域北部における４

車線化が必要です。また、安全・安心な歩行空間を確保するため、粟宮

等で事業中の歩道整備の早期完成と、円滑な交通を確保するため、那須

町以北線形改良の早期完成が必要です。 

○ 新４号国道については、本県と東京圏を直結する極めて重要な路線で

あり、首都直下地震が発生した際の広域的なバックアップ体制確保の観

点からも、圏央道五霞 IC までの区間について早期の６車線化整備を進め

るとともに、慢性的な渋滞が発生している平面交差点部については計画

的な立体化による更なる機能強化が必要です。 

○  国道 50 号の足利市街地(問屋町付近)は慢性的な混雑が発生しており、

立体化などの対策が必要です。 

 

  ■高規格道路の整備等に対する支援 

○ 常総・宇都宮東部連絡道路を構成する、国道 408 号（真岡宇都宮バイ

パス、宇都宮高根沢バイパス）は、鬼怒川左岸に集積する栃木県の産業

を牽引する工業団地群を連絡する重要な路線であり、北関東自動車道真

岡 IC へのアクセス強化や常磐自動車道及び圏央道との連携強化を図る

ため、重点的な整備が必要です。また、接続する国道 294 号二宮拡幅、

主要地方道宇都宮向田線平出板戸Ⅱ期工区及び国道 121 号桑島大橋につ

いても一体的な整備が必要です。 

○ 日光宇都宮道路は、供用開始以来約 50 年が経過し、橋梁やトンネル等

の老朽化が著しいため、料金徴収期間を延伸し、修繕工事を実施してい

るところです。しかしながら、設備更新や機能強化に加え、将来にわた

るサービスレベルの確保に向けた維持管理に係る費用の確保が課題とな

っていることから、料金徴収の継続を可能とする制度の導入等も含めた

持続可能な維持管理のための支援が必要です。 

 ○ 高規格道路の空白地域やミッシングリンクの解消を図り、平常時・災

害時を問わない安定的な人流・物流を確保するとともに、経済・生活圏

を相互に連絡し地域間の交流・連携を促進するため、栃木西部・会津南

道路（直轄権限代行事業 国道 121 号日光川治防災）や栃木西部都市連

絡道路などの整備を推進することが必要です。 

 

  ■構想路線の調査・検討に対する支援 

 ○ 新広域道路交通計画の構想路線である(仮称)つくば・八溝縦貫・白河

道路と（仮称）北関東北部横断道路は、広域的な交流・連携を支えると

ともに防災・減災、国土強靱化に不可欠な高規格道路として大きな役割

を担う路線であり、本県では具現化に向けた調査に着手したところであ

りますが、構想路線から高規格道路に格上げ・位置付けするプロセスが

明確に示されておりません。また、広域的な視点から様々な調査・検討
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を進めていくためには、技術的支援に加え、長期的に安定した財政支援

が必要です。 

 

                    県所管部課：県土整備部 交通政策課 

                                                    道路整備課 
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【48】直轄権限代行事業等による道路の機能強化について 
 

                所管省庁：国土交通省 大臣官房 

                           道 路 局 

                            

 県境を跨ぐ広域的な道路ネットワークを構成し、機能強化にあたり技術的

難易度の高い道路については、国による直轄権限代行事業等により積極的な

支援を行うこと。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 国道 121 号の機能強化に向けて、直轄権限代行により事業中の日光川治

防災について本体工事の整備推進を図るとともに、将来的には、国が管理

を行う直轄管理区間として指定すること。 

２ 国道 120 号の通年通行化に向けて、技術的難易度の高い金精道路につい

て、直轄権限代行事業により支援を行うこと。 

 

【提案･要望の理由】 

  ○ 国道 121 号は、山形・福島・栃木を結ぶ重要な広域幹線道路であり、国

の新広域道路交通計画では、本県区間の「栃木西部・会津南道路」及び福

島県区間の「会津縦貫道」が、それぞれ高規格道路に位置付けられ、令和

４(2022)年４月には重要物流道路の候補路線に指定されたところです。一

方、日光地域においては平成 27 年９月関東・東北豪雨の際に大規模な路肩

崩落等が発生し、防災拠点である道の駅や観光拠点である川治温泉等が一

時孤立したことから、防災・減災や国土強靱化を推進するため、日光川治

防災について、本体工事の着実な整備を図ることが必要です。 

また、東日本大震災の際には、被災した東北自動車道や常磐自動車道、

国道４号、国道６号に代わる輸送路として役割を果たしており、高規格道

路とのダブルネットワークを形成する重要な道路であることから、高い管

理水準の確保に向け、将来的には直轄管理区間の指定が必要です。 

○ 国道 120 号は、群馬と栃木を結ぶ重要な広域幹線道路です。しかしなが

ら、県境の金精道路は標高 1,800m を超え、雪崩や地吹雪により除雪が困難

なため、約４ヶ月にわたり冬季通行止め（約 17km 区間）を余儀なくされて

います。通年通行は両地域の長年の悲願であり、防災・減災や国土強靱化

の観点からも、冬季においても通行可能な道路の整備が必要です。 

 県境を跨ぐ広域的な道路ネットワーク確保の観点と、整備には高い技術

力を要することを踏まえ、直轄権限代行による整備の検討を要望します。 

 

                    〔県所管部課：県土整備部 交通政策課〕 
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【49】住宅・建築物の耐震化の推進について 

 

                  所管省庁：国土交通省 大臣官房 

                             住 宅 局 

  

首都直下地震等の発生が切迫する中、住宅・建築物の耐震化を促進する

とともに、未耐震住宅・建築物の倒壊等の被害から生命を保護するため、住

宅・建築物の耐震化等に係る補助制度の拡充と十分な財源の確保を図るこ

と。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の目的に基づき、県民の生命

や身体を保護するため、民間住宅・建築物の耐震化を着実に促進するとと

もに、民間住宅・建築物の倒壊による被害の軽減のため、国庫補助限度額

の更なる引上げなど、補助制度の拡充及び十分な財源の確保を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 本県では、民間住宅の耐震化率を令和12(2030）年度までに96%とするこ

とを目標として、補助限度額の引き上げなど、国の取組に呼応しながら住

宅・建築物の耐震化に積極的に取り組んでいます。 

○ 現時点で耐震化を要する民間住宅の多くは、老朽化に伴う建替が実施さ

れている一方で、所有者の高齢化や費用負担が大きいこと等から、耐震化

の実施に至らない事例も多く見受けられます。 

○ 首都直下地震等の発生が切迫する中、県民の生命や身体を保護するた

め、着実に、国・市町村と連携して民間住宅・建築物の耐震改修工事等の

促進を図るとともに、個々の事情によりやむを得ず耐震化に至っていない

民間住宅・建築物の倒壊等の被害を軽減することが重要です。 

○ そのため、国庫補助限度額の更なる引上げなど、補助制度の拡充を図る

とともに、十分な財源を確保することが必要です。 

 

                 〔県所管部課：県土整備部 建築指導課〕 
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【50】空き家対策の更なる推進について 

  

        所管省庁：国土交通省 住宅局 

  

 防災や防犯・景観等の生活環境の向上を図るためには、増え続ける空き家

対策の更なる推進が不可欠であることから、必要な財源を安定的・継続的に

確保するとともに、空き家対策総合支援事業の更なる拡充を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 増加し続ける空き家に対応するためには、計画的かつ継続的に対策を進

めていく必要があるため、十分な財源を確保するとともに、国が示す事業

期間終了年次である令和 12(2030)年度以降も補助制度を継続すること。 

２ 社会情勢や地域の実情等を踏まえ、補助率や上限額を引上げるほか、補

助対象の拡大を図るなど補助制度の更なる拡充を図ること。 
 

【提案･要望の理由】 

○ 人口減少や少子高齢化等に伴う空き家の増加は、全国的な社会問題とな

っており、防災や防犯・景観等の生活環境の向上を図る観点から、地域の

実情に応じた空き家対策の実施が急務となっています。 

○ 国が令和５(2023)年度に実施した住宅・土地統計調査によると、本県に

おける住宅の空き家率は 16.9％と全国で 14 番目に高い状況にあり、これ

ら問題の解決を図るために、平成 28(2016)年度から県内各市町村が空家等

対策計画を策定し、空き家対策総合支援事業を活用しながら、空き家の利

活用や危険な空き家の除却等に取り組んできました。しかし、今後も空き

家は増加が見込まれており、国が示す事業期間終了年次である令和 12(203

0）年度以降も継続的な対策が必要な状況にあります。 

○ また、除却等が必要となる工場や店舗等の住宅以外の空き家が増加して

いることに加え、昨今の物価高騰に伴い、これまで以上に除却等に多額の

費用を要することから、補助率や上限額の引上げが必要です。 

○ さらに、他自治体への移住に限らず空き家を活用して住まいにする需要

の高まりや、今般の法改正で位置づけられた放置すれば周囲に著しい悪影

響を及ぼす空き家（管理不全空家等）への対応を踏まえた補助対象の拡大

が必要です。 

○ このような状況を踏まえ、地域の喫緊の課題である空き家対策について、

市町村が取り組む対策が円滑に実施できるように、必要な財源を安定的か

つ継続的に確保するとともに、補助制度の更なる拡充を図ることを要望し

ます。 

 

〔県所管部課：県土整備部 住宅課〕 
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【51】地方消費者行政の安定的な推進について 

 

所管省庁：内閣府 消費者庁 

 

地方自治体が安定的かつ継続的に消費生活の相談機能を維持し、消費者

被害の未然防止に向けた取組を強化するため、地方自治体の実情に即した

事業が実施できるよう交付金制度の改善を図るとともに、交付金措置を継

続すること。 

また、消費生活相談員の担い手確保・育成の取組を強化すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 効果的な消費者教育や消費生活相談体制の充実、消費者被害の未然防止

に向けた取組の強化など、地方自治体が地域の実情に即して交付金を活用

しやすくなるよう、補助率の引き上げや中長期的な課題にも対応できる実

施メニューの拡充等、制度の改善を図るとともに、交付金事務の円滑化に

努めること。 

２ 地方消費者行政を推進するための事業を安定的かつ継続的に行えるよ

う、地方消費者行政機能維持事業（相談機能維持・未然防止強化型）の補

助上限額に係る逓減の見直しをするとともに、令和 12 年度以降も交付金措

置を継続すること。 

３ 相談員の役割や働きがいについて国民へ十分な広報を行うとともに、潜

在的な有資格者の掘り起こしや就職・復職支援施策など、担い手確保・育

成の効果的な取組を強化すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 高齢化の進行やデジタル化の進展等により、消費者を取り巻く環境が複

雑化・多様化する中、県民の消費生活の安定と向上を図るためには、県と

市町がより緊密に連携・協力し、県全域において持続可能な消費者施策の

推進を図ることが重要となります。 

○ そのため、県が総合的・広域的な対策を積極的に展開し、市町に対する

きめ細かな支援を継続的に実施できるよう、活用しやすい交付金制度への

改善と、地方消費者行政機能維持事業（相談機能維持・未然防止強化型）

の補助上限額が逓減されることなく、令和 12 年度以降も継続した財源措置

を求めます。 

○  加えて、本県では、消費生活相談員の高齢化が全国を上回るペースで進

行しており、将来的な担い手不足が懸念されることから、国におかれまし

ても、相談員の役割や働きがいについて国民へ十分な広報を行うととも

に、潜在的な有資格者の掘り起こしや就職・復職支援施策など、次世代を

担う人材確保・育成の取組の継続・強化を要望します。 

 

〔県所管部課：生活文化スポーツ部 くらし安全安心課〕 
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【52】有機フッ素化合物対策の推進について 

  

       所管省庁：環 境 省 大 臣 官 房 
水 ・ 大 気 環 境 局 

農林水産省 消 費 ・ 安 全 局 
国土交通省 水管理・国土保全局 

 

 有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）対策を推進するため、地方公共団体の意見

を聴取し、各対策に反映させるとともに、科学的知見の集約及び知見に基づ

く各評価指標や排出源特定調査、濃度低減措置方法を確立する等、対策の充

実・強化を図ること。 

また、公共用水域及び地下水の調査や汚染井戸周辺地区調査、水道水に含

まれるＰＦＡＳの低減対策等、地方公共団体や水道事業者が行う取組に対

し、必要な財政支援等を講じること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 実行性のあるＰＦＡＳ対策を推進するため、具体的な対応を行う地方公

共団体から意見を聴取する場を設置する等により、各対策に地方公共団体

の意見を十分に反映させること。 

２ 国民のＰＦＡＳに関する健康影響への不安を払拭するため、国内外の健

康影響に関する知見の集約に努めるとともに、新たな知見について、速や

かに情報提供すること。 

３ 公共用水域及び地下水（以下「地下水等」という。）における「ＰＦＯ

Ｓ及びＰＦＯＡ（以下「ＰＦＯＳ等」という。）」の水質測定等について、

全国で統一化を図るため、地下水等の調査結果及び健康影響に関する知見

等に応じた地下水等の水質汚濁に係る評価指標を早急に確立すること。 

４ 風評被害や健康影響等が懸念されるため、ＰＦＡＳの農畜水産物への移

行・蓄積及びそれを介した健康影響を早急に解明し、農業用水や農地土壌、

肥料に係るＰＦＯＳ等の評価方法の確立及び必要な対策を講じること。 

５ ＰＦＯＳ等の土壌汚染の評価及び特性を踏まえた浄化等の対策を講ずる

ため、土壌中の測定方法、土壌に係る評価指標及び汚染対策（未然防止及

び浄化）を確立すること。 

６ 地下水等でＰＦＯＳ等が指針値を超えて検出された際に、飲用ばく露防

止の取組を確実に実施するため、科学的知見等に基づく汚染井戸周辺地区

調査、排出源特定調査及び濃度低減措置（地下水等の浄化対策等）の具体

的な方法を早急に示すこと。 

また、工場・事業場の設置者や土地所有者等（以下「事業場設置者等」

という。）が、地方公共団体による排出源特定調査（ＰＦＯＳ等含有製品

の使用状況の聞き取り調査等）に協力する制度や排出源が特定された場合

に事業場設置者等が濃度低減措置を講ずる制度を構築すること。 

７ 地下水等におけるＰＦＯＳ等の存在状況の把握及び飲用ばく露防止の取
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組を推進するため、地下水等の調査や汚染井戸周辺地区調査等、地方公共

団体の取組に対し、十分な財政支援や技術的支援を講ずること。 

８ ＰＦＯＳ等の環境中への流出を防止するため、国が主体となって、より

積極的にＰＦＯＳ等含有泡消火薬剤の漏出事故防止等の取組を進めるとと

もに、交換に要する費用支援制度を創設する等の施策を講ずること。 

９ 水道水から水質基準を超えるＰＦＯＳ等が検出された際に水道事業者が

行う、新たな水源井戸・浄化施設・緊急連絡管の整備にかかる補助制度の

更なる拡充及び十分な財政支援を行うこと。 

10 健康被害が発生した場合に備え、予め被害者への応急対応や拡大防止の

ための対策を定めるとともに、地方公共団体への支援体制を確立すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ ＰＦＡＳの一部であるＰＦＯＳ等については、全国各地の地下水等で指

針値を超える値で検出されており、その影響に関する不安が高まっており、

全国的な問題となっています。 

また、県内においても、下野市など５市町の地下水で指針値の超過が確

認され、下野市においては、水道水の水質基準値超過も確認されたことか

ら、多くの県民が不安を感じている状況です。 

このようなことから、国によるＰＦＡＳ対策の更なる推進が必要です。 

１ 国は、令和５(2023)年７月に「ＰＦＡＳに関する今後の対応の方向性」

を取りまとめる等、ＰＦＡＳに対する総合的対応を進めていますが、地下

水等の水質測定やＰＦＯＳ等が指針値を超えて検出された場合の対応は地

方公共団体が実施することとされています。しかし、各対策への地方公共

団体の意見反映が十分とは言えないため、地方公共団体から意見を聴取す

る場を設置する等により、より実行性のある対策とする必要があります。 

２ また、ＰＦＡＳに係る健康影響に関する科学的知見や存在状況、分析方

法及び対策技術の情報等は未だ十分とはいえないことから、国民の健康影

響への不安を払拭するには至っていません。 

  このため、国内外の健康影響に関する知見の集約及び新たな知見の速や

かな情報提供を行うとともに、令和６(2024)年８月に更新された「ＰＦＯ

Ｓ、ＰＦＯＡに関するＱ＆Ａ集」に、ＰＦＯＳ等が指針値を超えて検出さ

れた地下水等の飲用以外の利用に係る事項を追加する等、国民からの地方

公共団体への相談の状況を踏まえ、内容を拡充することにより、丁寧なリ

スクコミュニケーションを更に促進することが必要です。 

３ ＰＦＯＳ等の地下水等の水質汚濁に係る評価指標の位置づけは「要監視

項目」であり、地下水等の水質測定については、地方公共団体が地域の実

情に応じ実施することとされていますが、環境モニタリングの強化を図る

ため、水道水及び地下水等に係る調査結果並びに健康影響に関する知見等

に応じ、評価指標を確立することが必要です。 

また、ＰＦＯＳ等の「環境基準項目」への位置づけに係る検討状況を明

らかにするとともに、引き続き「要監視項目」の位置づけとする場合も、

測定地点の選定に係る具体的な指針が必要です。 
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４ 農畜水産物への影響に関する科学的な知見が乏しく、風評被害も含めた

生産・流通等への影響が懸念されるため、ＰＦＯＳ等の農畜水産物への移

行・蓄積及びそれを介した人への影響について早急に解明した上で、農業

用水や農地土壌、肥料に係るＰＦＯＳ等に関する指標の作成など評価方法

等の確立や、それらに基づく必要な対策を講じることが重要です。 

５ 土壌中のＰＦＯＳ等については、環境基準等の評価指標がなく、土壌汚

染の適正な評価ができない状況であり、また、その特性を踏まえた浄化等

の対策が不明なため、土壌に係る評価指標及び汚染対策の確立が必要です。 

また、令和５(2023)年７月に「土壌中のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ及びＰＦＨ

ｘＳの暫定測定方法について」において示された測定方法について、精度

の検証を引き続き行った上で、確立する必要があります。 

６ 地下水等でＰＦＯＳ等が指針値を超えて検出された場合の対応として、

令和６(2024)年 11 月に示された「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡに関する対応の手

引き（第２版）（以下「手引き」という。）」において、汚染井戸周辺地

区調査、排出源特定調査及び濃度低減措置を検討することが規定されてい

ますが、効果的に調査等を実施するため、水環境・土壌中のＰＦＯＳ等の

挙動等の科学的知見に基づく具体的な方法を提示することを要望します。 

また、手引きに基づく排出源特定調査は、法的に位置づけられているも

のではないことから、事業場設置者等が同調査に協力する制度を構築し、

調査の実効性を担保するとともに、事業場設置者等が排出源であった場合

に濃度低減措置を行う制度の構築も必要です。 

７ 地下水等のＰＦＯＳ等の水質測定や汚染井戸周辺地区調査等、地方公共

団体が、国の技術的助言や手引きに基づく取組を確実に実行できるように

するため、十分な財政的・技術的支援を求めます。 

８ ＰＦＯＳ等含有泡消火薬剤については、化学物質の審査及び規制に関す

る法律に基づく取扱上の技術基準や水質汚濁防止法に基づく事故時の措置

等の義務が規定されていますが、交換を推進し、環境中への流出を防ぐた

め、国が主体で取組を進めるとともに、交換費用の支援制度等が必要です。 

９ 既存の国の補助事業は、採択基準が厳しいうえに補助率が低く、水道事

業者によっては十分な対策を取れない可能性があります。 

そのため、補助制度の更なる拡充及び十分な財政支援を求めるものです。 

10 予期せぬ健康被害が発生した場合に備え、地域住民の生命・健康を確保

したり、被害を最小限にとどめたりするための対策を予め決定しておくと

ともに、現場で対応を行う地方公共団体を確実にサポートする体制を確立

しておくことを求めます。 

 

県所管部課：保健福祉部 感染症・疾病対策課  
環境森林部 環 境 保 全 課  
農 政 部 農 政 課 
県土整備部 上 下 水 道 課 
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【53】国会等移転の促進等について 

 

            所管省庁：国土交通省 国 土 政 策 局 

                 内 閣 府 大 臣 官 房 

                       国会等移転審議会事務局 

内 閣 官 房 防 災 庁 設 置 準 備 室 

 

 今後想定される首都直下地震をはじめとした大規模な自然災害や感染症

のパンデミック等に対する国の対応力強化及び東京一極集中是正の観点か

ら、国会等移転の早期実現に向けて、国会において具体的な議論が進展する

よう働きかけるとともに、国民の合意形成に向けた取組を強化すること。 

 また、国会等移転のワンステップとして、大規模災害時等における危機管

理機能などを有する「キャンプ那須(仮称)」の整備を検討すること。 

さらに、「分散型社会」の構築に向けて、「地方創生に関する総合戦略」

で掲げる「政府関係機関の地方移転」や「産業の地方移転・産業立地促進」

等の施策を着実に推進し、中央省庁や研究機関・研修機関等の更なる地方移

転を実現するとともに、企業の本社機能や大学等の地方移転に対する支援を

充実・強化すること。 

加えて、防災庁について、防災局及び防災大学校を含めた詳細な情報を速

やかに明らかにするとともに、大規模災害時のバックアップ拠点としてふさ

わしい本県に設置すること。 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

１ 東日本大震災後も我が国は様々な災害に見舞われており、今後想定され

る首都直下地震をはじめとした大規模な自然災害や感染症のパンデミック

等に対する国家中枢機能の災害対応力の強化及び東京一極集中の是正の必

要性が再認識されているため、国会において国会等移転の早期実現に向け

た具体的な議論が進められるよう、強く働きかけるとともに、国会等移転

の意義・必要性について国民に具体的に説明するなど、その合意形成に向

けた取組を強化すること。 

２ 国会等移転のワンステップとして、次のような多様な機能を持った 

「キャンプ那須(仮称)」の整備について検討すること。 

・大規模地震等に備える危機管理機能を有する施設 

・外国からの要人を迎え、政府首脳と会談を行う迎賓施設 

・首相をはじめ政府首脳が静養も行える施設 

 ３ 東京圏に集中した社会機能を地方に分散させた「分散型社会」の構築に

向けて、「地方創生に関する総合戦略」で掲げる「政府関係機関の地方移

転」や「産業の地方移転・産業立地促進」等の施策を着実に推進し、中央

省庁や研究機関・研修機関等の更なる地方移転を実現するとともに、企業

の本社機能や研究所、大学等、様々な社会機能の地方移転に対する国の支

援を充実・強化すること。 

４ 防災庁について、地方機関である「防災局」及び文教研修施設である「防

 90 



災大学校」を含めた詳細な情報を速やかに明らかにするとともに、首都直

下地震など大規模災害時のバックアップ拠点としてふさわしい本県に設置

すること。 

 

【提案・要望の理由】 

○ 国会における議論の場となっていた「国会等の移転に関する政党間両院

協議会」は、平成 17(2005)年 10 月を最後に開催されていません。 

○ 平成 23(2011)年３月 11 日に発生した東日本大震災は、未曾有の被害を

引き起こしました。仮に同規模の震災が東京で発生した場合、国の中枢機

能が停止状態に陥ることが危惧されます。 

○ 本来の国会等移転の早期実現に向けて具体的な議論が進展するよう、強

く働きかける必要があります。その際、国会等移転審議会において、「栃

木・福島地域」が候補地として最高評価を得ているこれまでの議論を尊重

するとともに、国民に対し移転の意義・必要性を具体的に説明し、その関

心を高め、合意形成を図ることが重要です。 

○ また、今後想定される首都直下地震をはじめとした大規模な自然災害や

テロ、感染症のパンデミック等に対する国の対応力強化の観点から、「大

都市圏への過度な人口集中」に伴うリスクを減少・回避するため、東京と

は別の場所に危機管理機能を有する施設を整備しておくことの重要性が改

めて認識されました。 

○ このため、国会等移転のワンステップとして、「自然環境に恵まれ、公

有地が確保しやすく、東京にも近い」といった多くの長所を有する那須地

域に、「キャンプ・デービッド」のような多様な機能を持った「キャンプ

那須(仮称)」を整備することが必要と考えます。 

○ さらには、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、東京圏への過

度な人口集中に伴うリスクが再認識されるとともに、テレワークが普及す

るなど、人々の意識や社会経済情勢に大きな変化をもたらしました。今後

は、東京圏に集中した社会機能を地方に分散させた「分散型社会」の構築

が重要であり、国が「地方創生に関する総合戦略」で掲げた「政府関係機

関の地方移転」や「産業の地方移転・産業立地促進」等の施策を着実に推

進し、中央省庁や研究機関・研修機関等の更なる地方移転を実現するとと

もに、企業の本社機能や研究所等、様々な社会機能の地方移転に対する国

の支援を充実・強化することが必要であると考えます。 

○ 加えて、今後設置が予定されている防災庁については、地方機関である

「防災局」及び文教研修施設である「防災大学校」を含めた詳細な情報が

明らかになっていないことから、これを速やかに明示することを要望する

とともに、本県は災害が比較的少なく、東京圏との近接性や東北・上信越

方面へのアクセスに優れるほか、防災拠点の機能強化等にも取り組むなど、

首都直下地震等大規模災害時のバックアップ拠点としてふさわしいため、

本県への防災庁（防災局及び防災大学校を含む）の設置を要望します。 

 

県所管部課：総 合 政 策 部 総合政策課  

危機管理防災局 危機管理課  
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【54】文化財の保存活用への支援について 

 

       所管省庁：文化庁 

  

文化財を適切に保存し後世に確実に継承するとともに、その活用を推進す

るための財政支援の充実や補助対象の拡充を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 栃木の自然や人々の生活などの風土と歴史の中で育まれてきた貴重な文

化財を生かすとともに、適切に保存し後世に確実に引き継いでいくため、

文化財の保存活用について必要な予算を確保し支援の充実を図ること。 

２ 国宝・重要文化財の修理等に限られている補助率加算制度を重要無形民

俗文化財にも適用すること。 

３ さらに、重要無形民俗文化財において象徴的・中心的役割を果たし、そ

の本質に深く係わる用具については国庫補助の対象とすること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 本県においては、文化財保護法に基づき、文化財の保存と活用の基本的

方向性を定める「栃木県文化財保存活用大綱」を令和２(2020)年度に策定

しており、県内市町においては「文化財保存活用地域計画」を策定し、そ

の保存と活用に向けた検討が進められているところです。 

〇 これら大綱及び地域計画に掲げた施策を確実に実施するための予算の確

保に努めていますが、近年、国庫補助事業において補助額が削減されてお

り、貴重な文化財の計画的な保護に影響が生じています。 

○ このため、栃木の自然や人々の生活などの風土と歴史の中で育まれてき

た貴重な文化財を、適切かつ計画的に保存し、より一層の活用を図ること

ができるよう、必要な予算を確保し支援するよう要望します。 

○ また、重要無形民俗文化財である伝統行事・民俗芸能については、過疎

化、少子高齢化等により存続が危ぶまれるとともに、継承に必要な費用の

負担が増大していることから、国宝・重要文化財の修理等に限られている

補助率加算制度を適用するよう要望します。 

○ さらに、重要無形民俗文化財において象徴的・中心的役割を果たし、当

該文化財の本質に深く係わる用具については、それが消耗品であっても国

庫補助の対象とするよう要望します。 

 

〔県所管部課：生活文化スポーツ部 文化振興課〕 
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【55】地域活性化に資する社会教育施設の整備に係る支援について 

 

所管省庁：内閣府 地方創生推進室 

 地域未来交付金を活用して地域活性化に資する社会教育施設を整備する場

合、資材価格の高騰や工期の長期化等の実態に即した事業の実施や、ＰＦＩ方

式による長期的な整備運営を推進できるよう、制度の見直しを行うこと 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 地域未来交付金を活用して地域活性化に資する社会教育施設を整備す

る場合、資材価格や人件費高騰に加え、工期の長期化が進んでいることを

踏まえ、交付上限額の引き上げや事業期間の更なる延長など、実態に即し

た制度の見直しを行うこと。 

２ とりわけ施設整備をＰＦＩ方式で実施する場合、設計・建設・運営等を

長期一括で契約することから、事業期間の起算点を事業契約時ではなく工

事着手時点とするなど、同方式による事業実施を踏まえた見直しを行うこ

と。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 地域の社会教育施設は、貴重な財産である歴史や文化等の保存・継承、

優れた美術作品等の発表・鑑賞、学習機会の提供等、県民の学びや創造を

支える重要な役割を担ってきました。近年ではこれらの機能にとどまら

ず、地域人材の育成、官民連携、関係人口創出など地域活性化の中核的な

拠点へと役割が拡大しています。 

○ 県では美術館、図書館及び文書館について、本県の文化振興の中核とし

て、再整備を行うこととし、とちぎの「文化と知」の継承や、新たな「文

化と知」の創造等を通じた地域を支える人づくりに寄与し、地域活性化に

もつながる拠点となるよう、具体的な検討を進めています。 

○ こうした施設整備を行う際、昨今では、建築単価の高騰、資材価格・人

件費の上昇に加え、人材不足や週休２日制の本格導入等により工期の長期

化が進んでおり、また、ＰＦＩ方式で実施する場合、ＰＦＩ特有の事業プ

ロセスを考慮すると、更なる長期化が想定され、現行の交付上限額や事業

期間等の要件では、実態に即した柔軟な事業実施が困難となっています。 

○ このため、令和８年１月 27 日付、内閣府地方創生推進室発出の「地域

未来推進型の取扱いについて」に記載されている以下の点について見直す

ことを要望します。 

①「１事業当たり 15 億円」とされている交付上限額の引上げを行うこと。 

②「最長５か年度」とされている事業期間について、更なる延長を可能と

すること。 

③事業期間の起算点は契約締結時とされているが、設計・建設・運営等を

長期一括で契約するＰＦＩ事業においては、工事着手時点とすること。 

〔県所管部課：生活文化スポーツ部 文化と知の創造拠点整備室〕 
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【56】地方大学への支援の充実について 

 

                   所管省庁：内 閣 官 房 新しい地方経済･生活環境創生本部事務局 

文部科学省 高 等 教 育 局 

 

 地方大学が、地方創生やイノベーション創出に引き続き取り組めるよう、

財源の拡充やデジタル人材の育成並びに特色ある取組や大学の施設等整備

に対する支援の充実を図ること。 

また、学生の地方定着等に向けた各種支援策を講じるとともに、高等教育

の「規模」の適正化や「アクセス」確保については、丁寧に検討すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 地方大学が、地方創生やイノベーション創出を担う人材育成に引き続き

取り組んでいけるよう、運営費交付金等の更なる拡充や、デジタル人材育

成のための定員増及び教育人材の確保を図るとともに、産学官金の連携・

協働による特色ある取組やＤＸ等に対応した大学の施設等整備に対する支

援の充実を図ること。 

２ 地元の地方大学に入学しようとする学生に対し授業料減免等のインセン

ティブを与える制度や、学生の地域内での就職率等の実績に応じた地方大

学に対する優遇措置の創設、地方定着等に向けた地方大学や地方自治体の

取組に対する支援の充実を図るとともに、高等教育の「規模」の適正化や

「アクセス」確保については、地方大学が地方創生に果たす役割の重要性

に十分配慮し、丁寧に検討すること。 

 

【提案･要望の理由】 

 ○ 地方大学は、地域における「知と人材の集積拠点」として、地域の将来

を支える人材の育成・定着や地域産業の発展に貢献するなど、地方創生に

とって重要な役割を担っています。また、人口減少問題の克服やＤＸの加

速化、2050 年カーボンニュートラル実現、頻発・激甚化する自然災害への

対応など、困難かつ社会的な影響の大きい課題に的確に対応していくため

にも、地域社会において地方大学が果たす役割はますます大きくなってい

ます。 

 ○ 本県においても、県内の高等教育機関で構成する「大学コンソーシアム

とちぎ」において、それぞれが得意分野を持ち寄り、教育・研究はもとよ

り、多方面にわたり地域の団体や地元の企業との連携に取り組んでいます。 

 ○ 今後も、地方大学が、地方創生や地域におけるイノベーション創出を担

う人材育成に恒常的に取り組んでいくためには、基盤となる運営費交付金

等の更なる拡充や、デジタル人材育成のための定員増及び教育人材の確

保、地方大学が地方自治体や地方の産業界と連携・協働して実施する特色

ある取組に対する支援の充実が必要です。 
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○ 併せて、産学官金の連携の拠点となる大学施設について、老朽化に対応

した施設改修はもとより、ＤＸなど新たな課題への対応に必要な施設設備

の機能強化を図っていく必要があります。 

○ また、地方大学は、魅力ある地域づくりの一翼を担うとともに、地元進

学率や地域内での就職率を向上させ、若者の東京圏への流出に歯止めをか

けるべく取り組んでいます。学生が生まれ育った地域の将来を担えるよう、

地元の地方大学に入学しようとする学生に対し授業料減免など、インセン

ティブを与える制度や、地域内における就職者等の実績に応じた地方大学

に対する運営費交付金等の増額等の優遇措置の創設、地域内での進学や就

職を促す地方大学や地方自治体の取組に対する支援の充実が必要です。 

○ さらに、昨年２月、中央教育審議会より今後の高等教育の在り方につい

て答申がありました。その中では、「規模」の適正化や「アクセス」の確

保など方向性が示されていますが、今後、この答申を踏まえた具体的な施

策を進める上では、地方大学が地方創生に果たす役割の重要性に十分配慮

し、丁寧に検討を行う必要があります。 

 

                               〔県所管部課：総合政策部 総合政策課〕 

 95 



【57】部活動改革の推進について 
 

所管省庁：文部科学省 文 化 庁 

スポーツ庁 

  

部活動指導員の配置や部活動の地域展開に係る地域クラブ活動の体制整備、指導

者となる人材の確保など、部活動改革の推進に向けた取組の充実・強化及び財政的

支援の継続を図るとともに、平日の部活動の地域展開に係る国のビジョンを示すこ

と。また、中体連や高体連主催等の大会運営のあり方に係る国の考え方を示すとと

もに、大会運営の転換に必要な財政的支援を行うこと。さらに、部活動の遠征等に

おける移動手段に必要な経費について、財政的支援を行うこと。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 適切な部活動環境を整備するため、部活動指導員の配置に必要な経費につい

て、今後も継続した財政的支援を行うこと。 

２ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体の体制整備や指導者となる人材の確保

など、部活動の地域展開の推進に向けた取組の充実・強化及び財政的支援の継

続を図ること。 

３ 生徒の活動機会に地域格差が生じることのないよう、平日の部活動の地域展

開に係る明確な国のビジョンを示すこと。 

４ 中体連や高体連主催等の大会運営のあり方に係る国の考え方を示すととも

に、大会運営の転換に必要な経費の財政的支援を行うこと。 

５ 部活動の遠征等における移動手段について、生徒の安全確保とともに、保護

者の経済的負担の軽減を図るための財政的支援を行うこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ これまで部活動は教員による献身的な勤務の下で成り立っており、休日を含

め長時間勤務の要因であることや、指導経験のない教員にとって多大な負担で

あることから、教員に代わり部活動指導を行う者を配置しない限り、部活動の

縮小や廃止により生徒が望ましい指導を受けられない場合が生じかねません。 

○ また、本県は、平成 28(2016)年度に那須雪崩事故という悲惨な事故を経験し

ており、指導力の高い人材の配置は、安心安全な部活動を実施するためにも必

須であります。 

○ そこで、持続可能な部活動環境を整備するため、部活動指導員の配置に必要

な経費について、今後も継続した財政的支援を行うことを要望します。 

○ また、学校の働き方改革を踏まえた部活動改革の一つの方策として、部活動

改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドラインにおいて令和

８(2026)年度から令和 13(2031)年度までを改革実行期間とし、休日においては

改革実行期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す

としていますが、地域展開を推進するためには、地域クラブ活動の運営団体・
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実施主体の体制整備や指導者となる人材の確保などに取り組むとともに、休日

の部活動の地域展開により保護者の費用負担が過大とならないよう、長期的な

支援方策を検討する必要があります。 

〇 このため、部活動改革の推進に向けたこれらの取組の充実・強化及び財政的

支援の継続を要望します。 

〇 さらに、平日の部活動の地域展開に関しては、明確な国のビジョンが示され

ていないため、各地方自治体が独自の判断において地域展開等の取組を実施す

る必要があり、その結果、自治体間で取組の進度や体制に差異が生じ、生徒が

享受できる活動機会にも地域格差が生まれることが懸念されます。ついては、 

生徒の活動機会に地域格差が生じることのないよう、平日の部活動の地域展開 

に係る明確な国のビジョンの提示を要望します。 

〇 加えて、学校部活動に関連し、中体連や高体連主催等の大会の運営について

は、大会役員や事務局としての任務、顧問としての引率など、教員が過大な業

務を担っており、学校全体に様々な支障が生じていることから、教員中心の大

会運営から民間事業者等との役割分担による運営への転換を図る必要がありま

す。また、昨今の猛暑下における大会については、子どもたちの安全や健康を

第一に、大会日程の見直しやクーリングタイム導入など、更なる熱中症対策を

講じる必要があります。 

〇 そこで、中体連や高体連主催等の大会運営のあり方に係る国の考え方を示す

とともに、大会運営の転換に必要な経費の財政的支援を要望します。 

〇 さらに、先般の磐越道におけるバス事故を受け、生徒の安全確保が何より重

要であることから、事故防止等に対する万全の措置を講じる必要があります。

このため、生徒の安全確保と保護者の経済的負担の軽減を図るため、部活動の

遠征等における借上バスや緊急時のタクシー使用に対する補助など、国からの

財政的支援を要望します。 

 

県所管部課：教育委員会事務局 義務教育課 

高校教育課 

生涯学習課 

健康体育課 
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【58】公共交通サービスの確保・充実について 

 

 所管省庁：国土交通省 大 臣 官 房 

 総 合 政 策 局 

 都 市 局 

 道 路 局 

 鉄 道 局 

 物流・自動車局 

 観 光 庁 

 

 県民の日常生活における移動手段を確保するため、公共交通サービスの

確保及び充実に対する支援制度の更なる拡充を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

 １ 県民の日常生活を支えるバス等の生活交通の確保・充実に対する支援制

度の拡充や地方財源への支援を強化するとともに、十分な財源を確保する

こと。 

 ２ 第三セクター鉄道の経営安定のための運営費補助等の創設や地方負担に

係る地方財政措置の拡充を講じるとともに、鉄道安全輸送設備の維持改善

のための十分な財源を確保すること。 

 ３ 地域の公共交通利用者移動の利便性向上を図るため、キャッシュレス決

済の導入や、ノンステップバス及びユニバーサルデザインタクシーの導入

等によるバリアフリー化に向けた必要な財源を確保すること。 

 ４ 地域が抱える諸課題の解決等に資する地域交通ＤＸを推進するため、ノ

ウハウ面での支援とともに引き続き十分な財源を確保すること。 

 ５ 地域住民の生活や観光地における移動手段の確保のため、無人自動運転

移動サービスの導入に向けた地方の取組に対し、地域の実情を考慮の上、

財政支援を拡充するとともに、関係法令に基づく諸手続が円滑に進むよう、

関係府省庁による総合的かつ横断的な支援体制を整備すること。 

 

【提案･要望の理由】 

 ○ 超高齢社会や環境問題への対応、地域間の連携・交流の促進等の観点か

ら、これまで以上にバス、鉄軌道等の公共交通ネットワークの確保・充実

に向けた取組を推進していく必要があります。 

 ○ 交通事業者は、国において措置される各種補助制度を活用しながら、企

業経営の改善に努めているところですが、事業継続のための経営努力は限

界を迎えており、新たな取組を行う余力はありません。持続可能な公共交

通の実現に向けては、既存の運行費補助の対象拡大のほか十分な財源確保

や補助率の引上げなど、更なる支援が必要です。 
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■バス・タクシー等 

 ○ バス・タクシー等の生活交通については、地域の特性やニーズに応じて、

その改善・充実に取り組んでおりますが、一方で、公費負担の増大や担い

手不足が持続可能な公共交通の確保・充実を図る上での大きな課題となっ

ています。 

 ○ バスの地域間幹線系統に対する運行費補助（地域間幹線系統確保維持費

国庫補助金）については、地域キロ当たり標準経常費用が本県の実態に見

合っていないことなどにより、現実には実際の欠損額が補助額を上回り、

県と市町村でその差額を補填している状況にあります。 

 ○ バスの地域内フィーダー系統に対する運行費補助（地域内フィーダー系

統確保維持費国庫補助金）にあっては、必要な補助額が措置されない事例

もあり、生活交通を支える市町村及びバス事業者の負担は更に増大してい

ます。 

 ○ そのため、バスの運行費補助については、算定方法や補助額上限規定の

見直しなど、支援制度の拡充及び地方財源への支援の強化とともに、十分

な財源の確保が必要です。 

 

■第三セクター鉄道 

 ○ 本県内の第三セクター鉄道である野岩鉄道、真岡鐵道、わたらせ渓谷

鐵道は、地域振興、住民生活の基盤として必要不可欠な公共交通であり

ますが、自治体が支援してもなお、厳しい経営状況が続いています。つ

いては、将来にわたる安定した経営基盤の強化、運転士不足への対応等

により地域の移動手段を確保していくため運営費補助等の財政支援制度

の創設を図るとともに、地方負担に係る地方財政措置の拡充を講じるこ

とが必要です。 

 ○ また、鉄道輸送設備の安全性向上に加え、開業から 40 年程の老朽化し

た設備の適切な管理が喫緊の課題となっており、鉄道軌道安全輸送設備

等整備事業等への要望が高まっていることから、引き続き十分な財源の

確保が必要です。 

 

■公共交通の利便性向上 

 ○ 高齢者をはじめ、誰もが安心して快適に暮らし、社会活動が営めるよう、

地域の実情に応じた持続可能な公共交通サービスの確保・充実に取り組む

ため、大手の交通事業者では運行情報等のデジタル化への対応や路線バス

等へのキャッシュレス決済の導入、ノンステップバスやユニバーサルデザ

インタクシーの導入、鉄道駅のバリアフリー化などの取組が進められてい

ます。一方、中小の事業者や市町村にこれらの投資をする余力はなく、そ

の有用性等を認識しながらも検討にとどまっているのが現状です。 

 ○ これらの取組は、地域の公共交通利用者の利便性向上に資するほか、訪

日外国人や地域に不慣れな旅行者等の移動円滑化にもつながり、地域の公

共交通の活性化、ひいては地域の活力向上も期待できることから、支援制

度の更なる充実とともに、引き続き十分な財源確保が必要です。 
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■地域交通ＤＸの推進 

 ○ 国において地域交通の持続可能性、利便性、生産性向上を実現する地域

交通ＤＸ推進プロジェクト「ＭａａＳ２．０」が進められる中、本県にお

いても公共交通分野におけるデジタル活用に向けた取組を進めているとこ

ろです。 

 ○ 地域交通ＤＸの推進に当たっては、各種公共交通情報のデータベース化

及びリアルタイム情報との連携、公共交通機関におけるキャッシュレス決

済への対応など、多額な費用を伴うＩＣＴの活用が不可欠であり、さらに

は地域の実情に応じて、データを一体的に取得・分析・活用するためのス

キルの習得も必要となることから、ユースケースの異なる地域へのノウハ

ウ面での支援とともに引き続き十分な財源確保が必要です。 

 

■無人自動運転移動サービス 

 ○ バス運転手等の高齢化により、公共交通の担い手不足が深刻化する中、

運転免許証を返納する高齢者や訪日外国人の増加等により、地域住民の生

活や観光地等における移動を支える公共交通の確保・充実はますます重要

な課題となっています。 

 ○ このため、誰もが自由に移動できる公共交通手段として、無人自動運転

移動サービスの社会実装に向けた取組を促進することは、これら社会課題

の解決につながることから、引き続き十分な財源確保が必要です。 

 〇 更に本県では、レベル４による自動運転バスの本格運行を目指しており

ますが、今後、県内各地にこの取組を普及・拡大させていくためには、地

域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動運転社会実装推進事業）の返

還については地域の実情に応じて判断するとともに、本格運行後の経費増

大等に対する財政支援の拡充が必要です。 

 ○ また、実際の運行にあたっては、道路法や道路交通法、道路運送法等、

関係法令に基づく許可及び協議が必要となることから、それらが円滑に進

むよう、関係府省庁による総合的かつ横断的な支援体制の整備が必要です。 

  

 〔県所管部課：県土整備部 交通政策課〕 
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【59】デジタル・トランスフォーメーションの推進等について 

 

所管省庁：内閣官房 新しい地方経済・生活環境創生本部事務局 

内 閣 府 規 制 改 革 推 進 室 

デ ジ タ ル 庁 

          総 務 省 自 治 行 政 局 

総 合 通 信 基 盤 局 

農林水産省 林    野    庁 

  

行政手続のオンライン化やデジタル・ガバメントの推進に向けて、国が旗

振り役となって必要な対策を講じること。 

また、デジタル活用の拡大を図るため、山間地を含め、地方における５Ｇ

の特定基地局の整備促進に取り組むこと。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 行政手続のオンライン化を推進するため、所管省庁に対し、好事例の周

知を要請すること。 

２ 標準準拠システムへの円滑な移行を支援する「デジタル基盤改革支援補

助金」については、更なる財政負担が生じる懸念があることから、必要額

を確実に措置するとともに、標準準拠システムへの移行によるランニング

コストの増加分に対しても十分な財政措置を講ずること。 

３ マイナンバー制度への理解促進に向けた取組を継続し、信頼の維持・構

築に務めること。 

４ サブ６基地局を含む５Ｇの特定基地局について、デジタルの力を活用し

た地方創生 2.0 の実現のため、速やかに整備されるよう、通信事業者に強

く働きかけること。 

５ 森林・林業の分野において、効率的かつ安全・安心な労働環境を創出す

るため、山間地においても５Ｇの特定基地局を整備すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 生産年齢人口の減少や高齢化の進展等により人材不足の一層の深刻化が

予想される中、官民の業務効率化及び労働生産性の向上のためには、デジ

タル化を前提とした社会の変革が求められており、地方行政においてもそ

れに合わせた環境整備が喫緊の課題となっています。 

○ ユーザー目線に立った行政手続のオンライン化の推進のためには、住民、

職員双方にとって最適なシステム環境を構築することが不可欠であり、シ

ステム開発等の好事例の共有は、成功への近道となると考えます。 

〇デジタル基盤改革支援補助金については、令和６年８月に実施された移行

経費調査結果を精査の上、令和７年６月に補助上限額が提示されました。

同年７月には改めて移行経費調査が実施され、11 月に令和７年度末までの
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執行予定額を考慮した配分額が措置されたところですが、令和８年度以降

の移行経費が補助上限額を上回る自治体が一定数存在し、このままでは自

治体の負担が発生するおそれがあることから、デジタル基盤改革支援補助

金において、必要となる移行経費全額について確実に財政措置をしていた

だく必要があります。 

〇 また、地方財政措置を講じることとされているシステム運用経費につい

ても経費削減のための必要な対策を講じるとともに、地方の負担増となら

ないよう国の責任において、地方交付税の交付されていない自治体を含め、

全ての自治体に対し、確実な財政支援をしていただく必要があります。 

○ マイナンバー制度はデジタル社会の基盤となるものであり、行政の効率

化や国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現に大きく寄与するもの

であることから、依然として残るマイナンバー制度への不安の払拭のため

に継続的に取り組み 、信頼の維持・構築に努める必要があります。 

○ また、ＤＸの推進に当たっては、高速大容量・多数同時接続・超低遅延

である５Ｇは必須のインフラであり、特に、伝送情報量の大きいサブ６基

地局の本県における展開率については、全国に比べ著しく低い状況であり、

多くの県民が高速通信の恩恵を受けられない状況であることから、早急な

整備が必要です。 

○ 森林・林業の作業現場では、携帯電話の電波が届かず、インターネット

に接続できないなど、オフラインの通信環境にあります。担い手の高齢化

やなり手不足への対応及び労働災害の発生防止に向け、業務・作業のＩＣ

Ｔ化や情報基盤の整備が喫緊の課題になっています。 

○ ５Ｇを活用することが可能であれば、遠隔操作により機械で伐採するこ

とで省力化や危険回避につながり、また事故が発生した場合に自動で管理

者に位置及び状況のデータを送信することで救助の遅延防止にも資するな

ど、効率的かつ安全・安心な労働環境の創出が期待できることから、山間

地においても通信環境の整備が必要です。 

 

            県所管部課：総合政策部 デ ジ タ ル 戦 略 課 

経営管理部 行政改革ＩＣＴ推進課 

環境森林部 環 境 森 林 政 策 課 
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【60】グリーン社会の実現に向けた取組の推進について  
 

         所管省庁：環 境 省 地 球 環 境 局 
     水 ・ 大 気 環 境 局 

経済産業省 大 臣 官 房 
イノベーション・環境局 
商 務 情 報 政 策 局 
資源エネルギー庁 

   農林水産省 大  臣  官  房 

  

地域の実情に応じた気候変動対策を推進できるよう、温室効果ガス排出

削減対策やエネルギーの地域循環、企業の競争力強化、農業の環境負荷低

減及びイノベーションの促進など、グリーン社会の実現に向けた支援の更

なる充実を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、中小企業等が脱炭素化を

自分事として捉え、取組を進めるよう促す仕組みを構築すること。さらに、

中小企業等における省エネ設備等導入及び温室効果ガス排出削減のため

の燃料転換を図る設備更新に対する支援制度の拡充を図ること。 

２ 工場間一体省エネルギー事業において、地域の省エネ・省 CO2 化を一層

推進するため、エネルギーの有効活用を図れるよう制度の柔軟な運用を認

めること。 

３ ガソリン・軽油自動車等から電動車への転換を促進するため、ＥＶ急速

充電器等のインフラ整備を早期に進めること。 

また、燃料電池自動車の普及拡大に向けて、商用水素ステーションの運

営費に対する支援策の拡充を図ること。 

４ メタネーションによる脱炭素化も期待できる都市ガスの普及を促進す

るため、技術開発や導管などインフラ整備等への支援策を講じること。 

 ５ 地域の企業、産業支援機関、大学における革新的技術の創出を進めるた

め、地域の特性に応じた産業振興に資する研究開発の取組等を支援する制

度を創設、拡充すること。 

また、みどりの食料システム戦略の実現に向けた地域の取組に対する支

援制度を拡充すること。特に、現在見直しが進められている「環境保全型

農業直接支払交付金」においては、現場のニーズを踏まえた恒久的な支援

とすること。 

６ 温室効果ガス排出量の削減に向けた県民一人ひとりの行動変容を促進

するための普及啓発を一層拡充するため、地球温暖化防止活動推進センタ

ーに対する更なる財政的支援を行うこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 本県では、令和４(2022)年３月に「2050 年とちぎカーボンニュートラル

実現に向けたロードマップ」を策定し、経済と環境の好循環による、持続

可能で力強い経済社会の構築を目指し、2030 年度の温室効果ガス排出量に

 103 



ついて、国を上回る 50％削減という目標を掲げ、産業、交通、家庭など分

野ごとの削減目標と取組の方向性を示しております。 

○ 本県におけるエネルギー由来の排出量のうち、産業及び交通分野が全体

の 63％を占めており、両分野での排出量削減が急務となっています。 

そのため、産業分野におけるエネルギー消費の抑制や化石燃料使用設備

から環境負荷の低いエネルギーを使用する設備転換を促進する必要があ

ります。 

○ 加えて、エネルギー使用の合理化や排出量の報告等を求められる大企業

に比べ、中小企業等については、脱炭素経営を行う動機付けが少ないこと

から、中小企業等における自主的な取組を促す仕組みの構築が重要です。 

○ また、「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」は、

省エネルギー化を推進するため、エネルギーの相互融通により複数事業者

が一体となって行う工場間一体省エネ事業を支援しておりますが、本補助

金を活用した場合、補助事業者以外へのエネルギー供給が認められていな

いため、省エネ性能に優れたエネルギーが十分に活用できず、課題となっ

ております。 

○ 交通分野においては、ガソリン車等から電動車への転換を図るため、普

及活動における乗り換え促進と併せ、民間企業参入のハードルが高いＥＶ

急速充電器等のインフラ整備を促進し、利便性を高め、乗り換えへの環境

整備を図る必要があります。 

  また、水素充填インフラについては、現在、日本水素ステーションネッ

トワーク合同会社（JHｙM）から事業者に対しての運営費の補助制度があり

ますが、2027 年度末で JHｙM の補助がなくなることを踏まえ、運営費補助

の拡充を図る必要があります。 

 ○ エネルギーの安定供給と脱炭素化を両立させるため、比較的 CO2 排出量

が少ない、メタネーションによる脱炭素化も期待できる都市ガスの普及も

重要であることから、技術開発や導管などインフラ整備等への支援策を講

じる必要があります。 

○ また、カーボンニュートラルの実現に向けた「グリーン成長戦略」に呼

応し、本県の産業分野における取組の基本姿勢や方向性を示す「とちぎグ

リーン成長産業振興指針」を令和４(2022)年３月に策定し、脱炭素化を契

機とした本県経済の力強い成長に向け積極的に取り組んでおります。 

農業分野においては、農業の生産力向上と持続性の両立に向けた「みど

りの食料システム戦略」に則し、県が推進する指針として「とちぎグリー

ン農業推進方針」を策定し、一層の環境負荷軽減に取り組むこととしてい

ます。 

両戦略の推進のためには、地方における民間企業や農業者の前向きな挑

戦・研究開発を支援する環境づくりが不可欠であることから、これに資す

る制度の創設等も必要です。 

特に、有機農業やたい肥を活用した土づくり、総合的防除など、農業に

おける環境負荷軽減に取り組む農業者の継続的な取組が重要であること

から、現在見直しが進められている「環境保全型農業直接支払交付金」に

おいては、支援期間に期限を設けないことに加え、さらなる予算確保や事

務手続きの簡素化が必要です。 
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○ 温室効果ガス排出量の削減目標を達成するためには、これまでの普及啓

発にとどまらず、県民一人ひとりの行動変容を促進するための取組の強化

が必要です。 

  一方で、県と連携して普及啓発の役割を担う地球温暖化防止活動推進セ

ンターへの財政的支援が十分ではなく、取組の強化に必要な人的体制の確

保が課題となっております。 

 

県所管部課：環 境 森 林 部 環境森林政策課 

気候変動対策課 

産業労働観光部 産 業 政 策 課 

                           工 業 振 興 課 

                   農  政  部 経 営 技 術 課 
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【61】再生可能エネルギーの導入促進について  
 

         所管省庁：環 境 省 大  臣  官  房 
地 球 環 境 局 

経済産業省 資源エネルギー庁 

  

再生可能エネルギーの創出を加速させるため、地方自治体の取組に対し

十分な財政措置を講じるとともに、脱炭素先行地域等の先行事例の横展開

に向けて、十分な技術的・財政的支援を行うこと。 

また、大規模太陽光発電事業に関する対策パッケージで示された施策を

速やかに実施すること。 

さらに、ペロブスカイト太陽電池にかかる支援の拡充、量産体制の構築

及び需要の創出を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 温室効果ガス排出量の早期削減とエネルギーの地域内循環を実現し、地

域の脱炭素化と災害等へのレジリエンス強化を同時に実現する再生可能

エネルギーの創出を加速させるため、地方自治体の主体的な取組に対し、

十分な財政措置を講じること。 

２ 脱炭素先行地域等の先行事例を踏まえて、地域脱炭素の取組を拡大して

いくため、十分な技術的・財政的支援を行うこと。 

３ 大規模太陽光発電事業（メガソーラー）に関する対策パッケージで示さ

れた施策を速やかに実施すること。 

４ 次世代型太陽電池であるペロブスカイト太陽電池について、研究開発・

実証・社会実装の取組支援の拡充や量産体制の構築を図るとともに、補助

制度の対象となる施設の要件を緩和するなどの需要の創出を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

 ○ 地域資源である再生可能エネルギーを有効利用することは、脱炭素化は

もとより、エネルギー代金の流出防止や災害時へのレジリエンス強化につ

ながるなど、地域にとって有効な取組であり、地方自治体自身の率先的な

取組や、地方自治体による導入支援が重要であります。 

 ○ このため、地方自治体が計画した事業が確実に実施できるよう、「地域

脱炭素移行・再エネ推進交付金」の予算の確保や、脱炭素化推進事業債を

はじめとする地方財政措置の充実が必要です。 

○ また、脱炭素ドミノの実現には、脱炭素先行地域等の先進事例の横展開

を図るための技術的・財政的支援が必要です。さらに、支援に当たっては、

先進性・モデル性に偏重することなく、取組の容易さや実現可能性、採算

性も考慮することが重要です。 

○ 加えて、再生可能エネルギー施設等については、景観への配慮や操業中

の安全管理、事業終了後の施設設備の確実な撤去などについて、地域社会

での懸念が生じており、その懸念を払拭し、地域との調和を図りながら再
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生可能エネルギーの導入拡大を図っていく必要があります。 

○ 特に、太陽光発電については、導入が急速に拡大した一方で、様々な懸

念が発生しており、国がとりまとめた大規模太陽光発電事業（メガソーラ

ー）に関する対策パッケージで示された施策の速やかな実施が必要です。 

○ さらに、再生可能エネルギーの更なる導入拡大を図る上では、ペロブス

カイトなどの次世代型太陽電池の研究開発・実証・社会実装の取組支援の

拡充や量産体制の構築など供給面への支援に加え、補助制度の対象とされ

る施設の要件緩和などの需要面への支援も必要です。 

 

〔県所管部課：環境森林部 気候変動対策課〕 
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【62】気候変動適応策の推進について  
 

         所管省庁：環境省 大 臣 官 房 

地球環境局 

  

気候変動適応法（以下「法」という。）改正により追加された熱中症対策

については、都道府県・市町村が着実に実行できるよう、財政措置を含めた

必要な支援策を講じること。 

また、地域気候変動適応センターに対する技術的支援及び人的支援を一層

強化するとともに、体制整備及び運営に対する更なる財政措置を講じるこ

と。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 令和５(2023)年４月の法改正により追加された熱中症対策については、

国が責任を持って制度内容及び効果的な熱中症対策を国民へ周知するとと

もに、都道府県・市町村が熱中症対策を着実に実行できるよう、財政措置

を含めた必要な支援策を講じること。 

 ２ 法第 13 条に基づく地域気候変動適応センターが、地域における適応策を

推進する拠点としての役割を果たせるよう、技術的支援及び人的支援を一

層強化するとともに、体制整備及び運営に対する更なる財政措置を講じる

こと。  

 

【提案･要望の理由】 

 ○ 法改正により熱中症特別警戒情報の周知や指定暑熱避難施設の設置な

ど、地方公共団体の役割が追加され、それに伴う人的及び維持管理を含む

費用負担が増加しています。 

 ○ また、地域毎に異なる自然的状況や社会経済状況を踏まえ、地域の実情

に応じた適応策を推進するためには、国立環境研究所と地域気候変動適応

センターの連携はもとより、膨大かつ多岐にわたる気候変動情報を地域毎

に分析して同センターに提供するなど、国による技術的支援の一層の強化

が必要となるほか、同センターの技術力向上のための専門人材の派遣等の

人的支援が必要です。 

○ さらに、地域気候変動適応センターの活動に当たり、地方交付税措置と

して標準団体あたり職員１名分が措置されているものの十分とは言えない

ことから、同センターの体制整備や運営に対する一層の財政支援が必要で

す。 

 

〔県所管部課：環境森林部 気候変動対策課〕 
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【63】安定型最終処分場の許可基準について 
 

               所管省庁：環境省 環境再生・資源循環局 

  

安定型最終処分場が過度に集中する地域における立地規制の導入を図る

こと。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】  

１ 廃棄物処理法において、安定型最終処分場が過度に集中する地域に対し、

処分場の総量を規制するなど、新たな安定型最終処分場の立地を規制する

基準を設けるとともに、処分場の設置許可に地域の実情を反映させるため、

地方の裁量を認める規定を盛り込むこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 本県の北部地域は、平地林が広がり、地下水の水位が低い上に交通の利

便性が良いなどの条件から、これまで 200 を超える最終処分場が設置され

てきました。 

○ そのような中で、過去に大規模な安定型最終処分場の設置計画が浮上し

たことを契機として、地元住民を中心に地下水汚染等を心配する声が強ま

り、自治体や各種団体からも生活環境への影響を懸念する声が高まるなど、

最終処分場の集中は県北地域において広域的な問題となっています。 

○ このような県北地域の状況に対し、本県では、最終処分場の過度の集中

を防止する目的で、稼働中の最終処分場から１km 以内への新たな最終処分

場の設置を規制する基準を指導要綱において独自に設け、事業者の指導に

当たってきたところです。 

○ しかしながら、指導要綱による対応には限界があること、また、令和７(2

025)年３月に国から許可基準の解釈に係る通知が発出されたが、法定受託

事務である設置許可申請にあたっての地方の裁量は実質的に広く認められ

ないため、根本的な対応として、廃棄物処理法において、安定型最終処分

場が過度に集中する地域について、安定型最終処分場の総量を規制するな

どの基準を創設するとともに、処分場の設置許可に地域の実情を反映させ

るため、地方の裁量を認める規定を法令に盛り込むよう要望します。 

 

                         〔県所管部課：環境森林部 資源循環推進課〕 

                                

 

 109 



【64】放射性物質に汚染された廃棄物の処分及び除染対策の推進に

ついて 

 

                 所管省庁：環 境 省 環境再生・資源循環局 

                   農林水産省 農  産  局 

畜  産  局 

 

（１）放射性物質に汚染された廃棄物 

国の責任において指定廃棄物を速やかに処分するとともに、指定廃棄物以

外の放射性物質に汚染された廃棄物についても、処理先の確保等に関する具

体的な支援、住民理解促進のための情報提供、知識の普及啓発を行うこと。 

 また、賠償が円滑に行われるよう東京電力ホールディングス(株)を指導す

ること。 

（２）除染対策等 

東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する原子力災害から一刻も早

く復旧・復興を成し遂げ、県民生活の安全・安心を確保するため、国の責任

において地域の実情を踏まえた除染対策を推進すること。 

また、農産物の放射性物質吸収抑制対策について、対象作物から放射性セ

シウムが検出される場合は、支援を継続すること。 

 

                                             

【提案･要望の具体的内容】 

（１）放射性物質に汚染された廃棄物 

 １ 指定廃棄物については、国の責任において速やかに処分すること。 

 ２ 指定解除制度の運用に当たっては、指定廃棄物の処理責任は国にあるこ

とを基本に、地方公共団体の意見を踏まえ対応すること。 

 ３ 指定解除後の廃棄物も含め、8,000Bq/kg 以下の廃棄物についても、処理

先の確保等に関する具体的な支援を行うこと。 

 ４ 一時保管が長期化している農家等の負担軽減策を講ずること。 

 ５ 放射性物質に汚染された廃棄物の処理の安全性に関する住民理解を促

進するため、正確かつ分かりやすい情報提供や知識の普及啓発を行うこ

と。 

６ 地方公共団体及び民間事業者が行う廃棄物の収集・運搬、保管、処分及

びモニタリングに係る必要な経費の賠償が円滑に行われるよう、東京電力

ホールディングス(株)を指導すること。 

（２）除染対策等 

 １ 除染に伴い生じた除去土壌等については、保管場所における自然災害か

らの被災防止対策や除去土壌の処分を推進していくための市町村等への

技術的な支援など、国の責任において安全な保管及び処分に係る措置を講
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ずること。 

 ２ 農産物の放射性物質吸収抑制対策については、放射性セシウムが検出さ

れている間は、技術対策等の支援を行うこと。 

３ 除染等に要した経費については、国及び東京電力ホールディングス(株)

の責任において万全の措置を講ずること。 

 

【提案･要望の理由】 

（１）放射性物質に汚染された廃棄物 

 ○ 本県の指定廃棄物は福島県に次いで多く、県内約 20 箇所に一時保管さ

れている状況であり、農家・事業者の負担や、自然災害による飛散・流出

のリスクを考えると、一日も早く安全に処理する必要があります。 

 ○ 指定廃棄物の処理は、地元の理解を得ながら進めて行くことが重要であ

るため、今後も国が責任をもって、処理の必要性や安全性などについて、

丁寧に説明をしていく必要があります。 

 ○ また、指定解除制度の運用に当たっては、市町村等に責任を押し付ける

ことのないよう対応する必要があります。 

 ○ そこで、国においては、指定廃棄物や指定解除後の廃棄物を含め、放射

性物質に汚染された廃棄物の適切かつ迅速な処理に向け早急に対応する

よう要望します。 

○ 一方で、農家・事業者による指定廃棄物の一時保管が長期化する中、特

に個人で保管する農家の負担軽減は優先的な課題であることから、市町村

単位の暫定集約の実現に向け、関係市町村との個別協議が実施された結

果、複数の市町村で暫定集約に着手し、完了した市町村もある反面、様々

な課題により思うように進んでいない市町村もあります。 

○ そのため、個別協議では市町村の意向や地域の実情に配慮した丁寧な対

応を行うとともに、暫定集約作業を安全に進めるよう併せて要望します。 

○ また、原発事故に起因して廃棄物の保管・処分等に要した経費について

は、東京電力ホールディングス(株)に求償していますが、処理先が確保で

きず、やむを得ず保管を継続するために要する経費についても、予防保全

的な経費を含め支払いが円滑に行われるよう、指導を求めます。 

（２）除染対策等 

 ○ 除去土壌については、令和７(2025)年３月に除去土壌の埋立処分基準が

策定され、市町村等による処分が可能となったところですが、剪定枝や落

葉などの除染廃棄物を含めて、地域の理解を得ながら処分を進めることが

重要であり、国の責任において、処分基準の円滑な運用を図るとともに、

理解促進のための方策を講ずることが必要です。 

○ さらに、大雨により保管場所から除去土壌及び除染廃棄物が流出するな

どの事案が発生していることから、今後の自然災害から再び被災しないよ

う適切な防止対策が必要です。 

○ また、現在でも一部地域においては、牧草等から暫定許容値未満である
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ものの放射性セシウムが検出されているため、風評被害の防止や農家の不

安解消の観点から、放射性物質吸収抑制対策について、令和７(2025)年度

まで、放射性セシウムが検出される地域・作物を対象に、吸収抑制対策の

取組に対する助成措置が講じられてきたが、対象作物から放射性セシウム

が検出されている間は、技術対策等の支援が必要です。 

○ そこで、除染対策等を推進し、残された課題に取り組むため、国による

迅速かつ責任ある対応を要望します。 

○ また、市町村等が除去土壌等の処分等を行う場合には、福島県内での知

見なども踏まえた積極的な技術的支援を行うほか、当該処分等の助成に係

る予算の確実な措置を求めます。 

 

               県所管部課：環境森林部 資源循環推進課  

                                        農 政 部 経 営 技 術 課 

畜 産 振 興 課 
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【65】野生鳥獣被害防止対策への支援及び新技術研究・開発の強化

について 
 

       所管省庁：農林水産省 農村振興局 

環 境 省 自然環境局 

 

 野生鳥獣被害防止対策を推進するため、捕獲や侵入防止柵設置に係る財源

を確保するとともに、新技術の研究・開発の強化等を図ること。 

また、クマやイノシシ等が平野部や市街地に出没し被害を拡大させている

状況に対し、効果的な侵入防止対策の確立と必要な支援を行うこと。 

特にクマに関しては、個体数管理が必要な状況となっていることから、迅

速な県ごとの捕獲目標の明確化や効果的な対策の確立に向け、技術的・財政

的支援を行うこと。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 県の「特定鳥獣管理計画」や市町村の「鳥獣被害防止計画」に基づく捕

獲や侵入防止柵の設置は、被害防止を図っていく上で必要不可欠であるこ

とから、このような鳥獣被害防止のための施策に対する十分な財政措置を

講ずること。 

２ 引き続き、国が主体となって、鳥獣被害防止対策を省力的かつ効果的に

行うためのＩＣＴやドローン等の活用技術を研究・開発し、これらを組み

合わせた総合的な技術体系の構築を図ること。 

３ イノシシやクマ等の野生獣が中山間地域から平野部にまで侵入し、市街

地やその近郊での農業被害や人身被害を拡大させている状況に対し、国が

主体となって効果的な侵入防止対策を確立するとともに、被害防止対策及

び人材の確保・育成、体制整備に必要な支援を行うこと。 

４ 特にクマに関しては、生息数が増加し、適正な個体数管理が必要な状況

となっていることから、迅速に県ごとの捕獲目標を明確化することや、ク

マを捕獲する効果的な対策の確立に向け、技術的・財政的支援を行うこと。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 本県における野生鳥獣による被害が農業被害額で約２億５千６百万円、

林業被害額で約１億２千万円と依然として高い水準で推移している中、被

害防止を図っていく上で大きな役割を果たす捕獲や侵入防止柵に係る指

定管理鳥獣対策事業や鳥獣被害防止総合対策交付金の当初予算の配分は、

県の要望額を下回る状況が続いており、年間を通しての計画的な事業執行

に支障が生じています。 

○ このため、捕獲経費の支援や侵入防止柵の整備について、国の当初予算

における財源の確保を要望します。 

特に、シカ・イノシシについては、管理計画に掲げる捕獲目標の達成に
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向けて取り組んでいるところですが、豚熱（ＣＳＦ）対策としての野生イ

ノシシの捕獲強化が喫緊の課題であるとともに、ニホンジカの生息数は依

然として高い水準にあることから、捕獲強化の継続を希望します。 

○ また、地域の過疎化、狩猟者の高齢化等により、被害防止対策は農業従

事者や狩猟者にとって大きな負担となっていることから、引き続き、ＩＣ

Ｔやドローン等を活用した獣害対策の省力化や新技術の開発を進めるこ

となどが不可欠となっています。 

○ さらに、野生鳥獣の出没や被害の発生は、これまで中山間地域が中心で

したが、平野部にまで生息域を拡大してきており、市街地やその近郊で農

業被害を発生させているほか、イノシシについては豚熱（ＣＳＦ）ウイル

スの伝搬経路となるおそれもあります。また、クマについては個体数が増

加傾向にある中、観光地や住宅地での目撃、人身被害の発生など、地域住

民に大きな不安を与えています。 

しかしながら、こうした状況に対し、全国的にも効果的な侵入防止対策

が確立されているとは言えないことに加え、捕獲や防護を担う人材の不足、

専門的知識・技能を有する人材の確保・育成が急務となっていることから、

鳥獣被害防止対策に係る総合的な支援を要望します。 

〇 特にクマについては、生息数が増加し、適正な個体数管理が必要な状況

となっております。国は、令和８年度以降、順次ブロックごとの個体数調

査・推定を実施し、推定個体数を精緻化するので、それを踏まえ、各都道

府県で適切な捕獲目標を設定することとしております。 

このため、迅速に個体数調査を実施し、県ごとの捕獲目標の明確化や、

クマを捕獲する効果的な対策の確立に向け、必要な技術的・財政的支援を

要望します。 

 

県所管部課：環境森林部 自然環境課 

                       農 政 部 経営技術課 
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【66】クビアカツヤカミキリをはじめとした外来生物対策の支援に

ついて 
 

       所管省庁：農林水産省 大 臣 官 房 

消費・安全局 

環 境 省 自 然 環 境 局 

 

 クビアカツヤカミキリをはじめとした外来生物による被害の深刻化及び

分布拡大を阻止するため、防除対策への支援の強化、関係する都県の連携を

図るためのきめ細かな調整を行うとともに、防除技術の開発、農薬の適用拡

大を促進すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 外来生物対策に関する補助制度について、年度途中に新規の外来生物の

侵入等が確認された場合の緊急的な防除に活用できるよう、十分な財政措

置と運用の改善を図ること。 

２ 県域を越えて被害が拡大している外来生物については、国において、関

係する都県の連携を図るためのきめ細かな調整を行うこと。 

３ 簡便で効果の高い防除方法の開発、農薬の適用拡大を促進すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 本県には多数の特定外来生物が定着しており、外来生物の対策は喫緊の

課題となっています。 

○ このような中、クビアカツヤカミキリをはじめ、既に分布が拡大してい

る外来生物については、効果的かつ効率的な防除を継続していくことが不

可欠であり、資機材購入や防除作業、被害状況調査等を実施するための継

続的な財源が必要となるほか、定着初期段階の外来生物については、迅速

かつ集中的に防除を実施するための予算を速やかに確保する必要があり

ます。 

○ つきましては、特定外来生物の防除等に係る交付金について、必要な予

算を確保いただくとともに、新たな外来生物の侵入等が確認された場合の

緊急的な防除について年度途中での交付申請を認めていただくなど、運用

の改善を要望します。 

○ 併せて、県域を越えて被害が拡大している外来生物については、発生情

報や先進的な防除方法等の情報を国が積極的に収集し、関係する都県の連

携を図るためのきめ細かな調整を行うことを求めます。 

○ また、簡便で効果の高い防除手段が確立されていない外来生物も多く、

例えばクビアカツヤカミキリの現状の防除方法は、樹幹へのネットの巻き

付けや成虫の捕殺といった成虫の飛散防止対策、食入孔への農薬注入、樹

体への農薬散布、被害木の伐倒等を複合的に実施するものであり、防除実
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施者の作業及び費用面での負担が大きくなっています。さらに、モモ・ウ

メ用の樹幹注入剤の農薬登録がないため、十分な防除を実施できない状況

も見られます。つきましては、クビアカツヤカミキリをはじめ外来生物の

防除について、簡便で効果の高い防除方法の開発、農薬の適用拡大を促進

することを望みます。 

 

〔県所管部課：環境森林部 自然環境課〕 
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【67】地方創生の推進について 

 

                所管省庁：内閣官房 新しい地方経済･生活環境創生本部事務局 

                     内 閣 府 地 方 創 生 推 進 事 務 局 

                    総 務 省 自 治 行 政 局 

                             自 治 財 政 局 

 

 人口減少問題や長期化する物価高を克服し、地方創生の実現を図るため、

地方が自主性・独自性を発揮して取り組むために必要な財源の更なる確保に

努めるとともに、国においても、地方の現状や課題等を踏まえながら、積極

的な施策展開を図ること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 人口減少問題や長期化する物価高を克服し、地方創生の実現を図るため、

地方が地域の実情に応じて創意工夫を凝らし、自主性・独自性を最大限に

発揮して取組を推進できるよう、地方創生推進費や地域未来交付金をはじ

めとする地方創生関連予算の充実・拡充、要件緩和や交付対象拡大等の運

用の弾力化に努めるとともに、物価高に直面する生活者や事業者に対して

幅広く効果的な対策を展開できるよう、物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金などにより必要な財源を確保すること。 

２ 人口減少の背景にある構造的課題を解決するために国が果たすべき役割

は大きく、「こども未来戦略」に基づく抜本的な少子化対策、賃上げ促進

等による地域経済の活性化、地方への移住定住政策などによる東京圏一極

集中是正等、国においても積極的な施策展開を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある社会を維持していく

ため、本県版総合戦略である「新とちぎ未来創造プラン」に基づき、人口

減少克服・地方創生に積極的に取り組んでいます。 

○ しかしながら、合計特殊出生率は６年連続過去最低となるなど、人口減

少・少子高齢化の進行は著しく、加えて、物価高の長期化等により、地域

経済は極めて厳しい状況にあります。国においては、令和７年 12 月に、「地

方創生に関する総合戦略」を閣議決定し、これまでの地方創生の取組に加

え、「強い経済」の実現に重点を置いた「地域未来戦略」を推進していく

ことが示されたところですが、今後、地方がこうした状況を乗り越えて活

力を取り戻し、地方創生の流れを更に力強いものとしていくためには、国

の後押しが必要であり、地域の実情に応じて創意工夫を凝らし、自主性・

独自性を最大限に発揮して取組を強力に推し進めていけるよう、地方創生

推進費や地域未来交付金をはじめとする地方創生関連予算の充実・拡充、

交付金の要件緩和や交付対象拡大等の運用の弾力化、さらには、物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金などにより、十分な財源確保が不可欠で
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す。 

○ さらに、人口減少の背景にある構造的課題を解決するために国が果たす

べき役割は大きく、「こども未来戦略」に基づく抜本的な少子化対策、賃

上げ促進等による地域経済の活性化、若年・女性をはじめとした東京圏へ

の転出超過対策や地方への移住定住政策などによる東京圏一極集中是正

等、国自らがなすべき施策を大胆に実行していくことが不可欠です。 

 

               県所管部課：総合政策部  総合政策課 

                                                      人口未来課 

                                        経営管理部  財 政 課 
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【68】地方分権改革の推進について 

 

                所管省庁：内 閣 府 地方分権改革推進室 

                    総 務 省 自 治 行 政 局 

                             自 治 財 政 局 

                                                 自 治 税 務 局 

 

 地域が自らの発想と創意工夫により地方創生に取り組めるよう、地方分権

改革を、地方と十分協議しながら、強力に推進すること。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 地方創生の取組を加速化するため、地域が自らの発想と創意工夫により

課題解決を図れるよう、国と地方の役割分担の見直し、地方への権限と財

源の移譲、規制緩和等、地方分権改革をより一層推進すること。 

２ 「提案募集方式」においては、個性を活かし自立した地方の実現・住民

サービスの向上等に資するべく、地方からの提案を真摯に検討し、最大限

の実現を図ること。 

３ 地方自治法第 252 条の 26 の５の規定に基づく国の地方公共団体に対す

る補充的な指示の行使については、必要最小限のものとし、事前に地方公

共団体と十分な協議・調整を行うなど、地方の自主性・自律性を尊重した

運用を図ること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 地方分権改革は、地方創生の基盤となるものであり、地方の自主的・自

立的な自治体運営を確立するためには、国と地方の役割分担を不断に見直

すことはもとより、事務・権限の移譲や規制緩和、国から地方への税源移

譲を進めることによる地方税財源の充実強化など、地方分権改革を、国を

挙げて一層強力に推進することが不可欠です。 

○ また、「提案募集方式」は、国が主導するのではなく、地方の発意によ

り地方分権改革を推進する手法であり、各地域の個性を活かし、自立した

地方をつくるために、地方からの提案を真摯に検討し、最大限実現させる

ことはもちろん、住民に身近な行政は地方自治体にできる限り委ね、国と

地方の役割分担のあるべき姿を実現するという観点も重視し、地域の課題

解決のための取組を一層進める必要があります。 

○ 国の補充的な指示の創設を盛り込んだ改正地方自治法が令和６(2024)年

９月に施行されましたが、補充的な指示の行使に当たっては、目的達成の

ために必要最小限のものとするとともに、地域の実情を適切に踏まえたも

のとするよう、事前に地方公共団体との間で十分な協議・調整を行う必要

があります。 

 

               県所管部課：総合政策部  総 合 政 策 課 

                                               市 町 村 課 

                                        経営管理部  行政改革 ICT 推進課 
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【69】給付付き税額控除等について 

 

所管省庁：内閣官房 人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局 

 

 給付付き税額控除等の制度化・実施に当たり、地方に何らかの協力を求め

る場合には、国と地方の間で十分な協議を行うとともに、地方が提供する行

政サービスの維持や地方の財政基盤の安定性についても十分に配慮するこ

と。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 給付付き税額控除等（所得に連動したきめ細やかな給付など税額控除を

伴わない場合等を含む。）の制度化・実施に当たり、地方に何らかの協力

を求める場合には、事業の仕組みや地方にどのような協力を求めるかなど

を国として明確に示した上で、国と地方の間で十分な協議を行うこと。 

２ さらに、地方が提供する行政サービスに影響が出ないようにするととも

に、地方の財政基盤の安定性にも十分に配慮すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 現在、社会保障国民会議において給付付き税額控除の導入に向けた議論

が進められていますが、これまでの各種給付金事業の事例では、地方に多

大な事務負担が生じたこともあったため、地方に何らかの協力を求める場

合には、事業の仕組みや地方にどのような協力を求めるかなどを国として

明確に示した上で、国と地方の間で十分な協議を行うことが不可欠です。 

○ また、給付付き税額控除等の制度化・実施により、地方が提供する行政

サービスに影響が出ないようにすることはもちろんのこと、国家的観点に

基づく制度であることから、国が責任を持って財源を確保し、地方財政に

影響を及ぼさないようにすることを強く求めるものであります。 

 

               県所管部課：総合政策部  総合政策課 

                                               市 町 村 課 
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【70】地方税財源の確保・充実について 
 

               所管省庁：総務省 自治財政局 

 

 令和９(2027)年度地方財政計画の策定に当たっては、必要な地方一般

財源総額を確保すること。 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

１  令和９(2027)年度地方財政計画の策定に当たっては、物価や人

件費、金利の上昇、超高齢社会への対応など、地方にとって必要

不可欠な財政需要を的確に計上するとともに、地方交付税の法定

率の引上げなど抜本的な改革を行い、今後とも、計画的な財政運

営を行うことができるよう、必要な地方一般財源総額を実質的に

確保すること。 

また、人口減少等の厳しい状況に置かれている市町村が、身近

な住民サービスを安定して提供し続けられるよう、十分な財源を

確保すること。 

 

【提案・要望の理由】 

○ 令和８(2026)年度地方財政計画において、地方交付税は増額にな

るとともに、臨時財政対策債は前年度に引き続き新規発行額が計

上されないこととなったところではありますが、必要な地方一般

財源総額の確保については、地方交付税の法定率の引上げなど抜

本的な改革により対応すべきであり、今後とも特例措置に依存し

ない持続可能な制度の確立が必要です。 

○  本県では、「栃木県行財政改革大綱2026～ 2030」に基づき、引

き続き財政の健全性の確保に取り組んでいるところですが、エネル

ギー価格をはじめとする物価や人件費、金利の上昇が継続する中で、

高齢化の進行等による医療・福祉関係経費の増加などにより、今後

も財源不足が見込まれています。 

○  また、本県の市町村においても、不断の行財政改革に取り組ん

でいるものの、医療・福祉関係経費の増大などにより一般財源は

常に逼迫した状況となっています。 

○  このようなことから、地方が計画的な財政運営を行うために、

地方交付税等の地方一般財源総額について、令和９(2027)年度以降

においても、物価水準等を踏まえた十分な額を安定的に確保し、

充実させることが不可欠です。 

 

                              県所管部課：総合政策部 市町村課 

                          経営管理部 財 政 課 
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【71】安定的な税収確保のための地方税制度の見直しについて  

  

         所管省庁：総務省 自治税務局 

                             

 社会経済情勢や企業の事業活動等の実情を踏まえた地方税制度とするこ

と。 

 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 地方税制度の見直しにおいては、引き続き、安定的な税体系を構築する

こと。また、地方税財政に大きな影響を与える減税を伴う制度の見直しに

あたっては、事前に地方の意見も踏まえながら、丁寧に議論を進めるとと

もに、十分な代替財源を確保すること。 

２ 電気供給業及びガス供給業に係る法人事業税の課税については、現行の

収入金額課税制度を維持すること。 

３ ゴルフ場利用税は、財源に乏しい中山間地域をはじめとする市町村の恒

久的かつ安定的な財源となっていることから、引き続き現行制度を堅持す

ること。 

４ 都市・地方の財政力格差や行政サービスの地域間格差の拡大を踏まえ、

税源の偏在性が小さな地方税体系を構築すること。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 原材料価格の高騰や世界情勢及び金融資本市場の変動による景気への影

響が懸念され、税収の見通しが不透明な状況にあることから、安定的な税

体系を構築することが一層求められます。 

  また、所得税及び住民税の控除額の引き上げや地方消費税の減税など、

地方税財政に大きな影響を与える制度の見直しにあたっては、歳入減によ

り地方の担う行政サービスに支障を来す可能性があることから、事前に地

方の意見も踏まえ、丁寧に議論を進めるとともに代替財源を確保するよう

要望します。 

○ 法人事業税の収入金額課税制度については、与党の令和８(2026)年度税

制改正大綱で、「電気供給業及びガス供給業に係る課税のあり方につい

て、引き続き検討する。」とされております。 

しかしながら、これらの法人が有する大規模発電施設やＬＮＧ基地等は

周辺の環境にもたらす負荷が大きく、また、周辺道路の整備・維持管理、

災害防止対策など多大な行政サービスを受益している実態を踏まえ、引き

続き受益に見合った税収が安定的に確保できる、現行の収入金額課税制度

が維持されるよう要望します。 

○ ゴルフ場利用税は、その税収の３割はゴルフ場所在の都道府県の貴重な

財源であるとともに、７割は交付金として所在市町村に交付され、周辺道

路の整備・維持管理、廃棄物処理、災害防止対策、消防・救急など、所在
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都道府県及び市町村が行う特有の行政需要に対応するための貴重な財源と

なっていることから、引き続き現行制度を堅持するよう要望します。 

○ 与党の令和８(2026)年度税制改正大綱においては、都市・地方の財政力

格差や行政サービスの地域間格差の拡大は主に地方税源の偏在によって生

じているとの分析が示され、特に偏在度が高い地方法人課税における税源

の偏在を是正する追加的な措置を検討し、令和９年度税制改正において結

論を得ることとされていることから、この方針に沿って令和９年度税制改

正において結論を得ることを要望します。 

 

 県所管部課：経営管理部 財政課  

税務課  
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【72】消費税を減税する場合の国の責任による十分な地方代替財源

の確保について 
  

所管省庁：内閣官房 人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局  

                        総 務 省 自治財政局 

自治税務局 

                        財 務 省 主 計 局 

                             主 税 局 

消費税を減税する場合は、国の責任により十分な地方代替財源を確保す

ること。 

 

【提案･要望の具体的内容】 

１ 消費税は、地方交付税原資分も含めるとその約４割が地方の財源となっ

ており、地方自治体が必要な住民サービスを十分かつ安定的に提供するた

めに必要なものである。このため、消費税を減税する場合は、地方の財政

運営に支障をきたすことがないよう、地方の意見も踏まえながら、丁寧に

議論を進めるとともに、国の責任により十分な地方代替財源を確保するこ

と。 

 

【提案･要望の理由】 

○ 消費税は、特定の世代に限定されることなく、全国民共通の社会保障制

度の基盤としてあらゆる世代で負担を分かち合うものであり、地域住民の

生命と生活を支える根幹たる基礎年金、高齢者医療、介護、次世代育成の

ための子育て支援といった諸施策を支える極めて重要な財源となっている

ことから、消費税収の減収は、地方団体の財政運営に直接的かつ甚大な打

撃を与え、これらのサービスの質の低下と量の減少を招くことが懸念され

ます。 

○ 地方においては、増加する社会保障関係費に加えて、昨今の急激な物価

高など、増加する歳出に対応しなければならない極めて厳しい財政状況に

あるが、そのような中にあっても、安定的に行政サービスを維持しつつ、

人口減少対策や防災・減災・国土強靱化といった重要課題へ的確に対応し

ていく必要があります。 

○ 消費税が社会保障制度の基盤として果たしている役割や、日々住民と接

しながら行政サービスを提供している地方への影響等を十分に考慮した上

で、消費税を減税する場合は、地方の財政運営に支障をきたすことがない

よう、地方の意見も踏まえながら、丁寧に議論を進めるとともに、国の責

任により十分な地方代替財源を確保するよう要望します。 

 

 県所管部課：経営管理部 財政課  

税務課 
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【73】地方債制度の充実・強化について 
 

               所管省庁：総務省 自治財政局 

 

 安定的な資金確保のため、地方債制度の充実・強化を図ること。 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

１ 防災・減災対策や公共施設等の長寿命化、地域の脱炭素化など、

中長期的に取り組むべき事業については、現行の地方債制度の恒久

化を図ること。 

特に、公共施設等適正管理推進事業債については、令和８(2026)

年度までの措置とされていることから、速やかに恒久化するととも

に、対象の拡大を図ること。  
２  過疎地域及び辺地地域の市町村が、人口減少対策や地域特有の 

資源を生かした持続可能な地域づくりを着実に推進できるよう、過

疎対策事業債及び辺地対策事業債における地方債計画額等の拡充及

び人口減少に伴う辺地地域の人口要件の緩和を図ること。 

３ 地方債の円滑な資金調達に向け、公的資金を確保するなどの支

援策を講じること。 

 

【提案・要望の理由】 

○ 災害から県民の生命・財産を守るとともに、地域の脱炭素化や

少子化対策、質の高い公共サービスの提供に取り組むためには、

中長期的な視点に立った対応が必要であることから、緊急防災・

減災事業債、緊急自然災害防止対策事業債、緊急浚渫推進事業債、

公共施設等適正管理推進事業債、脱炭素化推進事業債、こども・

子育て支援事業債及びデジタル活用推進事業債の恒久化を要望し

ます。 

○ 県や市町村においても老朽化対策や統廃合が必要な公共施設等

が累積しており、今後も多額の費用を要する見込みです。また、

公共施設等適正管理推進事業債の一部事業の対象となっていない

庁舎等の公用施設についても、公共施設と同様に老朽化対策や統

廃合の必要があることから、速やかな恒久化及び対象の拡大を要

望します。 

○ 過疎対策事業債は、過疎市町村数の増加や過疎計画に基づく事

業の本格化に伴い、その必要性が増大していることから、地方債

計画額及び対象の拡充を要望します。 

また、辺地対策事業債は、税源が乏しく財政基盤の脆弱な市町村 

にとって、住民に身近な事業を実施するための貴重な財源となって

いることから、地方債計画額及び対象を拡充するとともに、人口減

少に伴う辺地地域の人口要件の緩和を行うことを要望します。 

○ 地方債の安定的かつ円滑な資金調達のため、公的資金の確保な

どの支援策を講じるよう要望します。 

 

                              県所管部課：総合政策部 市町村課  

経営管理部 財 政 課  
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